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ニホンオオカミ研究史の一断面
—栗嶋公喜氏収集資料—

植　月　　学

はじめに

　山梨県立博物館では平成19年2月にニホンオオカミにまつわる文化史を紹介するシンボル展「オオカ

ミがいた山―消えたニホンオオカミの謎に迫る―」を開催した。その際に埼玉県在住の郷土史家、栗嶋

公喜氏が収集された狼関連資料を展示させていただく機会を得た。その後、平成27年５月に栗嶋氏よ

り寄贈のお申し出をいただき、同年９月に当館の収蔵するところとなった。同資料群は関東山地周辺に

おけるかつての狼信仰や人々の狼観を知る上で貴重な資料群であることからここに紹介することとした

い。

１．栗嶋氏とコレクションについて

　栗嶋公喜氏（昭和８年生まれ）は埼玉県比企郡小川町在住の郷土史家で、埼玉県文化財保護協会副

会長や小川町文化財保護委員などを歴任された。今回ご寄贈いただいたコレクションは昭和30年代よ

り古生物学者・考古学者の直良信夫博士の知遇を得て、オオカミに関心を抱き、収集されたものが中

心となっている。杉山博久によれば直良のオオカミへの関心自体は古く昭和初期にさかのぼるが、昭和

30年代頃からは化石や考古遺物のみならず、近世以降のニホンオオカミ頭骨などの調査を精力的にお

こなうようになる（１）。直良の関心は生物学的な面にとどまらず、狼信仰などの文化史的側面にも及び、

その成果は歴史学、民俗学的にみても重要なものである。栗嶋氏の収集活動は直良のオオカミ研究と密

接なかかわりを持って展開されたものであり、我が国におけるオオカミ文化史研究を窺う上でも価値が

ある。

２．コレクションの内容

　資料は狼を描いた陣羽織や絵画、

寺社で譲り受けた狼信仰の御札類、

古物商で購入した根付類などの歴史

資料と、直良に関わる書籍類、その

他狼関連書籍、記事類（コピーを含

む）からなる。
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植月　学　山梨県立博物館

写真１　狼絵陣羽織（資料 No.1）
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（１）歴史資料（表１）

a. 狼絵陣羽織（巻頭図版、写真1）

　麻製で襟の裏地や肩の部分には絹が使われている。襟と胸前

の合わせ部分（乳）はフェルト状の布製だが、傷みが少なく後

補と考えられる。乳のボタンは木製である。背中に大きく狼の

絵を描く。毛並みや爪の表現は細かく、姿勢の捉え方も巧妙で

ある。目の部分に黄色、口内に赤色の顔料が使用されている。

背面上部には組み合い角に左三つ巴の家紋がある。家紋の由来

を特定することはできなかったが、北関東に多い家紋であるこ

とは確認できたので（２）、少なくとも以下の来歴とは矛盾しない。

　コレクションの中に本資料に関する栗嶋氏の手書き原稿が

あったので、由来に関する要点を記す。

　武州松山城（埼玉県比企郡吉見村西吉見―現・

吉見町―）の10代目城主で北条方の上田朝広に一

武将として仕えた祖先が所有したもの。天正18年

（1590）の豊臣秀吉の小田原攻めに際し落城し、

城主は東秩父村浄蓮寺に亡命、祖先は山向うの小

川町大字木呂子字八王子（旧竹沢村八王子）に百

姓となって落ちのびた。

　以上が正確であれば中世末期から近世初頭の資

料ということになる。管見の限り陣羽織に描かれ

た狼絵は類例がなく、貴重である。後述するように、

本資料を紹介されたことに対する直良から栗嶋氏

へのお礼の葉書（昭和49年、1974）がコレクショ

ン中に存在する（写真２）。また、西原悦男による

写真での紹介がある（３）。

b. 絵画（写真３、４）

　今井琴谷が描いた狼絵掛軸と鶏絵掛軸からな

る。後者は狼絵入手後に今井琴谷の技量を知るために買い求めたと

いう。狼は首の長さや垂れた耳、手前の動物の白い体色から、狼と

いうよりは洋犬のような表現となっている。長瀞町岩根神社旧蔵で

信仰の対象とされていたという。

　今井琴谷は岩根神社に明治36年（1903）3月17日に奉納された

狼絵を描いた画家である。コレクションの中には本図の大判ネガも

存在する（写真５）。直良は栗嶋氏の案内により、同社に奉納され

写真２　直良信夫葉書（資料 M）

写真３  今井琴谷筆
狼（No.2）

写真４ 今井琴谷筆 鶏（No.3）

写真５ 今井琴谷筆  岩根神社奉納狼絵（No.4）
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た他の2点の狼の扁額とともに本資料を調査したことを『野生動物観察記』の中で記している（４）。その

評価は高く、「狼としてはかなりの真実性を盛って、作図している」、あるいは「いかにも日本産の狼と

いったような野性味がにじみ出ている」と評価している（同様の見解は「ニホンオオカミは生きている

か」『どうぶつと動物園』1　東京動物園協会、1970でも示されている）。さらに以下のようにも述べる。

　�　狼としては耳の描出にやや難点がある。が、ニホンオオカミのどの図でもそうだが、耳を折ってい

る図が多いので琴谷もそれに基準をあわせて描いたとみてよかろう。しかし、前後に力を入れた際に、

肩の部分が突き出し、腹に力がこもったときに、胸の部分がひきしまってみえる、というような細部

No. 名称 内容 点数
寸法 (㎝ )

写真 備考
長さ 幅 他

1 狼絵陣羽織 1 109 75 1 巻頭図版

2 今井琴谷筆　狼 裏書：今井琴谷画「狼」昭和四十三年十一
月廿三日　埼玉県小川町　喜藤表具師 1 150 48 本紙：

86.6×31.6 3

3 今井琴谷筆　鶏 1 183 55 本紙：
114×46.5 4

4 岩根神社奉納狼絵ネガ 明治三拾六年三月十七日　當村　納主井上
槌太郎 1 40.1 31.2 5

5
釜山神社御札（寄居町）

武蔵釜伏山 2 18.7 7.8 6
6 釜山神社火盗除之璽 1 27.6 8 6
7
岩根神社御札（長瀞町）

巖根神社火防御祈祷之神璽 1 31.3 6 6
8 巖根大神　武州秩父郡白鳥村 1 31.8 11.9 6
9 三峯神社御札（秩父市） 三峯神社 1 38 15.8 6
10

猪狩神社御札（秩父市）
猪狩神社　四足除御守護 1 25.2 10.9 7

11 猪狩神社　火盗四足除 1 26.3 11.2 7
12 猪狩神社　火盗四足除 1 26.3 11.3 − 11と同じ
13

若御子神社御札（秩父市）
火災除　若御子神社御守護　盗賊除 1 28 10.4 7

14 秩父若神子神社　蠶倍盛五穀成就懇祈神璽 1 44.8 26.2 7
15

高山不動御札（飯能市）

武州高山別當所 1 31.6 13.6 8

16 通来留夜虫乃口於閉不動　� 多婆天 急如
律令��悪魔於拂文殊倶利迦羅 1 31.3 13.5 8

17 髙山不動明王　火防　髙貴山 1 24.8 5.1 8
18

武蔵御嶽神社御札（東京都青梅市）
武蔵国　大口眞神　御嶽山 1 30.2 8 8 19より古い？

19 武蔵国　大口眞神　御嶽山 1 31 10.2 8
20 春埜山御札（静岡県浜松市） 春埜山 1 27.3 14 9

21 山住神社御札（静岡県浜松市）山住神社 1 28.9 10.3 9 上下に剥がした
跡あり

22 山住神社掛軸（静岡県浜松市）山住神社 1 86 28.6 本紙部分
46.3×17.8 10 21とはやや図

柄が異なる

23

根付

クマ上顎骨製。ツキノワグマ大。口蓋に穿孔
し、紐を通す。歯式：I123CPxxx4。右 I3は
逆位に植立。P4背後で垂直に切断。上顎骨
中位で水平に切断、研磨。犬歯歯根断面が
見える。

1 6 5 高：4 11 巻頭図版

24

クマ下顎骨製。ツキノワグマ大。歯以
外の内面は赤漆、外面黒漆塗り。歯式：
I123CP1234。P4背後で垂直に切断。P3の
間に穿孔し紐を通す。

1 5.7 4.2 高：5 11 巻頭図版

25

クマ下顎骨製。ツキノワグマ大。歯以外は
黒漆塗り。歯式は I123CP12。P2背後で垂直
に切断。P1間に穿孔し、紐を通す。龍の彫
刻の入った赤い小玉、印籠が付く。印籠は3
層で、最下層に朱の痕跡。

1 3.7 4
高：3、
印籠：
6.7×5×2

11 巻頭図版

26 加工品
クマ科下顎骨製。大形。歯式：I123CP123。
P4付近で切断。P23の歯槽は樹脂で塞ぐ？
穿孔はなく、根付かは不明

1 57 4.6 高：6 11 巻頭図版

27 高山不動御札 (飯能市） 髙山御寶前　火防悉除所 1 34.2 12 9 参考（コピー）
28 両峯神社御札（飯能市平戸） 両峯神社　天覚山 1 9 参考（コピー）
29 城峯神社御札（秩父市） 城峯社　大口真神守護 1 9 参考（コピー）

表1　資料一覧
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を、わりあいすなおに描いているのは、やはり実物をみていないと描けない。私はそういうところに、

この図の価値を認めたいと思う。

　神社の位置する葉原沢の入口に住む大沢利恒父子が、明治43年（1910）頃に沢の奥の巣穴でオオカ

ミの仔を捕獲し、飼育した逸話が直良の『日本産狼の研究』に登場する（「ニホンオオカミを飼った人の話」

258−259頁）。琴谷はたびたびその仔狼をみたという。『野生動物観察記』には栗嶋氏の調べによると

して今井琴谷の経歴についても紹介されているので要約する。

　明治11年（1878）秩父郡皆野町に生まれる。東京下谷の南画家黒沢墨山に師事し、修行を積む。明

治32年、秩父市今井家の婿養子となる。昭和9年以後、栃木県藤岡市に居住。昭和38年（1963）、85

歳で没す。

　コレクションの中には情

報源になったと思しき琴谷

の子孫から栗嶋氏への書簡

（昭和43年（1968）11月14

日付）も存在する（５）。

c. 御札類（写真６～ 10）

　狼（お犬様）を眷属とす

る社寺で配札されていたも

ので、同じ寺社で出された

その他の御札も含む。収集

年代は後述のように昭和40

書名 出版社 年 署名 栗嶋氏に関する記事

A 峠路 ( 再校刷） 校倉書房 1961

B 日本産狼の研究 校倉書房 1965 昭和四十年十月三十日　直良信夫 p.280　都幾川村の山口氏所蔵
の釜伏神社掛軸を紹介

C 日本産狼の研究（先校刷） 校倉書房 1965 昭和四十年十二月十八日　直良信夫

D 古代人の生活と環境 (三校刷） 校倉書房 1965

E 古代人の生活と環境 (四校刷） 校倉書房 1965 昭和四十年十二月十八日　直良信夫

F ものと人間の文化史　狩猟（初校）法政大学出版局 1968 狩猟　直良信夫　昭和四十三年十一月九日

H ものと人間の文化史　狩猟 法政大学出版局 1968 謹呈　栗島（ママ）学兄　昭和四十三年十月五日
　直良信夫

I 野生動物観察記 校倉書房 1971 謹呈　栗嶋学兄　古稀の記念に　昭和四十六年
十二月三十日　直良信夫

栗嶋氏の案内で岩根神社の狼
の奉納額を調査

J 秩父多摩丹沢 武蔵書房 1972 謹呈　栗嶋学兄　昭和四十七年八月三十日　直
良信夫

p.233　野上町巣穴の写真「栗
嶋公喜氏写真」

K 秩父多摩丹沢 (初校刷） 武蔵書房 1972

L 古代遺跡発掘の脊椎動物遺体 校倉書房 1972 謹呈　栗島（ママ）学兄　昭和四十七年十二月
二十五日　直良信夫

p132　都幾川村野口氏所蔵頭
骨調査昭和45年5月に同行

M（葉書） − 1974 陣羽織の情報提供に対する礼
状。出雲市の自宅より。

N 峠と人生 NHKブックス 1976 p.72　S48.4.8犬目峠踏査に同
行、p.106　御坂峠踏査に同行

表２　直良信夫と栗嶋氏

写真６　御札（No.5~9）
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年前後と推測され、現在配

られている御札とは異なる

古い御札もある。梵字を動

物様に意匠化した高山不

動の御札（No.16）は、戸

口美明により「オネコサ

マ」として紹介されてお

り（６）、No.14とともに養蚕

に関わる御札と推測され

る。No.22（山住神社）の

み掛軸に仕立てられている。

No.21の同社御札と比較す

ると狼絵部分はよく似るも

のの、大きさも細部の表現

も異なっており、元来掛軸

用に刷られたものであろう。

　コピーのみが現存する2

例も参考としてあげた。こ

のうち、両峯神社（No.28）

のものは松場正敏による近

年の集成で、廃社、護符の

実物が現存しておらず詳細

は不詳とされている（７）。コ

レクションの中に当社（天

覚山）についての栗嶋氏の

照会に対する飯能市文化財

係からの返信が含まれるの

で、略記しておく（昭和43

年（1968）1月10日付）。

　それによると、当社は秩

父の両神山を勧請したもの

で、明治時代の繁栄期に

は社務所が８畳６畳の二間

あった。その後衰えたが、中藤下郷（飯能市）の素封家が復興につとめ、現在（注：昭和43年当時）

のお宮を新築し、毎年5月3日に祭典をしている。浦和、大宮、東京方面からも講中の人々が相当数参

写真７　御札（No.10、11、13，14）

写真８　御札（No.15~19）

写真９　御札（No.20、21、27~29）
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拝に来る。狼の御札を同封するとあり、他にも火防之神璽、盗難除神璽、

交通安全神璽があると記されている（佐野賢次郎氏談。加藤一氏記）。

d. 根付など（写真11）

　獣の顎骨を加工した根付で、狼として売られていたものらしいが、実際

にはいずれもクマ属のものであった。大きさ、形状から見て、３点は在来

のツキノワグマの可能性が高いが、１点はより大形で、外国産の可能性が

ある。この一点は穿孔もなく、根付としての利用は考えにくい。直良は『狩

猟』（1968）の中の「魔除け」の項で、オオカミやクマ顎骨製根付を取り

上げ、山に暮らす人々の「強いものへの憧憬」を論じている。その影響を

受けての収集活動であったのだろう。オオカミのものではないが、漆塗り

が施されたり、彫刻のある小玉が付いていたり手の込んだ工芸品であり、

かつての動物観を窺う資料としても興味深い。

（２）直良信夫関係資料

　コレクションには狼に関する書籍類も多く含まれるが、ここでは直良と

の個人的関係により入手されたと考えられる一

群を紹介する（表２）。それらは直良の署名が入っ

た書籍、およびその校正刷からなる。後者は書

籍刊行後に直良から譲り受けたもので、製本さ

れ、署名が入っているものも多い。また、資料

Mは昭和49年（1974）に狼絵陣羽織の情報を提

供したことに対して、出雲の直良から届いたお

礼の葉書である（写真２）。狼の目が生き生きと

している点が素晴らしいことや、今のうちに狼

関連資料を収集することの重要性を説く内容と

なっている。

　先述のように栗嶋氏は直良との関係を通じてニホンオオカミへの関心を深めていった。昭和34年

（1959）から直良が島根へ転居した同48年（1973）までの14年間に丹沢調査などに同行したという（８）。

狼関連資料をさかんに収集したのもこの頃だという。直良の署名がある書籍や製本された校正刷の年代

は昭和40年から47年のものであった。また、昭和40年から51年の間に刊行された書籍に栗嶋氏が紹介

した資料や調査に同行したとの記述があり、上記年代を裏付けている（表２）。

おわりに

　以上のように栗嶋氏収集資料はニホンオオカミ研究史を辿る上で重要な意義を持っている。ただ、個

別の資料についての詳細な調査はまだ十分でない。本稿で紹介した以外にも狼に関する書籍、雑誌、新

聞記事の切り抜き、そのコピー200点ほど（重複含む）がある。現在では入手困難な文献もあり、ニホ

写真10　山住神社掛軸（No.22）

写真11　根付類
（上段左：No.26、右：No.23 、下段左：No.24、右：No.25 ）
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ンオオカミ研究史を紐解く上で貴重な資料群である。今後整理作業を進め、広く活用できるようにして

いきたい。

　近世中頃以降、関東山地周辺に広まった「お犬様信仰」やオオカミの遺骸に霊力を認める文化は山

梨へも確実に波及していた（９）。しかし、栗嶋氏のコレクションのような豊かな資料は残念ながら少ない。

遺骸や絵画、御札など、かつての人とオオカミの関係を物語る資料が人知れず消え去る前に収集を進

める必要性を痛感する。

註

（１）杉山博久　2004　「直良信夫とオオカミ研究」『狼―伝承と科学―』NPO法人野外調査研究所・杉山博久（幾一）　pp.60-

69

（２）千鹿野茂『日本家紋総監』（1993　角川書店）に以下の記述がある。「宇都宮は左巴なり、行方岡部も是れを打つ」〔羽継

原合戦記〕（p.4）、戦国時代「関東幕注文」上野国における巴紋使用家で沼田衆は三頭左巴」（p.7）、巴紋が多い地方・・・

栃木県、茨城県（p.31）、「巴紋が最も広く分布したのは、下野、上野、武蔵、常陸の諸国で、特に宇都宮、小山、結城、

佐野氏などの名族が割拠した下総を中心とした地方は大いに広まった」（p.705）

（３）西原悦男1985「秩父のオオカミ考」『月間歴史手帖』137号　pp.48-55

（４）直良信夫の著作については表２にまとめた。

（５）直良は11月3日と記しているが、内容はほぼ一致する。

（６）戸口美明　1971　「奥武蔵の狼様−飯森峠の狼−」『埼玉民俗』創刊号　埼玉民俗の会　pp.85-95

（７）松場正敏　2012　『お犬様の御札～狼・神狗・御眷属～』松勇堂

（８）栗嶋公喜　2004　「丹沢周辺の思い出―ニホンオオカミ頭骨見聞記―」『狼―伝承と科学―』NPO法人野外調査研究所・

杉山博久（幾一）　pp.70-74

（９）植月　学　2008　「甲州周辺における狼信仰―笛吹市御坂町に伝わるニホンオオカミ頭骨をめぐって―」『山梨県立博物

館研究紀要』2　山梨県立博物館　pp.11-26、植月　学　2009　「王勢籠権現の狼信仰」『山梨県立博物館研究紀要』3　

山梨県立博物館　pp.�95-100
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てくださり、同氏を紹介いただいた杉山博久氏と吉川國男氏にも心より感謝申し上げたい。
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（
16
）
山
梨
日
日
新
聞　

明
治
四
五
年
四
月
一
日
号

（
17
）
前
掲
、『
皇
太
子
殿
下
行
啓
紀
念
帖
』

（
18
）
前
掲
、『
皇
太
子
殿
下
行
啓
紀
念
帖
』

（
1（
）
前
掲
、『
皇
太
子
殿
下
行
啓
紀
念
帖
』

（
（0
）
前
掲
「
東
宮
職　

行
啓
録　

六　

山
梨
県
ノ
部
」

（
（1
）
前
掲
、
甲
府
商
業
会
議
所
『
東
宮
殿
下
行
啓
紀
念
写
真
帖
』
に
も
同
様
リ
ス
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）
前
掲
、
甲
府
商
業
会
議
所
『
東
宮
殿
下
行
啓
紀
念
写
真
帖
』
に
件
数
の
み
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）
前
掲
、
甲
府
商
業
会
議
所
『
東
宮
殿
下
行
啓
紀
念
写
真
帖
』
に
生
年
月
日
以
外
は
掲
載
さ
れ
、
一
部
は
顔

写
真
も
掲
載
し
て
い
る
。。

（
（（
）
公
有
財
産
と
な
っ
て
い
た
山
梨
県
内
の
山
林
一
六
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
（
台
帳
面
積
二
九
万
町
歩
、
山
梨
県
土

の
約
三
分
の
一
に
相
当
）
を
、
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
三
月
一
一
日
に
、
明
治
天
皇
か
ら
山
梨
県
へ

下
賜
さ
れ
た
。
翌
年
、
山
梨
県
で
は
三
月
一
一
日
を
「
恩
賜
林
記
念
日
」
と
し
、
大
正
時
代
に
旧
甲
府
城

内
に
謝
恩
碑
を
建
設
。
平
成
二
三
年
（
二
〇
一
一
）
に
百
周
年
記
念
式
典
を
開
催
す
る
な
ど
、「
恩
賜
林
」

は
現
在
で
も
山
梨
県
と
明
治
天
皇
の
縁
を
示
す
象
徴
的
存
在
で
あ
り
続
け
て
い
る
。（

山
梨
県
立
博
物
館
）
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例
な
ど
は
、今
後
の
調
査
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、国
是
で
あ
る
「
富
国
強
兵
」
の
「
富
国
」

の
た
め
に
資
す
る
地
方
産
業
の
実
情
の
視
察
と
、「
強
兵
」
の
た
め
の
軍
事
演
習
視
察
の
た

め
に
訪
れ
た
皇
太
子
の
地
方
行
啓
に
お
い
て
、
現
在
の
皇
室
や
日
本
赤
十
字
社
総
裁
を
務
め

る
皇
后
に
近
い
役
割
を
、
次
期
大
元
帥
で
あ
る
皇
太
子
が
担
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
大

正
天
皇
個
人
に
つ
い
て
考
え
る
点
で
も
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
天
皇
の
国
民
の
な
か
で
の

あ
り
方
を
考
え
る
う
え
で
、
興
味
深
い
命
題
と
も
考
え
ら
れ
る
。

四　

本
稿
に
お
け
る
総
括

　

こ
こ
ま
で
、
皇
太
子
の
山
梨
県
行
啓
に
対
す
る
奉
迎
の
様
子
を
明
ら
か
に
し
た
。
精
細

な
「
行
啓
写
真
」
の
画
像
情
報
と
、「
東
宮
職　

行
啓
録
」
を
は
じ
め
と
し
た
文
献
に
よ
っ

て
、
公
刊
さ
れ
て
い
る
記
念
写
真
集
や
山
梨
県
側
の
記
録
資
料
よ
り
も
、
行
啓
の
様
子
や
皇

太
子
の
山
梨
県
で
示
し
た
性
向
や
振
る
舞
い
が
、
よ
り
詳
細
な
理
解
が
可
能
に
な
っ
た
。
一

方
、
山
梨
県
に
お
け
る
県
民
の
天
皇
へ
の
視
線
や
意
識
が
、
皇
太
子
行
啓
の
前
年
に
あ
っ
た

「
恩
賜
林
御
下
賜

（
11
（

」
に
象
徴
さ
れ
る
明
治
天
皇
に
向
け
ら
れ
た
特
別
な
も
の
に
対
し
、「
聖
恩
」

と
し
て
長
く
山
梨
県
民
の
天
皇
観
を
規
定
し
て
い
る
そ
れ
と
比
べ
て
、
皇
太
子
に
向
け
て
は

こ
の
行
啓
の
時
点
で
は
特
別
な
も
の
を
指
摘
し
得
な
い
。
恩
賜
林
御
下
賜
と
い
う
山
梨
県
と

皇
室
を
め
ぐ
る
ビ
ッ
ク
イ
ベ
ン
ト
が
あ
っ
た
翌
年
に
も
関
わ
ら
ず
、
皇
太
子
行
啓
に
は
そ
う

し
た
文
脈
が
管
見
の
限
り
現
れ
ず
、
御
下
賜
は
明
治
天
皇
の
「
聖
恩
」
で
あ
り
、
皇
太
子
ひ

い
て
は
皇
室
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
今
後
の

課
題
と
し
て
、
明
治
天
皇
の
山
梨
行
幸
や
大
正
天
皇
即
位
後
の
摂
政
宮
（
昭
和
天
皇
）
行
啓

な
ど
の
際
の
県
民
の
対
応
と
の
比
較
な
ど
も
視
野
に
入
れ
、
こ
の
皇
太
子
山
梨
行
啓
が
山
梨

県
に
も
た
ら
し
た
影
響
を
稿
を
改
め
て
評
価
し
て
い
き
た
い
。

註（
１
）
小
畑
茂
雄
「
明
治
（5
年
３
～
４
月
皇
太
子
（
大
正
天
皇
）
山
梨
行
啓
に
つ
い
て
（
一
）」（『
山
梨
県
立
博
物

館
研
究
紀
要
』
第
八
集　

二
〇
一
四
）

（
２
）
註
１　

二
五
頁

（
３
）
近
年
の
大
正
天
皇
研
究
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
原
武
史
『
大
正
天
皇
』（
朝
日
新
聞
出
版　

二
〇
〇
〇
）、

同『
可
視
化
さ
れ
た
帝
国
―
近
代
日
本
の
行
幸
啓
―
』（
み
す
ず
書
房　

二
〇
〇
一
）、古
川
隆
久『
大
正
天
皇
』

（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
七
）、フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
ッ
キ
ン
ソ
ン
『
大
正
天
皇　

一
躍
五
大
洲
を
雄
飛
す
』

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

二
〇
〇
九
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
４
）
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
蔵
「
東
宮
職　

行
啓
録　

明
治
四
十
五
年
・
大
正
元
年　

一
」（
識
別
番
号
：

三
〇
四
三
九
）、「
同　

五　

山
梨
県
ノ
部
」（
識
別
番
号
：
三
〇
四
四
三
）、「
同　

六　

山
梨
県
ノ
部
」（
識

別
番
号
：
三
〇
四
四
四
）、「
同　

七　

山
梨
県
ノ
部
」（
識
別
番
号
：
三
〇
四
四
五
）

（
５
）
公
刊
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
甲
府
商
業
会
議
所
『
東
宮
殿
下
行
啓
紀
念
写
真
帖
』
明
治
四
五
年　

山

梨
県
立
博
物
館
蔵
（
頼
生
文
庫
）、『
皇
太
子
殿
下
行
啓
紀
念
帖
』
大
正
二
年　

山
梨
県
立
博
物
館
蔵
（
甲

州
文
庫
）。
山
梨
県
側
に
残
る
記
録
資
料
と
し
て
、「
東
宮
殿
下
奉
迎
送
に
関
す
る
書
類
」
山
梨
県
立
博

物
館
蔵
（
若
尾
資
料
）、「
奉
迎
送
ニ
関
ス
ル
書
類　

一
」（
山
梨
県
立
図
書
館
蔵
「
山
梨
県
行
政
文
書
」

（-1M
（5-1(1)

）
が
あ
る
。

（
６
）
前
掲
「
東
宮
職　

行
啓
録　

六　

山
梨
県
ノ
部
」

（
７
）
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
開
催
の
一
府
九
県
連
合
共
進
会
に
あ
わ
せ
て
旧
甲
府
（
舞
鶴
）
城
稲
荷
曲
輪

に
建
設
さ
れ
た
県
公
会
堂
施
設
。
築
六
年
足
ら
ず
の
比
較
的
新
し
い
二
階
建
ル
ネ
サ
ン
ス
風
の
壮
麗
な
建

築
で
あ
っ
た
が
、
行
啓
に
備
え
て
改
修
が
行
わ
れ
た
。

（
８
）
山
梨
日
日
新
聞　

明
治
四
五
年
三
月
三
〇
日
号

（
９
）
山
梨
日
日
新
聞　

明
治
四
五
年
四
月
五
日
号

（
10
）
山
梨
日
日
新
聞　

明
治
四
五
年
三
月
二
八
日
号

（
11
）
山
梨
日
日
新
聞　

明
治
四
五
年
三
月
三
一
日
号

（
1（
）
前
掲
、
甲
府
商
業
会
議
所
『
東
宮
殿
下
行
啓
紀
念
写
真
帖
』

（
1（
）
三
月
二
七
日
は
番
組
一
か
ら
一
〇
を
清
水
次
三
郎
、
一
一
か
ら
五
〇
を
網
野
豊
二
郎
。
三
月
三
〇
日
は
一

か
ら
五
〇
す
べ
て
村
松
隣
。
四
月
三
日
は
一
か
ら
三
〇
は
清
水
次
三
郎
、
三
一
か
ら
五
〇
を
町
田
弁
作
が

製
造
し
た
。

（
1（
）
前
掲
、『
皇
太
子
殿
下
行
啓
紀
念
帖
』

（
15
）
山
梨
日
日
新
聞　

明
治
四
五
年
四
月
一
日
号
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種
団
体
か
ら
の
献
納
品
も
数
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
物
産
展
示
を
写
し
た
「
行
啓
写
真
」
は
、そ
の
高
精
細
か
ら
製
品
の
ラ
ベ
ル
や
キ
ャ

プ
シ
ョ
ン
上
の
品
目
や
製
造
人
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
図
11　

（5 

台
覧
に
向
け
山

梨
県
庁
内
に
陳
列
の
国
産
品 

そ
の
一
」
を
見
る
と
、
画
面
右
端
の
展
示
ケ
ー
ス
に
は
「
甲

斐
奉
書
紙
」、「
改
良
紙
」、「
山
梨
書
院
紙
」
と
い
っ
た
紙
製
品
が
、
隣
に
は
「
マ
ル
キ
ワ
イ

ン
」、「
大
黒
天
印
甲
斐
産
葡
萄
酒
」
の
ワ
イ
ン
が
展
示
さ
れ
て
お
り
、
続
け
て
枯こ

露ろ

柿が
き

ら
し

き
製
品
の
ケ
ー
ス
、
生
糸
や
繭
の
展
示
ケ
ー
ス
と
続
く
様
が
見
て
と
れ
る
。「
図
1（　

（6 

台

覧
に
向
け
山
梨
県
庁
内
に
陳
列
の
国
産
品 

そ
の
二
」
に
は
、
甲
斐
絹
、
水
晶
細
工
、
印
伝
、

硯す
ず
りな

ど
が
写
っ
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
山
梨
県
の
有
力
な
物
産
と
そ
の
生
産
者
を
う
か
が
い

知
る
こ
と
が
で
き
る
。「
図
1（　

（7 

山
梨
県
庁
内
に
陳
列
の
東
宮
（
大
正
天
皇
）
御
買
上
品
」

に
は
、
皇
太
子
が
買
い
上
げ
た
品
々
が
写
さ
れ
て
お
り
、
織
物
、
千
代
田
袋
、
雨
畑
硯
、
葡

萄
酒
、
枯
露
柿
、
搗
栗
、
奉
書
紙
、
器
械
生
糸
、
水
晶
細
工
、
甲
斐
絹
と
い
っ
た
品
々
と
、「
宮

崎
光
太
郎
」、「
甲
府
市
八
日
町　

上
原
勇
七
」
や
「
甲
府
市
横
近
習
町　

大
木
喬
策
」
と
い
っ

た
製
造
者
（
販
売
者
）
の
名
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
高
齢
者
の
献
上
品

　

こ
う
し
た
山
梨
県
の
名
産
と
も
言
え
る
品
々
の
ほ
か
、
数
多
く
献
上
さ
れ
て
い
る
の
が
、

「
高
齢
者
製
作
品
」
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
さ
れ
る
も
の
で
、
山
梨
県
内
各
地
の
高
齢
者
二
一
八
件

二
一
九
名
か
ら
の
出
品
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。「
東
宮
職　

行
啓
録　

五
」
の
「
贈
進
之
部
」

に
あ
る
「
献
上
品
目
録　

抄
録　

高
齢
者
ノ
分
」
に
は
、
献
上
品
の
品
目
・
数
量
と
と
も
に

献
上
し
た
高
齢
者
の
住
所
・
名
前
・
生
年
月
日
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
数
え
年
齢
で
最
高
齢

一
〇
二
歳
か
ら
最
年
少
八
一
歳
ま
で
の
平
均
年
齢
八
六
・
四
歳
の
高
齢
者
か
ら
献
上
を
受
け

て
い
る
こ
と
が
分
か
る

（
11
（

。「
行
啓
写
真
」
の
「
図
1（　

（（ 

台
覧
に
向
け
山
梨
県
庁
内
に
陳
列

の
献
納
品　

そ
の
一
」
と
「
図
15　

（（　

同　

そ
の
二
」
を
見
る
と
、
壁
際
に
積
ま
れ
て
い

る
品
々
は
み
な
高
齢
者
か
ら
の
献
上
品
の
数
々
で
あ
り
、
品
名
と
住
所
、
氏
名
を
記
し
た
短

冊
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
鮮
明
に
見
て
取
れ
る
。

　

こ
う
し
た
高
齢
者
愛
護
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
施
策
を
、
他
県
で
の
行
啓
に
お
け
る
実

図10　21 台覧に向け山梨県庁内に陳列の古器物古書（右上）
図11　25 台覧に向け山梨県庁内に陳列の国産品 その一（右中）
図12　26 台覧に向け山梨県庁内に陳列の国産品 その二（右下）
図13　27 山梨県庁内に陳列の東宮（大正天皇）御買上品（左上）
図14　23 台覧に向け山梨県庁内に陳列の献納品 その一（左中）
図15　24 台覧に向け山梨県庁内に陳列の献納品 その二（左下）

図16 ～ 18　図13に見える
お買い上げ品の製造者の名
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て
い
る
歴
史
教
材
の
大
要
と
節せ

っ
ぷ婦

の
碑
全
文
（
の
翻
刻
）
を
「
差
出
せ
」
と
下
命
す
る

（
（1
（

な
ど
、

教
材
の
内
容
に
つ
い
て
深
い
関
心
を
示
し
て
い
る
。

　

四
月
二
日
の
師
範
学
校
で
は
、
体
操
の
授
業
を
台
覧
し
て
「
生
徒
ノ
健
康
状
態
ハ
如
何
」、

「
彼
ノ
白
キ
シ
ヤ
ツ
ヲ
着
タ
ル
ハ
何
カ
」、「
本
科
ノ
女
生
徒
モ
居
ル
カ
」、「
彼
ノ
児
童
中
ニ

昨
日
ノ
運
動
会
ヘ
出
席
セ
ル
モ
ノ
ア
リ
ヤ
」、「
其
人
員
幾
人
ナ
リ
シ
カ
」、「
彼
ノ
生
徒
及
児

童
全
体
ニ
テ
幾
人
ア
ル
カ
」、「
体
操
教
師
ハ
何
処
ノ
出
身
ナ
ル
カ
」
と
問
い
、
そ
の
ほ
か
授

業
で
も
「
教
師
ハ
何
処
ノ
出
身
ナ
ル
カ
」、「
教
科
書
ハ
文
部
省
ノ
検
定
済
ナ
ル
カ
」
と
質
問

し
た
。
ま
た
、「
今
日
教
授
セ
ル
事
項
ノ
教
案
ヲ
差
出
ス
ベ
シ
」
と
の
下
命
が
あ
っ
た
の
で
、

教
授
略
案
は
既
に
御
手
許
に
奉
呈
し
た
と
伝
え
る
と
「
更
ニ
細
密
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
調
製
シ
テ
今

晩
カ
明
朝
マ
デ
ニ
差
出
ス
ベ
シ
」
と
下
命
し
た
。
音
楽
の
授
業
で
は
「
女
生
徒
ハ
唱
歌
ニ
巧

ナ
リ
」、
最
後
に
「
成
績
品
ヨ
リ
種
々
取
揃
へ
数
十
点
御
旅
館
マ
デ
差
出
ス
ベ
シ
」
と
下
命

し
た

（
（1
（

。
四
月
三
日
の
農
林
学
校
で
は
、
馬
屋
に
て
『
コ
レ
ハ
イ
ヅ
コ
ノ
馬
ナ
ル
カ
』
と
の
下

問
を
発
し
、
同
校
の
兒
嶋
教
諭
は
軍
馬
の
払
下
げ
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
と
、
皇
太
子
は
深

く
頷
い
た
と
の
こ
と
で
、
馬
に
も
強
い
関
心
を
示
し
て
い
る

（
（1
（

。

　
「
東
宮
職　

行
啓
録　

六
」
の
「
各
所
台
覧
科
目

（
11
（

」
に
は
、
各
学
校
か
ら
事
前
に
提
出
さ

れ
た
活
字
印
刷
の
教
案
（
授
業
プ
ラ
ン
）
や
生
徒
成
績
品
目
録
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。「
行

啓
写
真
」
に
は
、
皇
太
子
が
「
彼
ノ
白
キ
シ
ヤ
ツ
ヲ
着
タ
ル
ハ
何
カ
」
と
関
心
を
示
し
た
身

体
が
大
き
く
白
い
シ
ャ
ツ
を
着
用
し
た
師
範
学
校
生
徒
と
、
身
体
が
小
さ
く
袴
姿
の
師
範
学

校
附
属
小
学
校
の
児
童
が
一
緒
に
体
操
を
し
て
い
る
風
景
「
図
８　

67 

御
台
覧
の
師
範
学

校
生
徒
に
よ
る
運
動
」
や
、
提
出
を
求
め
た
成
績
品
の
展
示
状
況
を
写
し
た
「
図
９　

66 

山
梨
県
師
範
学
校
生
徒
製
作
品
」
が
あ
り
、
皇
太
子
の
学
校
教
育
へ
の
関
心
の
高
さ
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

 　
　

 

三　

台
覧
・
献
上
の
山
梨
県
の
物
産
、
高
齢
者
の
献
上
品

（
１
）
台
覧
・
献
上
の
山
梨
県
の
文
化
財
・
物
産

　
「
各
所
台
覧
科
目
」
の
「
古
文
書
古
器
物
古
書
画
目
録
」
に
は
、三
月
三
十
日
に
県
庁
（
旧

庁
舎
）
で
皇
太
子
が
観
覧
し
た
山
梨
県
の
文
化
財
が
列
挙
さ
れ
て
い
る

（
1（
（

。
古
文
書
二
八
件
、

古
器
物
一
二
件
、
古
書
画
二
三
件
の
合
計
六
三
件
で
あ
る
。「
行
啓
写
真
」
の
「
図
10　

（1 

台
覧
に
向
け
山
梨
県
庁
内
に
陳
列
の
古
器
物
古
書
」
に
は
、
菅
田
天
神
社
（
甲
州
市
）
所
蔵

の
楯た

て

無な
し
の
よ
ろ
い

鎧
（
国
宝
）
や
雲
峰
寺
（
同
）
所
蔵
の
日
の
丸
や
孫
子
の
旗
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

県
庁
に
お
い
て
は
、
山
梨
県
の
物
産
の
展
示
も
行
わ
れ
、「
特
産
物
陳
列
目
録
」
に
は

絹
織
物
六
二
件
、
水
晶
加
工
品
八
二
件
、
印
伝
細
工
品
三
〇
件
、
雨

 
あ
ま
は
た畑

硯す
ず
り

二
〇
件
、
生
糸

一
二
件
、
乾
柿
一
三
件
、
搗つ

き
ぐ
り栗

七
件
、
葡
萄
酒
四
件
、
紙
一
四
件
、
蚕

 
さ
ん
し
ゅ種

二
件
、
繭ま

ゆ

四
件
の

合
計
二
五
〇
件
が
製
造
者
の
住
所
・
名
前
と
と
も
に
列
挙
さ
れ
て
い
る

（
11
（

。
ま
た
こ
の
ほ
か
各

図9　66 山梨県師範学校生徒製作品

図8　67 御台覧の師範学校生徒による運動
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動
会
次
第
書
」
の
内
容
を
カ
ッ
コ
書
き
で
補
足
し
た
。

　

な
お
、
運
動
会
の
終
了
に
つ
い
て
は
、
万
歳
三
唱
に
て
終
わ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
、

皇
太
子
が
最
後
ま
で
観
覧
し
た
場
合
と
、
中
途
で
機
山
館
に
退
出
し
た
場
合
の
対
応
と
が
別

に
用
意
さ
れ
て
い
た
。
翌
日
の
山
梨
日
日
新
聞
が
欠
号
で
あ
る
た
め
、
運
動
会
に
つ
い
て
の

状
況
は
不
詳
で
あ
る
が
、拙
稿
に
掲
載
し
た
と
お
り
、『
東
宮
殿
下
行
啓
記
念
写
真
帖

（
（1
（

』
に
は
、

「「
殿
下
御
一
言
に
『
ウ
マ
シ
』
と
の
御ご

諚じ
ょ
うあ

り
た
る
や
に
拝
承
せ
り
」
と
さ
れ
、
生
徒
た
ち

が
手
に
す
る
旗
の
う
ち
、
甲
府
市
旗
に
つ
い
て
「
児
童
が
携た

ず
さ

ふ
る
国
旗
の
他
の
旗
は
何
旗
な

り
や
」
と
の
質
問
を
発
し
た
。」
と
の
皇
太
子
の
運
動
会
へ
関
心
の
高
さ
を
示
す
様
子
を
収

録
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
記
載
内
容
と
「
行
啓
写
真
」
と
を
合
わ
せ
て
み
る
と
、
①
「
桃
太

郎
」（
春
日
尋
常
小
学
校
）
は
、「
六
段
ノ
円
陣
ヲ
作
リ
内
方
ニ
向
ヒ
」
と
い
う
内
容
と
、「
図

６　

（5 

御
台
覧
の
機
山
館
前
に
て
の
小
学
校
生
徒
の
運
動 

そ
の
一
」
の
写
真
を
精
査
す
る

と
髪
型
か
ら
は
女
児
の
み
の
出
演
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
写
真
と
演
目
が
一
致
す
る
。
⑥

「
綱
曳
」
に
つ
い
て
も
、
四
方
向
の
綱
引
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
該
当
す
る
写
真
と
し
て
「
図

７　

51 

御
台
覧
の
機
山
館
前
に
て
の
小
学
校
生
徒
の
運
動 

そ
の
十
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
写
真
は
い
ず
れ
も
皇
太
子
が
台
覧
す
る
機
山
館
（
城
郭
）
側
か
ら
撮
影
さ
れ
て
お
り
、

皇
太
子
も
写
真
と
同
じ
よ
う
な
ア
ン
グ
ル
で
、
甲
府
の
子
ど
も
た
ち
の
演
じ
る
様
を
見
て
い

た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

 　
　

 

（
５
）
花
火
大
会

　

花
火
大
会
は
、
皇
太
子
が
甲
府
に
到
着
し
た
三
月
二
十
七
日
の
ほ
か
、
中
日
と
な
る
三
十

日
、
帰
る
前
夜
の
四
月
三
日
の
三
度
に
わ
た
り
開
催
さ
れ
、「
奉
迎
表
之
部
」
に
は
、
活
字

で
印
刷
さ
れ
た
「
甲
府
市
打
揚　

煙
火
番
組
」
が
収
録
さ
れ
、
三
日
間
各
五
〇
発
の
花
火
の

演
目
が
、
製
造
人
の
名
前
と
と
も
に
記
載
さ
れ
て
い
る

（
（1
（

。「
行
啓
写
真
」
に
は
花
火
関
連
の

記
録
は
無
い
が
、
カ
ン
テ
ラ
行
列
の
際
の
新
聞
記
事
に
「
花
火
は
殊
の
外
御
気
に
召
し
た
る

や
に
承
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
皇
太
子
も
楽
し
く
花
火
を
観
覧
し
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

（
６
）
学
校
で
の
奉
迎

　

各
学
校
で
の
奉
迎
も
、
体
操
や
授
業
、
展
示
な
ど
様
々
な
方
法
で
行
わ
れ
た
。
皇
太
子
は

各
学
校
で
さ
ま
ざ
ま
な
関
心
を
示
し
て
い
る
。
三
月
三
十
日
に
訪
れ
た
商
業
学
校
で
は
、
生

徒
成
績
品
の
優
秀
な
も
の
に
つ
い
て
「
差
出
す
べ
し
」
と
言
い

（
（1
（

、
ま
た
「
生
徒
は
何
人
あ
る

か
」
と
問
う
て
い
る

（
（1
（

。
同
日
の
県
立
高
等
女
学
校
で
は
、
付
添
の
熊
谷
喜
一
郎
知
事
に
「
教

科
書
は
文
部
省
の
検
定
済
で
あ
る
か
」
と
問
い

（
（1
（

、
四
月
二
日
の
日
川
中
学
校
で
は
、
使
用
し

図7　51 御台覧の機山館前にての小学校生徒の運動 その十

図6　45 御台覧の機山館前にての小学校生徒の運動 その一
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・
学
年　

尋
一
、二
、三　

女
生
徒　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

・
員
数　

一
五
〇
九
人

　
　
　
　
　
　
　
　

・
桃
太
郎
ナ
ル
歌
詞
ヲ
歌
ヒ
ツ
ヽ
動
作
ヲ
ナ
ス
（
表
情
遊
戯
）

 （
四
列
縦
隊
六
段
ノ
円
陣
ヲ
作
リ
内
方
ニ
向
ヒ
「
桃
太
郎
」
ナ
ル
歌

詞
ヲ
歌
ヒ
ツ
ヽ
動
作
ヲ
ナ
ス
）

　

②
信
号
体
操　
　

・
主
任
学
校　

新
紺
屋
尋
常
小
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　

・
学
年　

尋
五
、六
、
高
一
、二　

男
女
生
徒

　
　
　
　
　
　
　
　

・
員
数　

男
一
二
一
九
人
、
女
八
五
六
人

　
　
　
　
　
　
　
　

・
赤
白
ノ
旗
ヲ
持
チ
「
奉
迎
萬
歳
」
ヲ
信
号
ニ
テ
表
ハ
ス

　

③
近
衛
の
兵
士　

・
主
任
学
校　

穴
切
尋
常
小
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　

・
学
年　

尋
一
、二
、三　

男
生
徒　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

・
員
数　

男
一
六
一
九
人

　
　
　
　
　
　
　
　

・ （
四
列
縦
隊
ニ
整
列
）「
近
衛
の
兵
士
」
ナ
ル
歌
詞
ヲ
歌
ヒ
ツ
ヽ
動
作

ヲ
ナ
ス
（
表
情
遊
戯
）

　

④
行
進　
　
　
　

・
主
任
学
校　

湯
田
尋
常
小
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　

・
学
年　

尋
四
、五
、六
、
高
一
、二　

男
生
徒

　
　
　
　
　
　
　
　

・
員
数　

男
一
七
一
八
人

　
　
　
　
　
　
　
　

・
奉
迎
の
歌
ヲ
歌
ヒ
ツ
ヽ
四
列
ニ
テ
行
進
、
場
ヲ
二
廻
シ
テ
退
場

（
四
列
縦
隊
二
段
ニ
テ「
奉
迎
の
歌
」を
歌
ヒ
ツ
ヽ
方
形
行
進
ヲ
ナ
ス
）

　

⑤
赤
十
字　
　
　

・
主
任
学
校　

相
生
尋
常
小
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　

・
学
年　

尋
四
、五
、六
、
高
一
、二
、
補　

女
生
徒

　
　
　
　
　
　
　
　

・
員
数　

一
三
二
九
人

　
　
　
　
　
　
　
　

・ 

各
生
赤
十
字
小
旗
ヲ
携
帯
シ
赤
十
字
ナ
ル
歌
詞
ヲ
歌
ヒ
ツ
ヽ
動
作
ヲ

ナ
ス
（
表
情
遊
戯
）

（
各
生
赤
十
字
小
旗
ヲ
携
帯
シ
二
列
縦
隊
五
段
ノ
円
陣
ヲ
作
リ
内
方
ニ

向
ヒ
単
列
ト
ナ
リ「
婦
人
従
軍
」ナ
ル
歌
詞
ヲ
歌
ヒ
ツ
ヽ
動
作
ヲ
ナ
ス
）

　

⑥
綱つ

な
ひ
き曳　

　
　
　

・
主
任
学
校　

富
士
川
尋
常
高
等
小
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　

・
学
年　

高
一
、二　

男
生
徒

　
　
　
　
　
　
　
　

・
員
数　

三
六
四
人

　
　
　
　
　
　
　
　

・
綱
四
筋
ヲ
以
テ
競
争
ヲ
ナ
ス

（
二
本
ノ
綱
ヲ
中
央
ニ
テ
結
合
シ
東
西
各
二
線
ニ
テ
競
争
ヲ
ナ
ス（
前

後
二
回
））

　

⑦
磯
の
波　
　
　

・
主
任
学
校　

琢
美
尋
常
高
等
小
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　

・
学
年　

高
一
、二
、
補　

女
生
徒

　
　
　
　
　
　
　
　

・
員
数　

三
八
二
人

　
　
　
　
　
　
　
　

・
八
列
縦
隊
ニ
テ
磯
の
波
ナ
ル
歌
詞
ノ
下
ニ
動
作
ヲ
ナ
ス
（
表
情
遊
戯
）

（
二
列
縦
隊
ニ
テ
整
列
「
磯
の
波
」
ナ
ル
歌
曲
ニ
連
レ
テ
動
作
）

　

⑧
徒
手
体
操　
　

・
主
任
学
校　

附
属
小
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　

・
学
年　

尋　

高　

全
生
徒

　
　
　
　
　
　
　
　

・
員
数　

男
三
三
三
七
人
、
女
二
八
三
八
人　

計
六
一
七
五
人

　
　
　
　
　
　
　
　

・
第
一
、二
、三
節　

二
回
繰
返
ス

（（
１
）、
直
立
姿
勢
ニ
テ
臂ひ

前ぜ
ん

上
挙
ノ
運
動
、
二
挙
動　
（
２
）、
下

翼
直
立
姿
勢
ニ
テ
状
態
左
右
屈
ノ
運
動　

四
挙
動　
（
３
）
直
立
姿

勢
ニ
テ
臂
側
上
挙
ノ
運
動　

四
挙
動
（
二
回
繰
返
ス
））　　
　
　

　

○
各
運
動
時
間
ハ
出
入
行
進
ト
モ
ニ
平
均
約
十
三
分
間
ト
ス

　

※
運
動
の
内
容
説
明
が
、「
運
動
次
第
」
と
「
運
動
会
次
第
書
」
と
で
異
な
る
場
合
は
、「
運
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分
乱
雑
だ
つ
た
僕
等
の
提
灯
行
列
の
方
が
余
程
上
手
だ
つ
た
よ
（
一
小
学
生
）」
と
い
う
小

学
生
か
ら
の
投
稿
も
あ
っ
た

（
（（
（

。

　

催
し
ご
と
の
内
容
と
し
て
は
、
時
期
的
に
も
時
間
的
に
も
現
在
行
わ
れ
て
い
る
「
信
玄
公

ま
つ
り
」
に
近
い
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
の
奉
迎
イ
ベ
ン
ト
に
対
し
て
、
大
正
天
皇
は
「
御

廊
下
に
御
椅
子
を
進
め
さ
ら
れ
侍
従
を
侍
ら
し
て
終
始
御
機
嫌
麗
は
し
く
御
覧
あ
り
か
ら
く

り
花
火
は
殊
の
外
御
気
に
召
し
た
る
や
に
承
る
」と
さ
れ
、（
１
）の
提
灯
行
列
に
対
し
て「
提

灯
行
列
は
未
だ
か
？
」
と
期
待
を
露
わ
に
し
た
の
と
同
様
に
、
こ
の
歓
待
を
楽
し
く
受
け
止

め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
３
）
武
術
試
合

　

三
月
三
十
日
の
午
後
に
は
、
甲
府
城
二
の
丸
に
て
剣
術
・
柔
術
・
歩
兵
第
四
十
九
連
隊
に

よ
る
銃
剣
術
の
武
術
試
合
が
行
わ
れ
た
。「
奉
迎
表
之
部
」
に
は
活
字
で
印
刷
さ
れ
た
「
武

術
試
合
番
組
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
「
武
術
試
合
番
組
」
に
よ
れ
ば
、皇
太
子
は
剣
術
・
柔
術
各
一
五
試
合
、銃
剣
術
三
六
試
合
、

計
五
一
試
合
を
見
た
こ
と
に
な
る
が
、
皇
太
子
の
疲
れ
を
慮
っ
て
急
い
で
競
技
を
進
め
よ
う

と
す
る
係
り
の
姿
を
見
て
、
皇
太
子
は
侍
従
に
「
非
常
に
面
白
い
か
ら
緩ゆ

っ
く
り
や
つ
て
見
せ

よ
」
と
伝
え
熱
心
に
観
戦
し
た
こ
と
は
拙
稿
に
て
触
れ
た
。
な
お
、
柔
術
の
審
判
は
、
山
梨

県
の
柔
道
振
興
に
尽
力
し
た
金
邊
八
三
郎
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
「
武
術
試
合
番
組
」
に
記

さ
れ
て
い
る
。

 　
　

 

（
４
）
運
動
会

　

四
月
一
日
に
は
、
舞
鶴
公
園
に
お
い
て
甲
府
市
内
各
学
校
の
生
徒
参
加
に
よ
る
運
動
会
が

台
覧
に
供
さ
れ
て
い
る
。「
奉
迎
表
之
部
」
に
は
、「
運
動
会
ニ
関
ス
ル
事
項
」、「
運
動
次
第
」、

「
運
動
会
次
第
書
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
「
運
動
会
ニ
関
ス
ル
事
項
」
に
よ
れ
ば
、
甲
府
市
内
の
富
士
川
・
琢た

く

美み

・
相
生
・
新
紺
屋
・

穴
切
・
湯
田
・
春
日
・
師
範
学
校
附
属
の
八
校
の
尋
常
（
高
等
）
小
学
校
の
児
童
が
参
加
し

て
い
る
。
児
童
ら
は
、
皇
太
子
の
行
啓
先
か
ら
の
還
御
を
迎
え
、
皇
太
子
が
宿
舎
の
機
山
館

に
入
り
、
運
動
台
覧
所
に
出し

ゅ
つ
ぎ
ょ御

し
た
と
こ
ろ
で
、
運
動
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
始
ま
る
こ
と
と

な
っ
て
い
た
。「
運
動
次
第
」
に
は
、
各
学
校
の
整
列
の
仕
方
や
、
各
演
目
の
人
数
や
注
意

事
項
が
記
さ
れ
て
お
り
、「
運
動
会
次
第
書
」は
印
刷
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
と
と
も
に
、

演
目
に
関
わ
る
歌
の
歌
詞
が
記
さ
れ
て
い
た
。「
運
動
次
第
」と「
運
動
会
次
第
書
」に
よ
れ
ば
、

ま
ず
児
童
た
ち
が
、「
君
が
代
」
を
二
回
合
唱
し
、
左
の
次
第
で
運
動
が
行
わ
れ
た
。

　

①
桃
太
郎　
　
　

・
主
任
学
校　

春
日
尋
常
小
学
校

図5　49 御台覧の機山館前にての小学校生徒の運動 その八

図4　35 御台覧の舞鶴城二の丸における学生武術仕合
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（
２
）
炬
火
（
カ
ン
テ
ラ
）
行
列

　

夜
の
甲
府
の
街
を
、炬き

ょ

火か

（
カ
ン
テ
ラ
）
を
灯
し
た
行
列
が
練
り
歩
く
カ
ン
テ
ラ
行
列
は
、

甲
府
商
業
会
議
所
の
主
催
で
、
皇
太
子
山
梨
行
啓
第
三
日
目
の
三
月
二
十
九
日
と
、
第
七
日

の
四
月
二
日
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。「
奉
迎
表
之
部
」
に
は
、「
カ
ン
テ
ラ
行
列
順
序
」
と
「
第

二
回
カ
ン
テ
ラ
行
列
順
序
」
が
収
録
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
開
催
要
項
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
カ
ン
テ
ラ
行
列
順
序
」
に
よ
れ
ば
、
三
月
二
十
九
日
の
カ
ン
テ
ラ
行
列
に
は
参
加
者
二

七
一
七
人
が
動
員
さ
れ
、
午
後
六
時
三
〇
分
か
ら
甲
府
駅
を
東
西
南
北
の
四
軍
が
出
発
し
、

八
時
三
〇
分
に
皇
太
子
の
宿
舎
機
山
館

（
7
（

の
直
下
の
舞
鶴
公
園
遊ゆ

う

亀き

橋
前
に
集
結
、
国
歌
奏

楽
・
万
歳
三
唱
に
て
終
わ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
第
二
回
カ
ン
テ
ラ
行
列
順
序
」
に
よ
れ
ば
、
四
月
二
日
の
動
員
人
数
は
三
三
八
〇
人
。

こ
れ
を
東
西
両
軍
と
別
働
隊
の
三
隊
に
分
け
、
午
後
六
時
三
〇
分
に
太
田
町
公
園
（
現
在
の

遊
亀
公
園
）
を
出
発
、
七
時
三
〇
分
に
舞
鶴
公
園
遊
亀
橋
前
に
集
合
、
国
歌
奏
楽
や
仕
掛
け

花
火
、万
歳
三
唱
を
も
っ
て
終
わ
る
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
た
。「
行
啓
写
真
」
の
「
図

２　

18 

甲
府
太
田
町
公
園
に
お
け
る
炬
火
行
列
」
は
、
こ
の
四
月
二
日
の
出
発
前
の
状
況

を
写
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
カ
ン
テ
ラ
行
列
の
模
様
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う

に
新
聞
報
道
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

●
昨
夜
の
炬
火
行
列

　
　

甲
府
商
業
会
議
所
主
催
の
炬
火
行
列
は
昨
夜
予
定
の
如
く
挙
行
さ
れ
た
り
、
各
指
揮
者

の
指
揮
に
よ
り
第
一
隊
は
初
め
一
列
に
て
朝
日
町
よ
り
新
紺
屋
町
南
裏
に
愛
宕
山
に

ケ
ー
ブ
ル
線
を
愛
宕
山
に
登
り
貯
水
池
横
手
よ
り
成
田
社
前
に
出
で
其
他
の
各
隊
も
順

次
市
内
各
町
を
経
廻
り
て
御
旅
館
機
山
館
前
に
集
ま
り
整
列
す
る
や
君
が
代
の
奏
楽
と

共
に
カ
ン
テ
ラ
を
以
て
捧
げ
銃
の
姿
勢
を
取
り
て
敬
意
を
表
し
万
歳
を
三
唱
し
順
次
退

却
し
た
る
が
裸
火
の
事
と
て
先
夜
の
各
学
校
生
徒
の
行
ひ
た
る
提
灯
行
列
に
も
増
さ
り

し
壮
観
極
ま
り
な
か
り
し（

8
（

　
　

●
昼
を
欺
く
炬
火
行
列　

▽
全
市
火
に
埋
ま
り
て
耀
く

　
　

第
二
回
の
カ
ン
テ
ラ
行
列
は
二
日
夜
行
は
れ
た
り
午
後
五
時
頃
よ
り
早
く
も
太
田
町
公

園
に
集
り
来
る
各
町
の
団
体
引
き
も
切
ら
ず
カ
ン
テ
ラ
の
数
愈い

よ
い
よ々

加
は
つ
て
六
時
頃
は

遉さ
す
がの

公
園
も
火
に
埋
ま
り
火
に
輝
い
て
昼
を
欺
く
許ば

か
り
に
て
定
刻
と
な
り
東
軍
は
音
楽

隊
を
先
頭
に
商
業
学
校
の
横
に
出
で
桶
屋
町
鍛
冶
町
を
上
つ
て
柳
町
四
丁
目
よ
り
桜
町

を
真
直
に
西
軍
は
荒
川
堤
よ
り
高
等
女
学
校
前
を
経
て
寿
町
泉
町
錦
町
の
順
路
に
て
遊

亀
橋
辺
に
て
東
軍
と
合
し
た
る
が
此
時
既
に
別
働
隊
と
な
り
た
る
上
府
中
の
一
軍
は
愛

宕
山
上
よ
り
山
腹
を
匍は

つ
て
町
に
下
り
東
西
両
軍
と
合
し
た
り
殿
下
に
は
畏
れ
多
く
も

御
廊
下
に
御
椅
子
を
進
め
さ
ら
れ
侍
従
を
侍
ら
し
て
終
始
御
機
嫌
麗
は
し
く
御
覧
あ
り

か
ら
く
り
花
火
は
殊
の
外
御
気
に
召
し
た
る
や
に
承
る
、
カ
ン
テ
ラ
行
列
は
同
所
に
て

殿
下
の
万
歳
を
三
唱
し
更
に
錦
町
に
到
り
談
露
館
前
に
て
閑

 
か
ん
い
ん
の
み
や

院
宮
殿
下
の
万
歳
を
三

唱
し
て
全
く
解
散
し
た
る
は
九
時
な
り
し
と（

（
（

　

こ
れ
ら
の
カ
ン
テ
ラ
は
「
カ
ン
テ
ラ
並
に
幹
事
の
標
燈
は
当
日
午
前
中
に
各
町
各
団
体
に

配
布
す
べ
し

（
（1
（

」
と
さ
れ
、「
石
油
は
可な

る
べ
く成

上
等
の
も
の
を
用
ゆ
べ
し
、
石
油
は
カ
ン
テ
ラ
の

六
分
目
（
凡
七
勺し

ゃ
く）

以
下
た
る
べ
し
」
で
あ
る
と
か
、
隊
列
の
形
態
が
定
め
ら
れ
た
り
と
、

あ
る
程
度
の
ル
ー
ル
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。

　
「
先
夜
の
各
学
校
生
徒
の
行
ひ
た
る
提
灯
行
列
に
も
増
さ
り
し
壮
観
極
ま
り
な
か
り
し
」

と
の
記
事
や
「
カ
ン
テ
ラ
行
列
が
真
暗
の
愛
宕
山
の
中
腹
を
蜿え

ん
え
ん蜒

と
匍
つ
た
時
は
正
に
黄
金

の
大
蛇
と
見
受
け
ら
れ
た
（
町
の
人
）」
と
の
投
稿
も
あ
る
一
方
で
、「
カ
ン
テ
ラ
行
列
は
随
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○
第
二
〇
号　

衛
生

・
行
啓
録　

七　

山
梨
県
ノ
部

　

◎
山
梨
県
下
行
啓
参
考
書
ノ
件

　
　
　

○
第
一
号　
　

酒
折
宮
由
緒
概
略

　
　
　

○
第
二
号　
　

浅
間
神
社
由
緒
概
略

　
　
　

○
第
三
号　
　

山（
マ
マ
（

梨
大
弐
略
歴

　
　
　

○
第
四
号　
　

山
梨
県
病
院
要
覧

　
　
　

○
第
五
号　
　

山
梨
県
立
工
業
試
験
場
要
覧

　
　
　

○
第
六
号　
　

山
梨
県
立
工
業
学
校
要
覧

　
　
　

○
第
七
号　
　

上
野
原
行
在
所

　
　
　

○
第
八
号　
　

笹
子
行
在
所

　
　
　

○
第
九
号　
　

献
上
品
願
書

　

第
一
冊
は
、
行
啓
へ
の
出
発
（
第
二
二
号
）
と
帰
還
（
第
二
五
号
）
に
つ
い
て
、
明
治
天

皇
の
も
と
に
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
五
か
ら
第
七
冊
は
「
山
梨
県
ノ
部
」
の
表
題
が
付

さ
れ
て
お
り
、
対
応
準
備
・
計
画
の
第
五
冊
、
警
備
や
献
上
品
な
ど
の
奉
迎
準
備
に
関
す
る

第
六
冊
、
行
啓
地
に
関
す
る
参
考
資
料
の
第
七
冊
と
い
う
よ
う
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
山

梨
県
側
に
残
さ
れ
て
い
る
も
の
や
公
刊
さ
れ
て
い
る
行
啓
記
録

（
5
（

と
重
複
は
あ
る
も
の
の
、
第

六
冊
に
あ
る
甲
府
測
候
所
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
天
気
情
報
や
、
周
辺
地
域
の
流
行
病
情
報
と

い
っ
た
山
梨
県
庁
や
各
機
関
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
一
次
的
な
資
料
も
含
ま
れ
て
お
り
、
よ
り
情

報
量
が
多
い
記
録
と
な
っ
て
い
る
。

二　

行
啓
を
奉
迎
す
る
催
し
ご
と

（
１
）
提
灯
行
列

　

皇
太
子
が
到
着
し
た
三
月
二
十
七
日
に
は
、
甲
府
市
内
各
学
校
の
生
徒
ら
に
よ
る
提
灯
行

列
が
行
わ
れ
て
い
る
。「
東
宮
職　

行
啓
録　

六
（
6
（

」
の
「
奉
迎
表
之
部
」
に
は
、
山
梨
県
師

範
学
校
、
県
立
甲
府
中
学
校
、
市
立
甲
府
商
業
学
校
の
生
徒
の
ほ
か
、
富
士
川
・
相
生
・
新

紺
屋
・
穴
切
・
湯
田
・
春
日
・
師
範
学
校
附
属
の
各
尋
常
（
高
等
）
小
学
校
の
児
童
、
合
わ

せ
て
二
〇
九
五
名
が
参
加
し
て
行
わ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
提
灯
行
列
に
つ
い
て

は
「
行
啓
写
真
」
に
記
録
は
無
く
、
甲
府
商
業
会
議
所
刊
行
の
『
東
宮
殿
下
行
啓
記
念
写
真

帖
』（
明
治
四
十
五
年
）
に
の
み
収
録
さ
れ
て
い
る
。

図3　70 炬火行列が通過する甲府桜町通り

図2　18 甲府太田町公園における炬火行列
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一　

東
宮
職
行
啓
録

　

皇
太
子
行
啓
の
公
式
記
録
は
東
宮
職
に
お
い
て
編
纂
さ
れ
、
大
正
天
皇
が
山
梨
に
行
啓
し

た
明
治
四
十
五
年
（
大
正
元
年
）
の
東
宮
職
行
啓
録
は
九
冊
あ
り
、
う
ち
山
梨
県
に
関
連
す

る
も
の
は
一
、五
、六
、七
の
四
冊
で
、
左
の
よ
う
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

 ・
行
啓
録　

一

　
　
　

○
第
二
二
号　

山
梨
県
下
ヘ
行
啓
ニ
付
キ
御
参
内
ノ
件

　
　
　

○
第
二
五
号　

山
梨
県
下
ヨ
リ
還か

ん
ぎ
ょ御

ニ
付
キ
御
参
内
ノ
件

・
行
啓
録　

五　

山
梨
県
ノ
部

　

◎
山
梨
県
下
行
啓
ニ
関
ス
ル
件

　
　
　

○
第
一
号　
　

下
検
分

　
　
　

○
第
二
号　
　

御
発
表
、
御
発
着
割
、
御
召
列
車
、
還
御
共

　
　
　

○
第
三
号　
　

御
日
程

　
　
　

○
第
四
号　
　

演
習
御
覧　

な
ら
び
に

竝
御
巡
覧

　
　
　

○
第
五
号　
　

御
使

　
　
　

○
第
六
号　
　

御
陪
食

　
　
　

○
第
七
号　
　

供ぐ

奉ぶ

員い
ん

　
　
　

○
第
八
号　
　

贈
進
、
御
献
上
御
土
産
品
、
下
賜
金
品
、
特
別
手
当
（
献
上
願
進
達
）

　
　
　

○
第
九
号　
　

拝
謁

　
　
　

○
第
一
〇
号　

皇
親

・
行
啓
録　

六　

山
梨
県
ノ
部

　
　
　

○
第
一
一
号　

実
業
功
労
者
調
書
（
八
田
達
也
、
若
尾
逸
平
、
栗
原
信
近
）

　
　
　

○
第
一
二
号　

警
衛
（
原
式
部
官
宛
て
熊
谷
知
事
書
簡
、
御
警
衛
心
得
）

　
　
　

○
第
一
三
号　

御
旅
館
宿
舎

　
　
　

○
第
一
四
号　

 

各
所
台
覧
科
目
（
古
文
書
・
古
器
物
・
古
書
画
目
録
、
特
産
物
陳
列

目
録
、
台
覧
学
科
教
案
）

　
　
　

○
第
一
五
号　

通
信

　
　
　

○
第
一
六
号　

御
買
上
品
其
ノ
他
輸
送
（
御
買
上
品 

出
荷
入
記
目
録
）

　
　
　

○
第
一
七
号　

馬
匹

　
　
　

○
第
一
八
号　

 

奉
迎
表
（
カ
ン
テ
ラ
行
列
順
序
、
第
二
回
順
序
、
提
灯
行
列
、
運
動

会
、
武
術
仕
合
、
煙
火
、
奉
迎
歌
）

　
　
　

○
第
一
九
号　

天
気
予
報

図1　「東宮職　行啓録　五　山梨県ノ部」
（宮内庁宮内公文書館所蔵）
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は
じ
め
に

　

皇
太
子
時
代
の
大
正
天
皇
の
山
梨
へ
の
行
啓
は
、
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
三
月

二
十
七
日
（
水
）
か
ら
四
月
四
日
（
木
）
に
か
け
て
の
九
日
間
の
日
程
で
行
わ
れ
、
そ
の
目

的
は
陸
軍
近
衛
師
団
幹
部
演
習
視
察
と
地
方
見
学
を
兼
ね
た
も
の
で
、
県
庁
所
在
地
の
甲
府

な
ど
の
学
校
や
製
糸
工
場
の
ほ
か
、
韮
崎
、
市
川
大
門
、
御み

坂さ
か

、
竜
王
な
ど
の
演
習
地
を
訪

れ
た
。
一
連
の
行
啓
は
他
の
多
く
の
皇
太
子
行
啓
と
同
様
、
公
式
行
事
で
は
な
く
微び

行こ
う

と
し

て
実
施
さ
れ
た
。
山
梨
県
は
、
大
正
天
皇
が
皇
太
子
時
代
に
訪
れ
た
な
か
で
最
後
の
空
白
県

で
あ
り
、
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
三
月
末
か
ら
四
月
に
か
け
て
山
梨
県
を
訪
れ
た
四

か
月
後
に
は
明
治
天
皇
の
崩
御
に
よ
っ
て
践せ

ん

祚そ

す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
結
果
的
に
山
梨
県

は
一
連
の
皇
太
子
時
代
の
地
方
行
啓
の
最
後
を
飾
る
地
域
と
な
っ
た
。

　

拙
稿
「
明
治
（5
年
３
～
４
月
皇
太
子
（
大
正
天
皇
）
山
梨
行
啓
に
つ
い
て
（
一
）

（
1
（

」
に
お

い
て
、
大
正
天
皇
（
在
位　

一
九
一
二
～
一
九
二
六
）
の
皇
太
子
時
代
最
後
の
地
方
行
啓
と

し
て
行
わ
れ
た
山
梨
行
啓
に
つ
い
て
、
新
た
に
発
見
さ
れ
た
行
啓
の
様
子
を
写
し
た
「
行
啓

写
真

（
（
（

」
の
大
判
ガ
ラ
ス
乾
板
を
通
じ
て
、
大
正
天
皇
が
見
た
明
治
最
末
期
の
山
梨
県
の
状
況

と
、
山
梨
県
民
が
接
し
た
天
皇
の
動
向
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
「
行
啓
写
真
」
は
全
一
二
七
枚
あ
り
、
大
正
天
皇
の
姿
を
収
め
た
も
の
は
わ
ず
か
六
点
で

あ
る
が
、
百
枚
あ
ま
り
の
写
真
か
ら
は
、
そ
の
精
細
な
画
像
か
ら
行
啓
を
迎
え
る
山
梨
県
民

や
市
街
地
の
様
子
を
詳
細
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
時
代
の
山
梨
県
の
画
像
資
料
と

し
て
の
重
要
性
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
山
梨
県
の
各
地
を
訪
れ
た
大
正
天
皇
の
記
録
と
し

て
、
原
武
史
氏
が
指
摘
し
て
い
る
皇
太
子
時
代
の
大
正
天
皇
の
活
動
性
や
、
国
民
に
と
っ
て

　
「
御
真
影
」
や
御み

簾す

の
な
か
の
存
在
で
し
か
な
か
っ
た
明
治
天
皇
と
異
な
り
、
国
民
の
前

に
姿
を
現
す
新
し
い
天
皇
像

（
（
（

を
、結
果
的
に
示
し
て
い
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

皇
太
子
時
代
の
大
正
天
皇
は
、
馬
や
腕わ

ん
し
ゃ車

（
人
力
車
）
で
山
梨
県
内
の
各
地
を
訪
れ
、
人
々

と
の
交
流
や
景
色
や
物
産
を
楽
し
ん
で
お
り
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
三
代
の
天
皇
の
国
民
の

な
か
で
の
在
り
方
が
、
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
っ
た
か
を
考
え
る
た
め
の
資
料
と
も
言
え

る
。

　

本
稿
で
は
、「
行
啓
写
真
」
に
も
記
録
さ
れ
て
い
る
、
皇
太
子
（
大
正
天
皇
）
が
観
覧
し

た
り
献
上
を
受
け
た
山
梨
県
の
物
産
や
高
齢
者
の
製
作
品
、
催
し
ご
と
や
展
示
な
ど
を
、
宮

内
庁
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
の
「
東
宮
職　

行
啓
録

（
（
（

」
を
中
心
に
明
ら
か
に
し
、
当
時
の
山
梨

県
の
人
々
の
「
お
も
て
な
し
」
意
識
の
一
端
や
、
地
方
行
啓
の
実
情
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
な
お
、
本
稿
中
の
大
正
天
皇
の
呼
称
に
つ
い
て
は
「
皇
太
子
」
と
し
、
資

料
か
ら
の
引
用
の
場
合
は
適
宜
、「
東
宮
」
な
ど
資
料
上
の
呼
称
を
使
用
す
る
場
合
が
あ
る
。

ま
た
、
用
語
に
つ
い
て
も
、
便
宜
上
「
奉ほ

う
げ
い
そ
う

迎
送
」「
台た

い
ら
ん覧

」「
御
召
列
車
」
等
の
皇
室
用
語
に

つ
い
て
も
便
宜
上
使
用
す
る
。

明
治
45
年
３
～
４
月
皇
太
子
（
大
正
天
皇
）
山
梨
行
啓
に
つ
い
て
（
二
）

小　

畑　

茂　

雄
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註（
１
）
南
和
男
『
幕
末
維
新
の
風
刺
画
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）。

（
２
）「
富
士
山
―
信
仰
と
芸
術
―
」
展
実
行
委
員
会
［
編
］『
特
別
展　

世
界
遺
産
登
録
記
念　

富
士
山
―
信
仰

と
芸
術
―
』（「
富
士
山
―
信
仰
と
芸
術
―
」
展
実
行
委
員
、
二
〇
一
五
年
）。

（
３
）
作
者
の
二
代
歌
川
国
輝
は
江
戸
・
東
京
を
中
心
に
活
動
し
て
い
た
た
め
、
本
稿
で
は
江
戸
の
物
価
に
関
す

る
資
料
を
使
用
す
る
。

（
４
）
天
保
の
改
革
を
風
刺
し
た
判
じ
物
と
い
わ
れ
、
当
時
も
絵
に
描
か
れ
た
妖
怪
ら
の
謎
と
き
が
ブ
ー
ム
と
な
っ

た
と
い
う
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
作
中
に
表
さ
れ
て
い
る
も
の
が
何
を
示
し
て
い
る
の
か
、
正
確
な
答
え
は

出
て
い
な
い
（
太
田
記
念
美
術
館
〔
編
〕『
没
後
一
五
〇
年
記
念　

破
天
荒
の
浮
世
絵
師　

歌
川
国
芳
』

Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
、
二
〇
一
一
年
）。

（
５
）
南
和
男
『
江
戸
の
風
刺
画
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
）。

（
６
）
鯰
が
暴
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
震
が
起
こ
る
と
い
う
俗
信
が
あ
る
た
め
、
安
政
の
大
地
震
発
生
後
、
鯰
を

モ
チ
ー
フ
と
し
た
多
く
の
錦
絵
が
出
版
さ
れ
た
。
幕
府
は
版
元
か
ら
版
木
を
没
収
し
、
次
々
と
出
さ
れ
る

災
害
瓦
版
を
抑
制
し
た
が
、
不
法
に
出
版
さ
れ
る
も
の
が
後
を
絶
た
た
な
か
っ
た
。

（
７
）
小
泉
雅
弘
「
幕
末
風
刺
画
と
そ
の
受
容
層
―
近
代
的
「
世
論
」
形
成
の
一
前
提
と
し
て
―
」（『
駒
沢
史
学
』

駒
沢
大
学
、
一
九
九
九
年
）。

（
８
）
南
和
男
、
前
掲
書
（
註
１
）
参
照
。

（
９
）
小
野
武
雄
『
江
戸
物
価
事
典
』（
展
望
社
、
一
九
九
八
年
）。

（
10
）『
武
功
年
表
』、
慶
応
二
年
の
項
目
に
お
い
て
、
近
年
米
穀
の
価
格
が
高
く
な
っ
た
結
果
、
五
月
・
六
月
に

か
け
て
江
戸
の
随
所
で
打
ち
壊
し
が
起
こ
っ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
（
金
子
光
晴
〔
校
訂
〕『
増
訂
武
功
年

表
２
』
平
凡
社
、
一
九
六
六
年
）。

（
11
）
沖
田
友
紀
「
二
代
国
輝
の
風
景
画
に
お
け
る
貞
秀
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
の
考
察
」（『
日
本
美
術
研
究
』

筑
波
大
学
日
本
美
術
史
研
究
室
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
1（
）
倉
橋
正
恵
「
幕
末
風
刺
画
の
中
の
役
者
評
判
絵
」（
松
本
郁
代
・
出
光
佐
千
子
・
彬
子
女
王
『
風
俗
絵
画
の

文
化
学
Ⅲ
―
瞬
時
を
う
つ
す
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
―
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
年
）。

（
1（
）
作
品
の
摺
ら
れ
た
状
態
に
よ
っ
て
判
断
の
つ
き
難
い
文
字
も
あ
り
、
そ
の
際
は
表
中
に
お
い
て
単
語
末
に

「
？
」
を
つ
け
た
。
な
お
、
現
時
点
で
解
読
不
能
な
文
字
に
つ
い
て
は
■
で
表
し
た
。

（
1（
）
例
え
ば
、
慶
応
元
年
十
月
に
描
か
れ
た
歌
川
芳
盛
（
一
八
三
〇
～
八
五
）
の
「
愛
宕
参
詣
群
集
之
図
」
も
、

物
価
高
騰
を
風
刺
し
た
作
品
と
い
わ
れ
て
い
る
。
愛
宕
神
社
へ
と
続
く
急
な
階
段
を
、
人
々
が
密
集
し
な

が
ら
登
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
よ
く
見
る
と
、「
カ
ミ
」
と
書
か
れ
た
着
物
を
着
て
階
段
上
に
い
る
者
、

ま
た
「
ム
ギ
」
と
い
う
文
字
が
記
さ
れ
た
着
物
を
ま
と
っ
た
者
が
、「
米
」
と
書
か
れ
た
着
物
を
着
た
人
物

を
階
段
上
へ
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
な
ど
、
当
時
物
価
が
高
騰
し
て
い
た
も
の
が
さ
り
げ
な
く
散
り
ば
め

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
階
段
を
上
が
っ
て
い
る
の
か
下
が
っ
て
い
る
の
か
判
別
し
に
く
い
人
物

も
存
在
し
、
比
較
対
象
資
料
と
す
る
に
は
難
し
い
。
ま
た
、
同
年
十
二
月
に
、
三
代
歌
川
広
重
（
一
八
四
二

～
九
四
）
が
手
が
け
た
「
巨
登
代
命
諸
色
を
大
樹
に
く
く
る
の
図
」
は
、
物
価
の
上
昇
し
た
品
々
の
イ
ラ

ス
ト
が
大
き
な
木
の
上
に
く
く
ら
れ
て
い
る
図
が
表
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
物
価
が
下
が
っ
た
品
物
に
つ

い
て
は
特
に
記
載
は
な
く
、
や
は
り
比
較
対
象
と
は
し
難
い
。

（
15
）
例
え
ば
、山
崎
隆
三
『
近
世
物
価
史
研
究
』（
塙
書
房
、一
九
八
三
年
）
で
は
、米
価
騰
貴
の
全
国
的
動
向
が
、

約
五
十
ヶ
所
の
米
価
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）
三
井
文
庫［
編
］『
近
世
後
期
に
お
け
る
主
要
物
価
の
動
態
』［
増
補
改
訂
］（
東
京
大
学
出
版
会
、一
九
八
九
年
）

（
17
）
集
録
さ
れ
て
い
る
品
物
の
種
類
は
少
な
い
も
の
の
、
本
デ
ー
タ
が
収
録
さ
れ
た
『
近
世
後
期
に
お
け
る
主

要
物
価
の
動
態
』が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、江
戸
時
代
の
物
価
史
研
究
の
基
礎
が
な
さ
れ
た
と
い
う（
新

保
博
「
数
量
経
済
史
［
第
８
回
］
前
近
代
社
会
の
貨
幣
・
物
価
・
賃
金
［
１
］
―
経
済
史
に
お
け
る
物
価
―
」

（『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
日
本
評
論
社
、
一
九
七
四
年
）。

（
18
）
金
子
光
晴
〔
校
訂
〕『
増
訂
武
功
年
表
２
』（
平
凡
社
、
一
九
六
八
年
）。

（
1（
）
鈴
木
棠
三
・
小
池
章
太
郎
〔
編
〕『
近
世
庶
民
生
活
史
料　

藤
岡
屋
日
記　

第
十
三
巻
』（
三
一
書
房
、

一
九
九
四
年
）。

（
（0
）
三
好
一
光
『
江
戸
生
業
物
価
事
典
』（
青
蛙
房
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
（1
）
金
子
光
晴
、
前
掲
書
（
註
18
）
参
照
。

（
（（
）
鈴
木
棠
三
・
小
池
章
太
郎
、
前
掲
書
（
註
1（
）
参
照
。

付
記

　

早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
「
子
供
遊
凧
あ
げ
く
ら
べ
」
の
写
真
掲
載
に
あ
た
り
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
特
別
資

料
室
の
皆
様
か
ら
格
別
な
ご
配
慮
を
賜
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
こ
こ
に
記
し
、
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
山
梨
県
立
博
物
館
）
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の
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
魚
の
凧
で
あ
る
。
訥
弁
が
持
つ
魚
の
凧
は
揚
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、

そ
の
そ
ば
に
次
の
よ
う
な
詞
書
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

　
「
魚　

訥
弁　

お
江
戸
の
花
か
た
、
わ
け
て
お
女
中
に
ハ
す
か
れ
る
が
、
を
り
〳
〵
さ
う
ば

の
く
る
ふ
魚
」

　

つ
ま
り
、
全
般
的
に
値
段
が
高
騰
し
て
い
た
当
時
に
お
い
て
、
生
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
か
、

魚
の
相
場
は
狂
い
や
す
か
っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
野
菜
類
も
、
魚
と
同
様
不
作
等
の
影

響
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
値
段
が
高
く
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
は
な
さ
れ
て
い
た

も
の
の
、
相
場
の
定
ま
り
に
く
い
食
品
で
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、「
子
供
遊
凧
あ
げ

く
ら
べ
」
で
は
、
か
ば
や
き
と
書
か
れ
た
ウ
ナ
ギ
型
の
凧
が
揚
げ
ら
れ
て
お
り
、
少
な
く
と

も
ウ
ナ
ギ
の
か
ば
や
き
に
関
し
て
は
値
が
あ
が
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、
魚
全
般

に
関
し
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
す
べ
て
を
網
羅
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

お
わ
り
に

　

本
稿
に
お
い
て
、
ま
ず
「
冨
士
山
諸
人
参
詣
之
図
」
が
描
か
れ
た
背
景
を
示
し
、
さ
ら
に

同
年
に
描
か
れ
た
「
子
供
遊
凧
あ
げ
く
ら
べ
」
と
の
比
較
を
行
い
な
が
ら
考
察
を
行
っ
た
。

書
き
込
ま
れ
て
い
る
単
語
の
す
べ
て
が
意
味
を
な
す
わ
け
で
は
な
く
、
記
号
や
絵
で
表
さ
れ

た
も
の
も
あ
る
な
ど
、
単
な
る
値
段
の
上
下
を
示
し
て
い
る
作
品
で
は
な
い
こ
と
、
さ
ら
に

値
段
が
当
時
高
騰
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
作
中
に
お
い
て
は
下
山
す
る
人
々
の
笠
に
託

さ
れ
て
い
る
品
物
が
あ
る
こ
と
を
提
示
し
た
。

　

当
時
の
物
価
に
関
す
る
資
料
す
べ
て
の
裏
付
け
が
取
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
今
後
の
課
題

は
多
い
も
の
の
、
打
ち
壊
し
が
起
こ
る
程
物
価
が
上
昇
し
て
い
た
米
の
価
格
が
下
が
っ
て
い

る
と
は
考
え
難
く
、
こ
こ
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
も
の
す
べ
て
が
正
し
い
情
報
で
は
な
い
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
何
か
別
の
作
例
を
も
と
に
し
て
、
二
代
国
輝
が
本
作
を

描
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
も
と
に
し
た
作
品
が
描
か
れ
た
当
時
は
、
例
え
ば
米
の

値
な
ど
は
下
が
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
し
か
し
、
逼
迫
し
た
当
時
の
状
況
で
、

米
価
が
下
が
っ
て
い
る
旨
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
他
の
作
品
を
、
そ
の
ま
ま
模
倣
し
て
制
作

す
る
だ
ろ
う
か
。
描
く
と
し
た
ら
、米
価
高
騰
に
対
す
る
批
判
を
込
め
た
、米
の
字
を
背
負
っ

た
人
が
富
士
の
山
頂
を
目
指
す
作
品
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
し
く
は
、
本
作
に
お
い
て
米
が
下
山
す
る
人
の
笠
に
託
さ
れ
た
の
は
、
早
く
米
価
が
下

が
っ
て
ほ
し
い
と
望
む
、
多
く
の
江
戸
町
民
の
願
望
を
絵
画
化
し
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
当
時
の
物
価
状
態
を
正
確
に
示
す
た
め
で
は
な
く
、
人
々
の
願
い
を
本
作
の
片
隅
に
描

き
込
ん
だ
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
仮
定
す
る
と
他

の
値
が
高
騰
し
て
い
る
品
々
の
名
も
、
下
山
す
る
人
々
の
笠
に
記
さ
れ
て
い
て
も
よ
い
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
、
疑
問
点
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
作
の
考
察
を
今
後
の
課

題
と
し
、
引
き
続
き
調
査
を
行
い
た
い
。

　

そ
れ
で
は
最
後
に
、
画
面
中
央
の
人
物
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
人
物
の
背
中

に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
「
怒
り
」
の
文
字
で
あ
る
。
物
価
が
上
昇
し
困
窮
し
て
い
く
混
沌
と

し
た
生
活
の
中
で
、
江
戸
の
人
々
の
怒
り
も
上
昇
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
当
時

の
怒
り
の
声
を
近
く
で
聞
い
て
い
た
作
者
が
、
本
作
の
中
に
、
人
々
の
思
い
を
一
見
わ
か
ら

な
い
形
で
忍
ば
せ
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
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こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、

油
と
茶
の
存
在
で
あ
る
。
両
者

と
も
、
表
２
で
は
値
段
が
上

が
っ
て
お
り
、
作
中
で
も
富
士

を
登
る
人
に
そ
の
名
は
記
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
問

題
と
な
る
の
は
下
山
す
る
人
々

の
笠
に
も
、
油
と
茶
の
文
字
が

読
み
取
れ
る
点
で
あ
る
。な
お
、

一
夜
に
費
や
す
油
の
価
格
が
、

天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
七
月
は
六
四
文
だ
っ
た
の
に
対
し
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
に

は
二
〇
〇
文
に
ま
で
騰
貴
し
た
と
の
記
述
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

（
11
（

、
価
格
が
高
騰
し
た

と
み
て
ま
ず
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
な
お
、「
子
供
遊
凧
あ
げ
く
ら
べ
」
中
で
も
、
水
油
の

凧
が
揚
げ
ら
れ
て
い
る
様
が
確
認
で
き
る
。

　

米
と
同
じ
く
、物
価
が
上
昇
し
て
い
な
が
ら
下
山
す
る
人
の
笠
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
の
、

油
と
茶
に
関
し
て
は
登
る
人
々
の
笠
や
衣
服
に
も
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
茶
に
関
し

て
は
、
山
を
登
る
二
名
と
下
山
す
る
一
名
に
も
そ
の
文
字
が
見
出
せ
る
こ
と
か
ら
、
計
三
回

も
作
中
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、な
ぜ
複
数
記
さ
れ
る
品
物
が
あ
る
の
か
、

今
の
と
こ
ろ
明
確
な
理
由
を
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
浮
世
絵
版
画
の
紙
面
上
、
場
所

を
埋
め
る
た
め
に
幾
度
か
同
じ
も
の
を
登
場
さ
せ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
油

と
茶
で
値
段
が
下
が
っ
て
い
た
も
の
が
存
在
し
て
い
た
の
か
、
今
後
さ
ら
な
る
調
査
が
必
要

と
な
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
そ
れ
で
は
他
の
品
々
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。『
武
功
年
表
』
中
、
慶
応
元
年
の
項
目

に
は
、「
去
年
よ
り
米
穀
薪
炭
酒
味
噌
油
絹
布
の
類
、
其
の
余
諸
物
の
価
次
第
に
登
揚
し
、

菜
蔬
魚
類
に
至
る
迄
其
の
価
甚
だ
貴
し
。」
と
記
さ
れ
て
い
る

（
1（
（

。
米
、
薪
、
炭
、
酒
、
味
噌
、

油
、
絹
な
ど
の
値
が
上
昇
し
て
い
る
と
あ
る
が
、
確
か
に
そ
れ
ら
の
品
々
は
本
作
中
で
も
登

山
す
る
人
々
と
と
も
に
見
ら
れ
る
品
物
で
あ
り
、「
子
供
遊
凧
あ
げ
く
ら
べ
」
で
も
同
上
の

品
物
が
書
か
れ
た
凧
が
随
所
に
確
認
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
問
題
は
、「
菜
蔬
魚
類
に
至

る
迄
其
の
価
甚
だ
貴
し
」
の
部
分
で
あ
る
。
菜さ

い
そ蔬

と
は
、
青
物
、
つ
ま
り
野
菜
の
こ
と
で
あ

る
。
野
菜
と
魚
の
値
段
も
高
く
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
一
文
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
本
作
を
確

認
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
な
ん
と
、
青
物
も
魚
も
、
下
山
す
る
人
々
の
笠
に
書
き
込
ま
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
「
子
供
遊
凧
あ
げ
く
ら
べ
」
に
お
い
て
も
、
青
物
の
凧
は
反
転
し
て
空
か
ら
下
へ
落
ち
よ

う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
翌
年
の
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
五
月
、
歌
川
芳
虎
が

描
い
た
「
浮
世
稽
古
荷
上
り
繁
昌
」
と
い
う
、
や
は
り
物
価
高
騰
を
風
刺
し
た
浮
世
絵
作
品

中
で
は
、
青
物
は
物
価
が
上
昇
し
た
品
物
の
一
つ
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、『
藤

岡
屋
日
記
』
で
は
、
慶
応
元
年
五
月
二
十
八
日
の
記
述
と
し
て
、
近
ご
ろ
特
別
に
高
値
の
野

菜
が
あ
る
と
聞
い
た
が
、
野
菜
は
生
活
必
需
品
で
あ
る
が
ゆ
え
、
青
物
市
な
ど
は
特
別
に
安

い
値
で
売
る
よ
う
に
と
の
指
示
を
促
す
一
節
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
八
百
屋
や
棒
手
振
に

つ
い
て
も
高
値
で
野
菜
を
取
り
引
き
し
て
は
な
ら
ず
、
万
が
一
行
っ
た
場
合
処
罰
を
加
え
る

旨
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
価
な
野
菜
は
存
在
し
て
い
た
が
、
あ
ま
り
高
値
に
な
ら

ぬ
よ
う
、
調
整
を
な
し
て
い
た
節
が
見
て
と
れ
る

（
11
（

。

　

ま
た
、
同
じ
く
慶
応
二
年
十
二
月
の
改
印
が
あ
る
、
豊
原
国
周
（
一
八
三
五
～

一
九
〇
〇
）
の
「
諸
色
劇
場
春
の
昇
初
め
」
と
い
う
浮
世
絵
版
画
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
人
気

役
者
が
品
物
名
の
書
か
れ
た
凧
を
揚
げ
る
構
図
が
取
ら
れ
て
い
る
。
本
作
は
、
往
時
の
役
者

の
人
気
や
凧
と
し
て
揚
げ
ら
れ
て
い
る
品
物
の
物
価
を
凧
の
揚
げ
下
げ
で
風
刺
し
て
い
る
も

図5　子供遊凧あげくらべ（部分）
（早稲田大学図書館所蔵）
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し
て
い
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る

（
（1
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
作
で
米
の
文
字
が
確
認
で
き
る
の
は
、
下
山
す
る
人
物
の
笠
で
あ
る

（
図
４
）。
米
の
価
格
に
関
し
て
は
当
時
高
騰
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
下
落
し
て
い

る
と
は
考
え
に
く
い
。
四
ヶ
月
後
に
出
さ
れ
た
「
子
供
遊
凧
あ
げ
く
ら
べ
」
中
に
お
い
て
も
、

米
の
文
字
が
記
さ
れ
た
凧
は
、
空
高
く
一
番
目
立
つ
と
こ
ろ
に
大
き
く
描
か
れ
て
お
り
（
図

５
）、
米
価
が
こ
と
さ
ら
上
昇
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
品
物
全
般
の
物
価
が

高
騰
し
た
こ
の
時
期
に
、打
ち
壊
し
ま
で
起
こ
っ
て
い
た
米
の
価
格
が
下
が
る
わ
け
が
な
く
、

本
作
は
往
時
の
状
況
そ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
、
米
の
価
格
か
ら
推

測
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
表
２
よ
り
、
麦
、
味
噌
、
醤
油
、
煙
草
、
炭
、
薪
、
蠟
（
蝋
）
の
小
売
価
格
も
上
昇

し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
品
々
は
、
本
作
中
に
お
い
て
も
上
へ
と
登
る

人
々
の
服
や
笠
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
麦
な
ど
は
、漢
字
と
ひ
ら
が
な
の
二
種
類
で
、二
ヶ

所
に
示
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

表2　江戸日用品小売物価表　（三井文庫 [ 編 ]『近世後期における主要物価の動態』1989年6月、東京大学出版会　より抜粋）

※麦は文久（年と元治元年に関しての記載は無いが、前年の文久（年の春は1石につき銀1（5.00匁であった。（なお、同年秋の
記載は無い。）

年
品名

（単位：銀  匁）

文久3年
（1863）春

文久3年
（1863）秋

元治元年
（1864）春

元治元年
（1864）秋

慶応元年
（1865）春

慶応元年
（1865）秋

慶応2年
（1866）春

慶応2年
（1866）秋

白米
（1石につき） 1（（.00 1（（.70 1（（.50 167.50 258.00 308.00 （0（.00 585.00 

麦
（1石につき） 171.00 255.00 （5（.00 （（6.00 

味噌
（1貫につき） （.00 （.00 （.00 （.60 4.50 5.40 6.80 6.70 

醤油
（1石につき） 15（.00 18（.00 1（0.00 1（1.60 240.00 256.00 （56.00 （85.00 

酒
（1石につき） （（6.00 （（（.00 （（1.00 （81.00 534.00 632.00 767.00 8（（.00 

煎茶
（1斤につき） 0.（0 0.（0 0.（5 1.10 1.70 1.80 1.（0 （.10 

煙草
（1斤につき） 1.80 1.（0 1.（0 1.（0 2.60 2.70 （.50 （.60 

炭
（10貫匁につき） 11.6（ 1（.70 1（.08 15.（8 23.26 23.26 （（.（（ （（.（6 

薪
（10貫匁につき） （.8（ （.86 （.18 （.7（ 5.08 5.05 5.00 5.05 

水油
（1石につき） 61（.00 7（（.00 878.00 （（0.00 953.00 967.00 （65.00 1116.00 

蝋燭
（100匁につき） （.10 （.（（ （.（（ （.（（ 3.33 3.03 （.70 （.85 

図4　冨士諸人参詣之図（部分）
（山梨県立博物館所蔵）



− （5 −（（

三　

物
価
の
変
動

　

さ
て
、
書
か
れ
て
い
る
品
物
と
当
時
の
価
格
情
勢
と
の
検
討
を
行
う
が
、
書
き
込
ま
れ
て

い
る
品
物
全
て
の
価
格
が
確
実
に
判
明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
主

に
値
段
に
関
す
る
資
料
が
比
較
的
多
い
、食
料
品
を
中
心
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
さ
ら
に
、

品
物
全
般
の
値
段
が
高
騰
し
て
い
た
当
時
に
お
い
て
、
山
を
下
り
る
人
々
の
笠
に
書
か
れ
た

魚
、
米
、
青
物
、
油
、
茶
と
い
う
五
つ
の
食
品
の
値
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
本
当
に
値
段
が
下

が
っ
て
い
た
の
か
否
か
、
焦
点
を
当
て
て
記
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
米
価
に
関
し
て
だ
が
、
長
州
戦
争
に
備
え
て
米
な
ど
の
物
資
買
い
付
け
が
起
こ
り
、

結
果
と
し
て
米
不
足
を
招
い
た
が
、
本
作
が
描
か
れ
た
慶
応
元
年
も
物
価
の
高
騰
は
続
い
て

い
た
。
な
お
、
米
価
に
つ
い
て
は
様
々
な
論
考
で
取
り
出
た
さ
れ
て
い
る
が

（
（1
（

、
本
稿
に
お
い

て
は
米
の
み
な
ら
ず
、
酒
や
醤
油
な
ど
の
主
要
製
品
の
価
格
に
つ
い
て
も
、『
近
世
後
期
に

お
け
る
主
要
物
価
の
動
態
』
か
ら
抜
粋
し
た
「
江
戸
日
用
品
小
売
物
価
表
」（
表
２
）
を
参

照
し
た
い

（
（1
（

。
こ
の
物
価
表
は
、
越
後
呉
服
店
が
江
戸
に
お
い
て
実
際
に
購
入
し
た
日
用
品
の

価
格
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
り
、当
時
の
江
戸
に
お
け
る
物
価
デ
ー
タ
を
確
認
す
る
上
で
は
、

信
頼
度
が
高
い
も
の
で
あ
る

（
（1
（

。

　

さ
て
、
表
２
に
よ
る
と
、
白
米
は
前
年
の
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
に
お
い
て
、
一
石
あ

た
り
銀
一
三
九
・
五
匁
（
春
）、
一
六
七
・
五
匁
（
秋
）
で
取
引
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
本
作

が
描
か
れ
た
慶
応
元
年
に
は
、
二
五
八
・
〇
匁
（
春
）、
三
〇
八
・
〇
匁
（
秋
）
に
ま
で
値
が

上
が
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
米
価
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
『
武
功
年
表
』
に
お
い
て
、
慶
応
元
年
の
出
来
事
中

に
「
米
価
諸
色
高
値
に
付
き
、
同
月
（
七
月
）
よ
り
町
会
所
に
於
い
て
、
市
中
の
貧
民
へ
御

救
の
米
銭
を
頒
ち
与
へ
ら
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る

（
（1
（

。
ま
た
、『
藤
岡
屋
日
記
』
で
も
、
慶
応

元
年
五
月
、
つ
ま
り
本
作
刊
行
と
同
月
の
記
録
と
し
て
、
米
価
が
高
値
に
つ
き
人
々
が
苦
労

図3　子供遊凧あげくらべ（早稲田大学図書館所蔵）
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題
目
に
も
あ
る
通
り
、
富
士
に
詣
で
る
人
々
が
表
さ
れ
て
い
る
が
、
富
士
登
山
を
描
い

た
幕
末
期
の
浮
世
絵
作
例
は
、
歌
川
貞
秀
（
一
八
〇
七
～
七
九
？
）
が
描
い
た
「
三
国
第

一
山
之
図
」
な
ど
、
数
点
確
認
で
き
る
。
富
士
登
拝
へ
の
関
心
の
強
さ
が
そ
の
背
景
に
は

あ
る
が
、
本
作
の
よ
う
に
、
山
の
登
り
下
り
と
い
う
形
態
に
な
ん
ら
か
の
上
下
が
な
ぞ
ら

え
ら
れ
た
も
の
に
関
し
て
は
、
役
者
評
判
絵
に
既
に
前
例
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
（
（1
（

。

　

さ
て
、
既
に
述
べ
た
通
り
、
本
作
は
従
来
富
士
登
山
に
物
価
の
上
下
が
見
立
て
ら
れ
た
も

の
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
々
の
服
や
笠
に
書
か
れ
て
い
る
名
称
に
関

し
て
は
、一
部
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
だ
け
で
、そ
の
全
て
が
示
さ
れ
た
論
文
等
は
な
い
。
よ
っ

て
本
稿
で
は
、
ま
ず
本
作
に
記
さ
れ
て
い
る
品
物
名
等
を
種
類
別
に
分
け
た
上
で
、「
冨
士

山
諸
人
参
詣
之
図 

品
物
名
等
一
覧
」（
表
１
）
と
い
う
表
に
ま
と
め
た

（
（1
（

。
さ
ら
に
、
書
き
込

ま
れ
て
い
る
も
の
を
、
画
像
中
に
太
字
で
表
し
た
図
を
作
成
し
た
（
図
１
）。
そ
の
二
点
を

も
と
に
、
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
表
１
よ
り
、
米
や
酒
な
ど
の
食
品
、
下
駄
や
た
ば
こ
な
ど
の
日
用
品
以
外
に
も
、
数

多
く
の
単
語
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
点
に
気
が
付
く
だ
ろ
う
。
山
伏
や
出
家
な
ど
は
ま
だ
単

語
と
し
て
成
立
し
て
い
る
が
、
中
に
は
〝
ハ
ら
〟〝
ぶ
〟
な
ど
、
一
見
何
を
示
し
て
い
る
の

か
判
別
し
難
い
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
文
字
で
は
な
く
、
記
号
や
イ
ラ
ス
ト
で
表
現
さ
れ
た

箇
所
（
図
２
）
も
見
ら
れ
る
。
風
刺
画
に
対
す
る
処
罰
を
恐
れ
、
品
物
名
以
外
に
関
係
の
な

い
単
語
類
を
書
き
込
ん
だ
可
能
性
は
あ
る
が
、
今
現
在
の
と
こ
ろ
、
明
言
は
で
き
な
い
。

　

さ
て
こ
こ
で
、「
子
供
遊
凧
あ
げ
く
ら
べ
」（
図
３
）
の
図
を
示
し
て
お
き
た
い
。
本
作

は
、
歌
川
国
芳
門
下
の
歌
川
芳
虎
に
よ
る
大
判
錦
絵
三
枚
続
の
作
品
で
、「
冨
士
山
諸
人
参

詣
之
図
」
が
慶
応
元
年
の
六
月
に
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
本
作
は
同
年
十
月
に
制
作
さ

れ
て
い
る
。
子
供
達
が
揚
げ
る
凧
の
中
に
は
、
米
、
雑
穀
、
そ
ば
う
ど
ん
、
鰹
節
、
味
噌
な

ど
の
食
品
や
、
綿
、
紙
類
、
下
駄
、

蝋
燭
な
ど
の
日
用
品
名
等
が
記
さ

れ
、
や
は
り
往
時
の
物
価
高
騰
が

揶
揄
さ
れ
て
い
る
。
両
者
と
も
、

同
年
に
制
作
さ
れ
た
物
価
関
連
の

風
刺
画
と
し
て
、
大
変
興
味
深
い

作
例
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
を
比
較
す
る
と
、「
冨

士
山
諸
人
参
詣
之
図
」
で
は
す
ぐ

に
は
理
解
し
が
た
い
単
語
等
が
記

さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、「
子
供

遊
凧
あ
げ
く
ら
べ
」
は
、
品
物
名

が
わ
か
り
や
す
く
示
さ
れ
て
い
る
。
時
折
、
絵
で
表
さ
れ
た
も
の
も
見
ら
れ
る
が
、〝
か
ば

や
き
〟
表
記
が
な
さ
れ
た
う
な
ぎ
の
絵
な
ど
、何
を
示
し
て
い
る
の
か
容
易
に
判
断
で
き
る
。

な
お
、
他
に
も
同
年
に
出
さ
れ
た
物
価
高
騰
を
風
刺
し
た
浮
世
絵
版
画
は
あ
る
も
の
の

（
（1
（

、
物

価
の
上
昇
が
凧
揚
げ
に
見
立
て
ら
れ
平
明
に
示
さ
れ
て
い
る
点
、
さ
ら
に
物
価
の
下
が
っ
た

も
の
、
上
が
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
ま
で
書
き
込
ま
れ
る
な
ど
、
作
品
内
の
情
報
量
が
多
い

こ
と
か
ら
、「
子
供
遊
凧
あ
げ
く
ら
べ
」
を
「
冨
士
山
諸
人
参
詣
之
図
」
の
比
較
対
象
と
し

て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

　

そ
れ
で
は
次
に
、
記
さ
れ
て
い
る
品
々
の
値
が
往
時
い
か
な
る
変
動
を
し
て
い
た
の
か
提

示
し
て
い
き
た
い
。

図2　冨士山諸人参詣之図（部分）
（山梨県立博物館所蔵）
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図
1　

冨
士

諸
人

参
詣

之
図
（
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
）

　
　
　
　
　
　
　
※
品
物
名
等
の
注
記
は
筆
者
に
よ
る
。
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浜
開
港
の
際
、
日
本
を
訪
れ
た
外
国
人
が
品
物
を
買
い
去
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
の

噂
が
流
れ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
商
人
達
が
高
値
売
買
に
転
じ
て
物
価
が
上
昇
し
た
と
い
わ
れ

て
い
る

（
９
（。

さ
ら
に
、
貨
幣
制
度
の
混
乱
、
社
会
不
安
等
の
影
響
も
あ
り
、
物
価
騰
貴
は
留
ま

る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
生
活
に
困
窮
し
た
江
戸
の
庶
民
ら
は
打
ち
壊
し
を
起
こ
す
な
ど
、
強

硬
手
段
に
出
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た

（
（1
（

。

　

経
済
的
な
混
乱
、
そ
し
て
風
刺
画
需
要
の
高
ま
り
と
い
う
背
景
が
あ
る
中
で
、
今
回
取
り

上
げ
る
よ
う
な
物
価
風
刺
の
作
品
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
、
何
ら
不
思
議
は
な
い
だ
ろ
う
。
さ

ら
に
江
戸
の
町
で
は
、
富
士
登
拝
を
目
的
と
す
る
富
士
講
が
増
え
、
富
士
を
目
指
す
人
々
が

多
く
存
在
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、
富
士
登
山
を
題
材
と
し
た
本
作
は
、
人
々
の
関
心
を
よ
り

ひ
き
つ
け
、
購
買
力
を
刺
激
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
次
に
作
品
の
検
討
を
行
う
が
、
そ
の
際
同
年
に
刊
行
さ
れ
た
、
歌
川
芳
虎

（
一
八
二
八
？
～
八
七
？
）
に
よ
る
「
子
供
遊
凧
あ
げ
く
ら
べ
」
と
の
比
較
を
行
い
、
本
作

の
特
徴
を
よ
り
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

二　
「
冨
士
山
諸
人
参
詣
之
図
」
に
つ
い
て

　

検
討
を
行
う
前
に
、「
冨
士
山
諸
人
参
詣
之
図
」
の
基
本
情
報
を
記
し
て
お
く
。
大
判
三

枚
続
の
本
作
は
、
慶
応
元
年
六
月
の
出
版
で
、
版
元
は
英

は
な
ぶ
さ
や屋

文ぶ
ん
ぞ
う蔵

で
あ
る
。
作
者
の
二
代
歌

川
国
輝
は
、
歌
川
国
貞
（
一
七
八
六
～
一
八
六
四
）
門
下
の
浮
世
絵
師
で
、
幕
末
か
ら
明
治

に
か
け
て
活
躍
し
て
い
た
。
相
撲
絵
、
鉄
道
絵
な
ど
を
残
し
た
が
、
と
り
わ
け
開
化
絵
の
代

表
的
な
絵
師
の
一
人
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
他
、
風
景
画
も
手
が
け
、
正
確
な
遠
近
法
と
緻
密

な
写
実
描
写
が
特
徴
と
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

。
な
お
、
初
め
二
代
国
綱
を
名
乗
り
、
慶
応
元
年
頃
よ

り
二
代
国
輝
と
改
め
た
こ
と
か
ら
、
本
作
は
二
代
国
輝
を
称
し
て
か
ら
比
較
的
初
期
に
描
か

れ
た
も
の
に
な
る
。

表1　冨士山諸人参詣之図 品物名等一覧

※三枚続の内、（右）：一番右側、（中）：中央、（左）：一番左側に位置する錦絵をさす。   
※判断の難しい単語に関しては、語尾に「？」表記をした。   
※解読不能な文字、及びイラストは図１中には示してあるが、表1中では省略した。

食品 日用品等 その他単語

登り

（右）ぬか、豆、大豆、味噌、
麦、茶

( 中）茶、鉄（※茶・鉄とも
に山頂に座って下を見下

ろす形で描かれている）、
あさり、そば、せう
油（醤油）、油、砂糖、
水、むぎ、あん

（右）畳、桶、木、墨、筆、
はた

（中）炭、袋？（※「足」と
つなげて「足袋」か）、芝、
紅、 瀬 戸（ ※「 も の 」
とつなげて「瀬戸物」か）、
くわ、まき、糸、つ
な、 、木綿、材、蝋、
紙、下駄、傘、たばこ、
小間物、にしき、絣

（左）刀

（右）こび、じ？、しま？、せん、の、津、ひ
ごと、こ、て、わた、め、ね、渡ン、遊、
芸

（中）かね、使（※「かね」と「使」をつなげて
「金使い」か）、足（※「袋とつなげて「足
袋」か）、宿、怒り、もの（※「瀬戸」
とつなげて「瀬戸物」か）、車、手遊、染、
つけ（※「染」と「つけ」とつなげて「染付」か）、
わる、大、左、ハら、ぞう（※雑か）、ネ、
ガ、諸識？、願出？、ねん、かいと、
はる、五、はなし・講釈？、醫（医）、
山伏、出家

下り
（ 左 ） 魚、 米、 青 物、 油、

茶
（左）玉、ギヤマ（※ギヤマン

か）、紅、唐物
（左）たけ、田、フリ、定、ぶ、竹、回相、

花火、団、ごろう、うなきん（※うな
ぎか）、すおう
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は
じ
め
に

　

山
梨
県
立
博
物
館
で
は
、
二
代
歌
川
国
輝
（
一
八
三
〇
～
七
四
）
が
描
い
た
「
冨
士
山
諸

人
参
詣
之
図
」（
巻
頭
図
版
1
）
と
い
う
、
大
判
錦
絵
三
枚
続
の
浮
世
絵
作
品
を
所
蔵
し
て

い
る
。
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
に
出
さ
れ
た
本
作
は
、
富
士
登
拝
を
行
う
人
々
の
姿
が
画

面
一
面
に
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
出
版
時
の
物
価
変
動
が
山
を
登
り
下
り
す
る
人
々
の
姿

に
見
立
て
ら
れ
た
風
刺
画
で
あ
る
、
と
の
説
が
従
来
取
ら
れ
て
い
る

（
１
（。

山
を
登
る
人
々
の
衣

服
や
笠
に
書
か
れ
て
い
る
品
物
名
が
当
時
値
段
の
上
昇
し
た
も
の
、
下
山
す
る
人
々
の
笠
に

書
か
れ
て
い
る
も
の
が
、
物
価
が
下
落
し
た
も
の
だ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

筆
者
も
、
本
作
は
物
価
高
騰
に
対
す
る
風
刺
で
あ
る
と
以
前
作
品
解
説
を
執
筆
し
た
が

（
２
（、

継
続
調
査
を
行
う
中
で
、
単
純
に
物
価
変
動
の
見
立
て
で
あ
る
と
定
義
す
る
こ
と
に
、
疑
念

を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
当
時
の
物
価
変
動
に
関
す
る
資
料
等
と
の
比

較
を
踏
ま
え
た
上
で（

３
（、

本
作
の
検
討
を
改
め
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一　

制
作
背
景

　

本
作
が
世
に
出
さ
れ
た
幕
末
と
い
う
時
代
は
、
風
刺
画
が
数
多
く
生
み
出
さ
れ
た
時
期
で

あ
り
、と
り
わ
け
有
名
な
も
の
と
し
て
、天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）、歌
川
国
芳
（
一
七
九
七

～
一
八
六
二
）
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
大
判
三
枚
続
の
錦
絵
、「
源
頼
光
公
館
土
蜘
作
妖
怪
図
」

が
挙
げ
ら
れ
る
。
源
頼
光
（
九
四
八
～
一
〇
二
一
）
と
四
天
王
に
、
土
蜘
蛛
を
は
じ
め
と
す

る
妖
怪
ら
が
迫
り
来
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
が
、眠
る
頼
光
を
将
軍
徳
川
家
慶（
一
七
九
三

～
一
八
五
三
）
に
、
四
天
王
を
水
野
忠
邦
（
一
七
九
四
～
一
八
五
一
）
ら
、
そ
し
て
天
保
の

改
革
で
被
害
を
受
け
た
人
々
の
怨
念
が
、
多
く
の
妖
怪
達
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る

（
４
（。

当
時
の

幕
政
を
批
判
し
た
で
あ
ろ
う
こ
の
作
品
が
話
題
に
な
る
に
つ
れ
、
処
罰
を
恐
れ
た
版
元
が
版

木
を
削
除
し
た
と
い
う
が
、
本
作
を
模
倣
し
た
作
例
も
生
ま
れ
る
な
ど
、
江
戸
町
民
か
ら
求

め
ら
れ
て
い
た
題
材
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

（
５
（。

な
お
、
小
泉
雅
弘
氏
は
風
刺
画
の
受
容
層
と

し
て
、
政
治
的
な
関
心
も
含
め
て
文
化
的
素
養
が
あ
る
人
々
を
ま
ず
挙
げ
て
い
る
が
、
既
に

示
し
た
国
芳
の
「
源
頼
光
公
館
土
蜘
作
妖
怪
図
」
や
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
の
大
地
震

後
に
大
量
刊
行
さ
れ
た
鯰
絵（

６
（、

戊
辰
戦
争
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
風
刺
画
な
ど
、
社
会
現
象
等

と
相
ま
っ
て
不
特
定
多
数
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
状
況
も
指
摘
し
て
い
る

（
７
（。

　

ま
た
、
天
保
の
改
革
に
よ
っ
て
錦
絵
の
色
数
が
制
限
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
豪
奢
な
作
品

を
生
み
出
す
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
錦
絵
の
一
枚
あ
た
り
の
売
値
価
格
が

定
め
ら
れ
た
こ
と
に
起
因
し
、
少
な
く
な
っ
た
収
入
を
埋
め
る
た
め
、
版
元
は
大
量
に
印
刷

し
て
販
売
し
、
少
し
で
も
利
益
を
求
め
る
傾
向
に
走
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る

（
８
（。

そ
の
結
果
、

当
時
の
社
会
情
勢
を
批
判
し
た
時
事
的
な
風
刺
を
伴
う
錦
絵
の
売
れ
行
き
が
高
い
こ
と
か

ら
、
そ
う
し
た
種
類
の
作
品
が
多
く
作
ら
れ
、
世
に
出
さ
れ
た
と
い
う
。

　

経
済
的
な
混
乱
も
こ
の
時
期
生
じ
て
お
り
、
と
り
わ
け
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
の
横

二
代
国
輝
筆
「
冨
士
山
諸
人
参
詣
之
図
」
に
関
す
る
一
考
察

松　

田　

美
沙
子
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勤
し
て
い
る
。

（
77
）
三
郎
次
郎
は
宝
永
五
年
閏
正
月
二
九
日
を
初
見
と
し
、
家
宣
将
軍
就
任
以
前
は
同
年
三
月
一
日
と
合
わ
せ

て
二
回
の
み
の
出
勤
で
あ
る
。
将
軍
就
任
後
は
正
徳
二
年
二
月
七
日
ま
で
、
二
二
六
回
の
出
勤
が
確
認
で

き
る
。

（
78
）
こ
こ
で
は
「
治
兵
衛
」
と
「
次
兵
衛
」
は
別
個
に
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
が
、
音
が
同
じ
で
あ
る
た
め
書
き

分
け
ら
れ
て
い
な
い
可
能
性
も
高
い
。
仮
に
「
治
兵
衛
」
と
「
次
兵
衛
」
が
同
一
人
物
で
あ
っ
た
場
合
、

出
勤
回
数
は
五
七
回
と
な
っ
て
彦
右
衛
門
よ
り
多
く
な
る
。
次
兵
衛
の
初
見
は
家
宣
将
軍
就
任
後
の
宝
永

六
年
四
月
七
日
、
治
兵
衛
は
同
年
四
月
一
五
日
で
あ
る
。
ま
た
彦
右
衛
門
は
同
じ
く
家
宣
将
軍
就
任
後
の

宝
永
六
年
四
月
七
日
に
初
め
て
登
場
し
、
正
徳
二
年
二
月
七
日
ま
で
二
四
一
回
出
勤
し
て
い
る
。

（
7（
）
こ
の
平
準
化
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
先
の
中
条
直
景
の
出
勤
回
数
が
増
え
た
こ
と
と
関
連
し
て
、
役
者
た

ち
が
出
勤
を
分
担
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。
今
回
は
囃
子
方
を
個
別
に
分
析
し
た

が
、
ひ
と
ま
と
ま
り
に
四
囃
子
の
編
成
を
追
う
こ
と
で
平
準
化
の
要
因
が
み
え
て
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
80
）
こ
の
こ
と
に
よ
り
、「
甲
府
様
御
人
衆
中
分
限
帳
」
末
尾
の
「
御
出
入
の
分
」
の
記
載
は
元
禄
八
年
段
階
の

も
の
で
は
な
く
、
宝
永
六
年
以
降
に
書
き
足
さ
れ
た
可
能
性
が
濃
厚
と
な
っ
た
。
甲
府
徳
川
家
が
消
滅
し

た
後
、
い
つ
ま
で
「
甲
府
様
」
と
い
う
意
識
や
家
臣
団
の
ま
と
ま
り
が
存
在
し
て
い
た
の
か
を
考
え
る
材

料
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
81
）
た
だ
し
、
さ
き
に
み
た
山
田
市
之
丞
の
よ
う
に
、
番
組
に
名
前
の
現
れ
な
い
役
や
裏
方
と
し
て
の
働
き
が

期
待
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
彼
ら
が
解
雇
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
8（
）
前
掲
註
（
１
）
深
井
論
文
。

（
8（
）
前
掲
註
（
１
）
深
井
論
文
な
ど
。

（
8（
）
前
掲
註
（
３
）
米
田
論
文
。

付
記

　

本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
宮
城
県
図
書
館
の
上
田
真
奈
子
氏
を
は
じ
め
と
す
る
同
館
み
や

ぎ
資
料
室
の
み
な
さ
ま
に
は
、
資
料
調
査
に
あ
た
っ
て
便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
だ
い
た
。
末

筆
な
が
ら
記
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

（
山
梨
県
立
博
物
館
）
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（
5（
）
前
掲
註
（
８
）
表
論
文
ほ
か
。

（
5（
）
さ
ら
に
い
え
ば
、「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
が
、
家
宣
や
そ
の
側
近
の
演
能
に
お

い
て
、
シ
テ
ツ
レ
や
後
見
、
地
謡
な
ど
と
し
て
中
条
直
景
と
も
ど
も
参
加
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
5（
）
深
井
雅
海
「
元
禄
～
正
徳
期
に
お
け
る
「
側
用
人
政
治
」
―
柳
沢
吉
保
と
間
部
詮
房
の
伝
達
・
取
り
次
ぎ

機
能
を
中
心
に
―
」（
同
『
徳
川
将
軍
政
治
権
力
の
研
究
』
一
九
九
一
年
五
月
）
お
よ
び
前
掲
註
（
５
）
福

留
論
文
な
ど
。

（
55
）
前
掲
註
（
（6
）
表
論
文
。

（
56
）「
元
日
小
諷
」
や
「
小
謡
」
は
除
外
し
て
い
る
。
ま
た
宝
永
七
年
五
月
一
八
日
の
「
御
能
」
の
会
で
は
、《
芦

刈
》
の
シ
テ
ツ
レ
を
務
め
て
い
る
（
シ
テ
は
「
上
」
こ
と
家
宣
）
が
、
こ
れ
も
除
外
し
た
。

（
57
）『
史
料
纂
集 

古
記
録
編 

一
三 

隆
光
僧
正
日
記
三
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
〇
年
九
月
）
な
ど
に

よ
れ
ば
、
中
条
直
景
が
宝
永
五
年
ま
で
綱
吉
周
辺
の
能
で
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
58
）
し
か
し
な
が
ら
、家
宣
・
詮
房
と
直
景
の
三
名
だ
け
で
こ
の
年
の
催
し
の
半
分
以
上
の
シ
テ
を
務
め
て
お
り
、

い
か
に
こ
れ
ら
の
催
し
が
家
宣
と
そ
の
側
近
だ
け
で
行
わ
れ
て
い
た
か
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

（
5（
）「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
に
日
付
と
催
し
の
名
目
、
あ
る
い
は
番
組
の
記
載
が
あ
る
も
の
を
一
つ
の
催

し
と
し
て
数
え
て
い
る
。
一
日
に
複
数
番
の
能
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
催
し
も
、
日
付
と
催
し
の
名
目
の
み

が
記
さ
れ
て
内
容
が
明
ら
か
で
な
い
催
し
も
同
等
に
扱
っ
た
。

（
60
）
宝
永
五
年
八
月
十
九
日
、
家
宣
の
《
蝉
丸
》
に
続
け
て
上
演
さ
れ
た
《
山
姥
》
に
は
シ
テ
の
注
記
が
な
い
。

こ
れ
を
家
宣
に
よ
る
も
の
だ
と
す
る
と
同
年
の
上
演
曲
数
は
一
二
五
番
と
な
る
。
な
お
こ
れ
ま
で
の
行
論

で
は
、
右
の
《
山
姥
》
は
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
な
い
。

（
61
）
以
下
主
馬
が
九
番
、伊
予
守
が
七
番
、徳
川
綱
吉
が
六
番
、外
記
・
三
十
郎
・
宝
生
大
夫
が
五
番
、観
世
大
夫
・

九
郎
・
金
剛
大
夫
が
三
番
、
金
春
大
夫
・
七
郎
・
大
納
言
・
丹
次
郎
・
豊
前
守
が
二
番
、
伊
勢
守
・
大
久

保
大
蔵
少
輔
・
喜
多
数
馬
・
喜
多
道
叔
・
刑
部
少
輔
・
大
学
・
八
右
衛
門
・
松
平
伊
勢
守
・
松
平
刑
部
少
輔
・

松
平
式
部
少
輔
・
松
平
但
馬
守
が
そ
れ
ぞ
れ
一
番
と
な
っ
て
い
る
。

（
6（
）
一
方
、
喜
多
家
の
家
督
を
継
い
で
い
た
四
世
七
大
夫
梅
能
は
、「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
に
は
六
回
し

か
登
場
し
な
い
（
宝
永
三
年
七
月
一
一
日
《
石
橋
》
と
《
橋
弁
慶
》、
宝
永
四
年
五
月
一
八
日
に
《
葵
上
》

と
《
正
尊
》、
正
徳
元
年
「
同
」
二
五
日
（
特
定
で
き
ず
）
に
《
賀
茂
》
と
《
望
月
》
を
舞
っ
て
い
る
）。

他
の
大
夫
は
宝
生
大
夫
が
三
八
回
（「
保
生
」
大
夫
を
含
む
）、
金
剛
大
夫
が
一
九
回
、
金
春
大
夫
が
一
四

回
（「
今
春
」
大
夫
を
含
む
）、
観
世
大
夫
が
七
回
と
な
っ
て
お
り
、
喜
多
の
大
夫
は
最
も
出
勤
が
少
な
い
。

（
6（
）
前
掲
註
（
10
）。
な
お
、
甲
府
藩
の
家
臣
の
書
上
げ
は
、
他
に
「
甲
府
殿
御
分
限
帳
」（『
甲
斐
叢
書 

七
巻
』

甲
斐
叢
書
刊
行
会
、
一
九
七
四
年
一
一
月
）、「
甲
府
分
限
帳
」（
鯖
江
市
舟
津
神
社
所
蔵
）、「
甲
府
黄
門
次

郎
様
臣
下
録
」（『
山
梨
県
史 

資
料
編
八 

近
世
一
』
山
梨
県
、
一
九
九
八
年
三
月
）
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る

（
前
掲
註
（
１
）
深
井
論
文
ほ
か
）。

（
6（
）
以
下
後
見
に
斎
藤
治
左
衛
門
、
御
衣
装
着
に
小
森
茂
右
衛
門
、
地
頭
に
斎
藤
与
右
衛
門
、
野
村
利
兵
衛
、

地
謡
に
日
吉
市
郎
右
衛
門
ほ
か
八
名
、
造
物
師
に
吉
田
長
兵
衛
、
狂
言
師
に
長
命
勘
左
衛
門
、
山
本
太
郎

左
衛
門
、
井
口
勘
兵
衛
、
子
方
に
斎
藤
七
之
助
、
横
田
七
三
郎
ら
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
65
）『
甲
府
市
史 

史
料
編 

第
二
巻 

近
世
Ⅰ
（
町
方
１
）』
で
は
、
幸
清
六
を
「
森
清
六
」
で
は
な
い
か
、
と
し

て
い
る
が
、
観
世
座
付
の
幸
流
の
小
鼓
方
に
同
名
の
人
物
が
い
る
た
め
、
底
本
通
り
で
よ
い
と
考
え
る
。

（
66
）
長
命
勘
左
衛
門
は
「
狂
言
師
」
と
「
御
出
入
の
分
」
双
方
に
記
述
が
み
ら
れ
る
。
前
者
で
は
待
遇
が
「
金

三
枚
七
人
扶
持
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
「
金
拾
両
」
と
な
っ
て
い
る
。
待
遇
が
変
わ
っ
た
た
め

追
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
67
）
前
掲
註
（
１
）
深
井
論
文
。

（
68
）「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
に
は
「
市
之
允
」
や
「
市
之
進
」
と
い
っ
た
表
記
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら

も
山
田
市
之
丞
を
指
す
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
6（
）
こ
の
時
期
の
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
に
は
錯
簡
が
み
ら
れ
、
日
付
が
特
定
で
き
な
い
催
し
も
多
い
。

し
か
し
こ
の
《
嵐
山
》
が
行
わ
れ
た
能
会
は
、
同
じ
会
で
家
宣
に
よ
る
《
八
島
》
の
演
能
が
み
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、「
文
昭
院
殿
御
実
紀
」
に
よ
っ
て
正
徳
元
年
七
月
晦
日
で
あ
る
と
特
定
で
き
る
。

（
70
）
正
徳
元
年
以
降
、
シ
テ
ツ
レ
や
ワ
キ
ツ
レ
に
つ
い
て
の
記
述
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
先
に
み
た
が
、
そ
れ
以

前
の
記
録
が
な
い
箇
所
で
も
、
お
そ
ら
く
同
様
に
出
勤
し
て
い
た
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
71
）
た
だ
し
二
回
と
も
シ
テ
は
家
宣
で
、「
松
平
美
濃
守
」
こ
と
柳
沢
吉
保
邸
で
の
演
能
で
あ
っ
た
。

（
7（
）「
権
八
」
を
含
め
て
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
。

（
7（
）
な
お
〔
史
料
１
〕
で
は
家
宣
が
演
じ
た
《
邯
鄲
》
に
つ
い
て
、
大
鼓
が
葛
野
市
郎
兵
衛
、
小
鼓
が
幸
清
六
、

太
鼓
が
「
権
八
」（
観
世
権
八
郎
か
）
で
あ
り
、
笛
の
藤
田
庄
兵
衛
を
除
い
て
甲
府
以
来
の
お
抱
え
役
者
が

そ
ろ
っ
て
出
勤
し
て
い
る
。
西
丸
入
り
直
後
か
ら
将
軍
就
任
ま
で
、
彼
ら
が
家
宣
の
奥
向
き
演
能
を
担
っ

て
い
た
。

（
7（
）
広
崎
新
助
と
長
命
勘
左
衛
門
に
つ
い
て
は
、
そ
の
名
前
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
75
）
な
お
大
鼓
の
忠
右
衛
門
に
つ
い
て
は
、「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
で
は
家
宣
将
軍
就
任
後
最
初
の
能
の

会
で
あ
っ
た
宝
永
六
年
四
月
七
日
か
ら
正
徳
二
年
正
月
二
六
日
ま
で
、
二
二
八
回
の
出
勤
が
確
認
で
き
る
。

（
76
）
川
村
五
兵
衛
は
宝
永
六
年
の
家
宣
将
軍
就
任
以
前
は
宝
永
三
年
一
〇
月
九
日
、
同
四
年
八
月
二
五
日
、
同

五
年
閏
正
月
二
九
日
、
同
年
三
月
一
日
の
四
回
し
か
出
勤
を
確
認
で
き
な
い
が
、
家
宣
将
軍
就
任
後
の
最

初
の
能
の
会
が
行
わ
れ
た
宝
永
六
年
四
月
七
日
以
降
、
正
徳
二
年
二
月
七
日
ま
で
の
期
間
に
二
〇
七
回
出
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（
（0
）
宝
永
三
年
一
一
月
二
六
日
、
同
年
一
二
月
一
一
日
、
宝
永
四
年
正
月
三
日
、
同
年
二
月
朔
日
、
同
年
三
月

二
七
日
、
宝
永
五
年
正
月
三
日
、
同
年
八
月
一
八
日
、
宝
永
六
年
正
月
三
日
、
同
年
四
月
七
日
、
宝
永
七

年
正
月
一
三
日
、
同
年
一
一
月
六
日
、
宝
永
八
（
正
徳
元
）
年
三
月
一
三
日
。

（
（1
）
宝
永
三
年
七
月
一
九
日
、同
年
九
月
二
一
日
、同
年
一
二
月
五
日
、宝
永
四
年
二
月
一
九
日
、同
年
三
月
七
日
、

宝
永
五
年
四
月
一
八
日
、
宝
永
七
年
二
月
二
九
日
、
同
年
三
月
一
二
日
、
同
年
四
月
二
三
日
、
同
年
閏
八

月
一
五
日
、
正
徳
二
年
三
月
七
日
。

（
（（
）
宝
永
三
年
七
月
一
日
、
同
四
日
、
同
年
一
二
月
朔
日
、
宝
永
四
年
正
月
四
日
、
同
年
五
月
二
七
日
、
宝
永

五
年
七
月
二
六
日
、
同
年
九
月
一
三
日
、
宝
永
六
年
七
月
三
日
、
宝
永
七
年
五
月
一
八
日
、
宝
永
八
（
正

徳
元
）
年
一
〇
月
一
八
日
。

（
（（
）
宝
永
三
年
七
月
一
九
日
、
同
年
一
二
月
九
日
、
宝
永
四
年
正
月
四
日
、
同
年
九
月
五
日
、
宝
永
六
年
五
月

一
一
日
、
同
年
八
月
二
一
日
、
宝
永
七
年
三
月
二
七
日
、
宝
永
八
（
正
徳
元
）
年
正
月
二
五
日
、
同
年
五

月
二
一
日
、
同
年
一
一
月
五
日
。

（
（（
）
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
表
氏
の
み
の
責
に
帰
す
べ
き
誤
り
で
は
な
い
。
今
の
よ
う
に
表
計
算
ソ
フ
ト
を
用
い

た
分
析
が
ま
だ
さ
ほ
ど
自
由
に
で
き
な
か
っ
た
な
ど
の
時
代
状
況
に
よ
る
制
約
は
あ
ろ
う
。
た
だ
何
よ
り

も
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
が
学
界
に
共
有
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
い
と
考
え
る
。

（
（5
）
表
氏
は
宝
永
五
年
・
六
年
・
七
年
を
家
宣
に
よ
る
演
能
回
数
の
例
と
し
て
挙
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
宝
永
五

年
に
演
じ
た
曲
を
一
二
三
番
、
同
六
年
を
四
六
番
、
同
七
年
を
「
一
一
〇
番
以
上
」
と
し
て
お
り
、
こ
こ

で
も
筆
者
に
よ
る
分
析
と
数
値
に
ズ
レ
が
出
て
い
る
（
前
掲
註
（
８
）
表
論
文
）。
な
お
宝
永
三
年
は
お
よ

そ
半
年
、
正
徳
二
年
は
お
よ
そ
三
か
月
の
記
録
し
か
な
い
た
め
、
上
演
回
数
も
少
な
い
。

（
（6
）
前
掲
註
（
８
）
表
論
文
。

（
（7
）「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
で
は
宝
永
四
年
、
同
五
年
に
正
月
一
〇
日
の
演
能
の
記
録
が
あ
る
。

（
（8
）「
二
十
日
…
生
類
あ
は
れ
み
の
事
は
、　　

先
代
の
こ
と
く
い
よ
〳
〵
守
る
べ
き
御
む
ね
と
い
へ
ど
も
、
そ
れ

に
よ
り
下
民
艱
困
す
る
よ
し
聞
し
召
し
た
れ
ば
、
今
よ
り
後
を
の
を
の
心
を
い
れ
、
こ
の
事
に
よ
て
、
下

民
の
愁
と
な
ら
ず
、
刑
法
も
た
ち
、
罪
の
出
く
る
事
有
ま
じ
く
は
か
ら
ふ
べ
し
」（「
文
昭
院
殿
御
実
紀
」

宝
永
六
年
一
月
二
〇
日
条
）。

（
（（
）「
廿
二
日
…　
　

霊
柩
を
北
刎
橋
よ
り
発
引
せ
ら
る
」（「
文
昭
院
殿
御
実
紀
」宝
永
六
年
一
月
二
二
日
条
）、「
廿

八
日
、
山
に
て
大
葬
行
は
る
」（
同
二
八
日
条
）。

（
（0
）「
三
日
、
け
ふ
よ
り　

上
様
と
称
し
奉
る
」（「
文
昭
院
殿
御
実
紀
」
宝
永
六
年
二
月
三
日
条
）

（
（1
）「
文
昭
院
殿
御
実
紀
」
宝
永
六
年
三
月
二
六
日
条
。

（
（（
）「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
宝
永
六
年
四
月
七
日
条
お
よ
び
「
文
昭
院
殿
御
実
紀
」
宝
永
六
年
四
月
七
日
条
。

演
目
も
一
致
し
て
い
る
。

（
（（
） 「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
宝
永
六
年
五
月
朔
日
条
。

（
（（
）
た
だ
し
移
徒
後
の
宝
永
六
年
一
一
月
二
二
日
か
ら
以
降
、
一
二
月
二
九
日
に
い
た
る
演
能
の
記
録
は
、 「
御

城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
で
は
催
し
の
存
在
を
示
す
の
み
で
そ
の
内
容
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
な
お

一
一
月
二
五
日
は
《
采
女
》・《
春
日
龍
神
》、
翌
一
二
月
一
三
日
に
は
《
野
宮
》
を
家
宣
が
演
じ
て
い
る
こ

と
が
「
文
昭
院
殿
御
実
紀
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
条
か
ら
判
明
す
る
。

（
（5
） 「
七
日
…
奥
能
あ
り
、
天
鼓
を
御
所
作
あ
り
」（「
文
昭
院
殿
御
実
紀
」
正
徳
二
年
六
月
七
日
条
）。

（
（6
）
間
部
詮
房
の
演
能
活
動
な
ど
に
つ
い
て
は
表
章
「
第
六
章 

喜
多
大
夫
の
時
代
―
三
世
以
後
―
」（
同
『
喜
多

流
の
成
立
と
展
開
』
平
凡
社
、
一
九
九
四
年
八
月
）。
に
詳
し
い
。

（
（7
）
前
掲
註
（
（6
）
表
論
文
。

（
（8
）
西
丸
に
お
け
る
間
部
詮
房
の
側
用
人
と
し
て
の
職
務
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
5
）
福
留
論
文

参
照
。

（
（（
）
た
と
え
ば
宝
永
三
年
八
月
一
一
日
に
は
《
江
口
》・《
籠
太
鼓
》・《
是
界
》、
同
二
五
日
に
は
《
松
風
》・《
鳥
追
》・

《
熊
坂
》、
同
年
九
月
二
三
日
に
は
《
定
家
》・《
枕
慈
童
》・《
野
守
》
を
そ
れ
ぞ
れ
演
じ
て
い
る
。

（
50
）
こ
の
年
、
最
も
多
く
シ
テ
を
演
じ
た
の
は
「
丹
波
守
」
こ
と
中
条
直
景
（
喜
多
七
大
夫
宗
能
）
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
51
）
前
掲
註
（
８
）
表
論
文
ほ
か
。
そ
こ
で
は
綱
吉
時
代
の
稀
曲
と
し
て
「〈
淡
路
・
碇
潜
・
雨
月
・
歌
占
・
烏

帽
子
折
・
追
掛
鈴
木
・
大
蛇
・
大
原
御
幸
・
郭
巨
・
合
浦
・
鐘
引
・
菊（

マ
マ
（

士
童
・
清
重
・
草
薙
・
現
在
熊
坂
・
碁
・

降
魔
・
逆
矛
・
七
人
猩
々
・
住
吉
詣
・
蟬
丸
・
草
紙
洗
・
孫
思
邈
・
大
般
若
・
大
瓶
猩
々
・
大
木
・
第
六
天
・

涿
鹿
・
忠
信
・
湛
海
・
鶴
亀
・
鳶
窟
・
鶏
竜
田
・
富
士
山
・
枕
慈
童
・
松
山
（
松
山
天
狗
）・
水
無
瀬
・
行

家
・
楽
天
竜
神
・
竜
頭
大
夫
・
竜
虎
〉」
の
四
一
曲
を
挙
げ
、
家
宣
期
に
は
さ
ら
に
西
丸
時
代
に
「〈
飛
鳥
川
・

愛
宕
空
也
・
生
贄
・
一
来
法
師
・
厳
島
・
稲
荷
・
河
水
・
神
有
月
・
帰
雁
・
清
時
・
現
在
七
面
・
現
在
巴
・

伍
子
胥
・
胡
蝶
・
五
筆
・
犀
・
桜
間
・
信
貴
山
・
樒
天
狗
・
七
面
・
俊
成
忠
度
・
正
儀
世
守
・
聖
徳
西
王
母
・

関
原
・
太
施
太
子
・
橘
・
七
夕
・
玉
津
島
竜
神
・
玉
椿
・
錦
戸
・
野
口
判
官
・
信
連
・
花
軍
・
浜
川
・
一

本
菊
・
豊
干
・
藤
・
星
・
舞
車
・
松
浦
梅
・
三
山
・
吉
野
天
人
・
弱
法
師
・
竜
頭
大
夫
・
呂
后
・
籠
祇
王
〉」

の
四
六
曲
、
将
軍
就
任
後
に
「〈
飛
鳥
寺
・
悪
源
太
・
鶯
・
䑓
・
鵜
祭
・
浦
島
・
梅
若
・
鹿
島
・
神
渡
・
賀

茂
物
狂
・
菅
丞
相
・
貴
船
・
砧
・
黒
川
・
護
法
・
維
盛
・
座
敷
論
・
実
方
・
佐
保
山
・
三
笑
・
住
吉
橋
姫
・

高
安
・
陀
羅
尼
落
葉
・
土
車
・
鼓
滝
・
露
・
泣
不
動
・
箱
崎
・
橋
立
竜
神
・
花
櫓
・
花
孝
養
・
常
陸
帯
・

人
丸
・
羊
・
不
断
桜
・
満
仲
・
身
延
・
御
裳
濯
・
守
屋
・
安
犬
・
柳
・
八
幡
・
横
山
〉」
の
四
三
曲
が
上
演

さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
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て
「
演
能
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

（
8
）
表
章
「
一 

能
楽
史
概
説
」（
表
章
・
天
野
文
雄
『
岩
波
講
座 

能
・
狂
言 

一 

能
楽
の
歴
史
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
七
年
三
月
）。

（
（
）
前
掲
註
（
８
）
表
論
文
。

（
10
）
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）「
甲
府
様
御
人
衆
中
分
限
帳
」（『
甲
府
市
史 

史
料
編 

第
二
巻 

近
世
Ⅰ
（
町
方
１
）』

一
〇
八
号
、
一
九
八
七
年
三
月
）。
詳
し
く
は
第
三
章
で
考
察
す
る
。
な
お
、
同
史
料
の
原
本
は
山
梨
県
立

博
物
館
所
蔵
甲
州
文
庫
、
歴
｜
二
〇
〇
五
｜
〇
〇
三
｜
〇
一
二
九
二
〇
。

（
11
）
前
掲
註
（
３
）
米
田
論
文
。

（
1（
）
本
来
で
あ
れ
ば
、
本
史
料
に
つ
い
て
一
部
な
り
と
も
史
料
紹
介
を
し
た
う
え
で
そ
の
分
析
を
発
表
す
る
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
今
回
は
史
料
紹
介
に
つ
い
て
は
見
送
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
本
史
料

は
当
該
期
の
能
楽
を
巡
る
状
況
や
家
宣
の
周
辺
の
状
況
を
考
え
る
た
め
の
非
常
に
重
要
な
史
料
で
あ
る
こ

と
は
論
を
ま
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
後
何
ら
か
の
機
会
を
得
て
紹
介
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
1（
）
所
蔵
す
る
宮
城
県
図
書
館
で
も
デ
ジ
タ
ル
化
・
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
な
ど
の
処
置
が
行
わ
れ
て
い
な
い

た
め
、
今
の
と
こ
ろ
、
本
史
料
か
ら
情
報
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
原
本
に
あ
た
る
ほ
か
は
な
い
。
閲
覧
に
際

す
る
手
続
き
は
非
常
に
簡
素
で
利
便
性
は
確
保
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
研
究
資
源
の
共
有
と
い
う
点
、

お
よ
び
資
料
保
存
の
観
点
か
ら
、
前
掲
註
（
1（
）
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
活
字
化
し

た
い
。

（
1（
）
宮
城
県
図
書
館
編
、
一
九
八
七
年
三
月
。
請
求
記
号
伊
七
七
四
／
三
八
。

（
15
）
た
だ
し
、
二
巻
の
末
尾
の
重
複
部
分
に
は
会
が
あ
っ
た
こ
と
だ
け
が
記
さ
れ
、
番
組
な
ど
の
記
載
が
み
ら

れ
な
い
た
め
、
曲
数
を
カ
ウ
ン
ト
す
る
際
に
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

（
16
）
た
だ
、
こ
う
し
た
内
容
を
も
つ
本
史
料
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
伊
達
文
庫
、
す
な
わ
ち
仙
台
藩
伊
達
家

の
蔵
書
に
な
っ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
17
）
家
宣
の
演
能
活
動
の
全
体
像
に
迫
る
に
は
、
家
宣
に
つ
い
て
記
し
た
「
文
昭
院
殿
御
実
紀
」（『
国
史
大
系 

第
四
四
巻 

徳
川
実
紀 

第
七
編
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
一
〇
月
）
な
ど
の
記
述
と
突
き
合
わ
せ
て

い
く
作
業
が
必
要
と
な
ろ
う
。
な
お
以
後
、「
文
昭
院
殿
御
実
紀
」
に
つ
い
て
は
同
書
に
よ
る
こ
と
と
し
、

出
典
の
註
記
を
省
略
す
る
。

（
18
）「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
一
巻
の
冒
頭
部
分
。
以
下
、
同
史
料
か
ら
の
引
用
は
「
宝
永
三
年
六
月
二
五

日
条
」
と
い
っ
た
よ
う
に
表
記
す
る
。

（
1（
）
浜
御
殿
は
家
宣
の
父
で
あ
る
徳
川
綱
重
が
四
代
家
綱
か
ら
与
え
ら
れ
、
屋
敷
地
と
し
た
も
の
で
、
家
宣
の

代
に
な
っ
て
か
ら
将
軍
の
別
邸
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。

（
（0
）
催
し
の
日
程
の
間
隔
に
つ
い
て
、
筆
者
の
計
算
に
よ
れ
ば
全
体
の
平
均
は
お
よ
そ
三
・
六
日
ほ
ど
で
あ
る
。

（
（1
） 

表
章
「
二 

能
の
変
遷
」（
表
章
・
天
野
文
雄
『
岩
波
講
座 

能
・
狂
言 

一 

能
楽
の
歴
史
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
七
年
三
月
）
お
よ
び
同
「
演
能
所
要
時
間
の
推
移
」（『
日
本
文
學
誌
要
』
第
三
六
号
、
一
九
八
七

年
三
月
）。

（
（（
）
本
来
な
ら
ば
能
、
舞
囃
子
、
仕
舞
、
素
謡
な
ど
の
そ
れ
ぞ
れ
に
区
分
し
て
分
析
を
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、

本
史
料
で
は
そ
れ
ら
の
区
別
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
や
む
を
得
ず
一
括
し
て
取
り
扱
う
。
こ
の
方
法
で

も
当
該
期
に
お
け
る
能
楽
愛
好
の
傾
向
を
知
る
こ
と
は
で
き
る
と
考
え
る
。
な
お
、
狂
言
に
つ
い
て
は
、

家
宣
自
身
の
演
能
活
動
と
の
関
わ
り
が
薄
い
の
で
、
本
稿
で
は
分
析
を
割
愛
す
る
。

（
（（
）「
文
昭
院
殿
御
実
紀
」
に
よ
り
、「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
を
補
え
る
箇
所
も
あ
る
が
、右
に
み
た
よ
う
な
、

「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
と
違
う
部
分
を
ど
の
よ
う
に
整
合
的
に
考
え
、
統
計
的
に
処
理
を
す
る
か
と

い
う
問
題
が
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」

に
書
か
れ
て
い
る
内
容
か
ら
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
し
、「
文
昭
院
殿
御
実
紀
」
と
の
照
合
お
よ
び
家
宣
の

奥
能
の
全
体
像
に
つ
い
て
の
考
察
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
（（
）
家
宣
側
近
の
面
々
に
は
、
喜
多
流
の
能
役
者
が
多
く
、
家
宣
自
身
、
お
よ
び
甲
府
徳
川
家
も
喜
多
流
で
あ
っ

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
表
章
「
第
五
章 

古
七
大
夫
の
後
継
者
た
ち
」（
同
『
喜
多
流
の
成
立
と
展
開
』

平
凡
社
、
一
九
九
四
年
八
月
）
参
照
。

（
（5
）
前
掲
註
（
８
）
表
論
文
。

（
（6
）
宝
永
四
年
四
月
二
五
日
、
宝
永
五
年
九
月
一
一
日
、
同
年
一
〇
月
晦
日
、
宝
永
七
年
二
月
二
三
日
、
同
年

四
月
四
日
、
同
年
五
月
六
日
、
宝
永
八
（
正
徳
元
）
年
二
月
二
二
日
、
同
年
一
〇
月
一
三
日
、
正
徳
二
年

二
月
一
一
日
。
た
だ
し
宝
永
七
年
正
月
一
八
日
の
《
黒
塚
》
に
つ
い
て
、「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
で

は
シ
テ
の
名
前
が
書
か
れ
て
い
な
い
が
、「
文
昭
院
殿
御
実
紀
」
で
は
こ
れ
を
家
宣
が
舞
っ
た
と
し
て
い
る

た
め
、
こ
れ
を
算
入
す
れ
ば
一
〇
回
と
な
る
。

（
（7
）
他
に
宝
永
五
年
閏
正
月
一
日
で
も
「
御
」
が
《
龍
田
》、「
上
」
が
《
是
界
》
を
演
じ
て
い
る
こ
と
が
書
き

分
け
ら
れ
て
い
る
。

（
（8
）
前
掲
註
（
（7
）
の
と
お
り
、「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
で
も
宝
永
五
年
閏
正
月
一
日
に
綱
吉
の
演
能
が

確
認
で
き
る
。

（
（（
）
宝
永
三
年
七
月
一
日
、
同
一
〇
日
、
同
年
九
月
一
九
日
、
同
年
一
二
月
五
日
、
宝
永
四
年
正
月
二
三
日
、

宝
永
五
年
四
月
一
八
日
、
同
年
九
月
二
一
日
、
宝
永
六
年
七
月
二
七
日
、
同
年
一
〇
月
二
一
日
、
宝
永
七

年
正
月
二
一
日
、
同
年
一
〇
月
二
九
日
、
宝
永
八
（
正
徳
元
）
年
「
同
」（
七
月
）
二
九
日
（「
文
昭
院
殿

御
実
紀
」
に
よ
り
特
定
）、
正
徳
二
年
正
月
二
五
日
。
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甲
府
藩
以
来
の
お
抱
え
役
者
の
多
く
が
姿
を
消
す
一
方
、
家
宣
の
将
軍
就
任
後
の
催
し
か

ら
新
た
に
名
前
が
現
れ
る
も
の
や
、
出
勤
回
数
が
激
増
す
る
も
の
が
確
認
で
き
た

（
11
（

。
宝
永
六

年
の
家
宣
将
軍
就
任
は
、
甲
府
藩
以
来
の
お
抱
え
能
役
者
た
ち
に
と
っ
て
も
そ
の
運
命
を
左

右
す
る
大
き
な
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
家
宣
が
将
軍
と
し
て
好
み
の
役
者
を
抜
擢

し
、
自
身
主
催
の
能
・
舞
囃
子
に
出
勤
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
と
、
お
抱
え
の
役
者
た
ち
も
そ

の
技
量
に
よ
っ
て
選
抜
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う

（
1（
（

。
甲
府
藩
士
の
表
向
役

人
へ
の
進
出
に
つ
い
て
は
、
深
井
雅
海
氏
が
示
し
て
い
る
が

（
11
（

、
そ
れ
と
対
置
さ
れ
る
「
奥
」、

そ
れ
も
家
宣
の
趣
味
的
活
動
の
世
界
で
は
、
能
役
者
た
ち
は
厳
し
い
「
実
力
主
義
」
の
波
に

さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

徳
川
家
宣
と
そ
の
側
近
に
よ
る
「
奥
能
」
の
記
録
で
あ
る
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」

の
基
礎
的
分
析
に
基
づ
き
、
家
宣
と
そ
の
側
近
の
演
能
活
動
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
、
宝
永

六
年
の
家
宣
将
軍
就
任
を
機
に
、「
奥
能
」
の
担
い
手
た
ち
が
大
き
く
入
れ
替
わ
っ
て
い
く

こ
と
を
示
し
た
。
こ
れ
ま
で
家
宣
の
側
近
層
の
多
く
は
甲
府
藩
以
来
の
家
臣
と
さ
れ
て
き
て

い
た
が

（
11
（

、「
奥
能
」
を
つ
か
さ
ど
る
能
役
者
た
ち
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
必
ず
し
も
あ
て
は
ま

ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
将
軍
と
な
っ
て
、「
奥
能
」
を
よ
り
自
分
好
み
に
自
由
に
ア

レ
ン
ジ
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
家
宣
の
前
で
、
能
役
者
た
ち
は
そ
の
技
芸
が
家
宣
の
好
み
に

合
う
か
ど
う
か
厳
し
く
吟
味
さ
れ
、
好
み
に
適
合
で
き
た
者
だ
け
が
そ
の
後
も
家
宣
主
催
の

舞
台
に
立
ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
に
記
さ
れ
る

催
し
が
、
家
宣
の
私
的
な
好
み
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
家
宣
政
権
の
「
表
」
と
「
奥
」
を
考
え
る
う
え
で
間
部
詮
房
の
役
割
が
極
め
て
大

き
い
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
。「
奥
」
の
世
界
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
新
井
白
石

（
11
（

と

は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
、「
表
」
と
「
奥
」、
両
方
を
行
き
来
す
る
家
宣
に
と
っ
て
、「
奥
」

に
お
け
る
間
部
詮
房
の
存
在
感
は
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。「
表
」
の
世
界
で
の
家
宣
や

間
部
詮
房
、
新
井
白
石
ら
に
よ
る
政
権
運
営
を
考
え
る
際
に
、「
奥
」
に
お
け
る
詮
房
の
立

場
を
も
っ
と
強
く
意
識
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
当
初
は
家
宣
政
権
の
存
立
基
盤
の
解
明
に
つ
い
て
も
射
程
に

入
れ
て
い
た
が
、「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
の
情
報
量
の
多
さ
の
前
に
紙
幅
が
尽
き
て

し
ま
っ
た
。
今
後
、今
回
得
ら
れ
た
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
と
、

「
幕
府
日
記
」
や
「
柳
営
日
次
記
」
な
ど
「
表
」
向
き
の
記
録
な
ど
と
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
、

家
宣
の
政
権
基
盤
や
そ
の
構
造
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

註（
1
）
深
井
雅
海
「
桜
田
館
家
臣
団
の
幕
臣
化
―
家
宣
・
家
継
政
権
の
主
体
勢
力
―
」（『
史
翰
』
第
一
四
号
、

一
九
七
七
年
一
月
）、
の
ち
「
家
宣
・
家
継
政
権
の
主
体
的
勢
力
―
桜
田
館
家
臣
団
の
幕
臣
化
―
」
と
改
題

し
て
同
『
徳
川
将
軍
政
治
権
力
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
五
月
）
に
収
録
。

（
（
）
前
掲
註
（
１
）
深
井
論
文
。

（
（
）
米
田
真
理
「
新
井
白
石
と
能
―
能
好
き
将
軍
へ
の
「
進
言
」
記
事
の
真
意
―
」
（『
東
海
能
楽
研
究
会
報
』

第
三
号
、
一
九
九
九
年
三
月
）。

（
（
）
深
井
雅
海
「
元
禄
～
正
徳
期
に
お
け
る
『
側
用
人
政
治
』
―
柳
沢
吉
保
と
間
部
詮
房
の
伝
達
・
取
り
次
ぎ

機
能
を
中
心
に
―
」（
同
『
徳
川
将
軍
政
治
権
力
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
五
月
）
な
ど
。

（
5
）
福
留
真
紀
「
徳
川
家
宣
西
丸
時
代
に
み
る
側
用
人
」（『
日
本
歴
史
』
第
六
六
三
号
、
二
〇
〇
三
年
八
月
）。

の
ち
同
『
徳
川
将
軍
側
近
の
研
究
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
に
収
録
。

（
6
）「
側
用
人
」
の
定
義
に
際
し
て
も
、
福
留
真
紀
『
徳
川
将
軍
側
近
の
研
究
』（
前
掲
註
（
５
））
に
ま
と
め
ら

れ
た
氏
の
一
連
の
研
究
以
前
に
は
、『
折
た
く
柴
の
記
』
で
白
石
が
柳
沢
吉
保
を
批
判
的
に
描
い
て
い
る
箇

所
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

（
7
）
取
り
扱
う
史
料
の
特
性
か
ら
、
本
稿
で
は
、
能
・
舞
囃
子
・
仕
舞
な
ど
の
シ
テ
を
演
じ
る
こ
と
を
総
称
し
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る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

そ
こ
で
、
宝
永
五
年
と
同
六
年
の
ワ
キ
方
と
囃
子
方
の
出
勤
回
数
を
み
て
み
よ
う
。
全
体

の
出
勤
回
数
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
単
純
に
数
値
の
み
を
比
較
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
る
程
度
傾
向
が
浮
か
ん
で
く
る
。
ワ
キ
方
で
は
、
さ
ほ
ど
大
き

な
変
動
は
み
ら
れ
な
い
が
、
囃
子
方
で
は
大
き
な
入
れ
替
わ
り
が
み
て
と
れ
る
。
大
鼓
方
で

は
宝
永
五
年
に
は
出
勤
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
忠
右
衛
門
が
上
位
に
入
っ
て
い
る

（
11
（

。
新
七
郎

以
下
の
順
位
が
宝
永
五
年
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
家
宣
に
よ
る
忠
右
衛
門
の
抜
擢

が
想
定
さ
れ
よ
う
。
小
鼓
方
で
は
さ
き
に
み
た
甲
府
藩
お
抱
え
で
あ
っ
た
川
村
五
兵
衛
が
、

宝
永
五
年
の
二
回
か
ら
激
増
し
、
五
三
回
と
最
も
多
く
出
勤
し
た

（
11
（

。
ま
た
順
位
の
変
動
も
大

き
い
。
太
鼓
方
で
も
三
郎
次
郎
が
宝
永
五
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
出
勤
回
数
を
大
き
く
増
や

し
て
い
る

（
11
（

。
笛
方
で
は
上
位
に
大
き
な
変
動
は
な
い
も
の
の
、
彦
右
衛
門
や
治
兵
衛
な
ど
、

そ
れ
ま
で
に
名
前
の
確
認
で
き
な
い
囃
子
方
の
出
勤
が
増
え
て
い
る

（
11
（

。ま
た
全
体
を
通
じ
て
、

出
勤
回
数
が
平
準
化
さ
れ
、
特
定
の
個
人
に
出
勤
が
集
中
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
る

こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う

（
11
（

。

小 

鼓

宝
永
5
年 

宝
永
6
年 

順
位

名
前

回
数
順
位

名
前

回
数

1

又
八
郎

1（（

1（

五
兵
衛

5（

（

勘
左
衛
門

10（

（

市
郎
右
衛
門
5（

（

市
郎
右
衛
門
（8

1（

五
郎
兵
衛

（8

（

弁
之
助

86

（

勘
左
衛
門

（5

5

清
六

7（

−

安
兵
衛

（5

6

清
五
郎

50

1

又
八
郎

（1

7

新
九
郎

8

8

忠
次
郎

（（

8

忠
次
郎

7

−

権
十
郎

8

（

一
郎
右
衛
門
（

5

清
六

（

（

嘉
左
衛
門

（

6

清
五
郎

（

（

十
次
郎

（

−

市
右
衛
門

1

1（

五
兵
衛

（

−

権
三
郎

1

1（

五
郎
兵
衛

（

−

甚
左
衛
門

1

1（

七
郎
右
衛
門
（

−

忠
左
衛
門

1

15

勘
右
衛
門

1

合　

計

（（6

15

勘
七
郎

1

15

九
八
郎

1

15

五
郎
左
衛
門
1

15

佐
太
夫

1

15

新
左
衛
門

1

15

新
六
郎

1

合　

計

5（（

太
鼓

宝
永
5
年 

宝
永
6
年 

順
位

名
前

回
数
順
位

名
前

回
数

1

左
平
次

1（0

7

三
郎
次
郎

55

（

伝
十
郎

11（

1

左
平
次

55

（

新
六
郎

58

（

新
六
郎

（（

（

金
十
郎

（（

（

金
十
郎

（1

5

佐
吉

6

（

伝
十
郎

（0

6

惣
右
衛
門

（

−

幸
次
郎

1

7

三
郎
次
郎

（

8

新
七
郎

1

8

勘
左
衛
門

1

合　

計

（1（

8

新
七
郎

1

8

信
六

1

8

惣
十
郎

1

8

七
平

1

8

左
吉

1

8

左
平
二

1

合　

計

（70

笛

宝
永
5
年 

宝
永
6
年 

順
位

名
前

回
数
順
位

名
前

回
数

1

吉
兵
衛

151

1

吉
兵
衛

6（

（

幸
次
郎

1（（

（

幸
次
郎

58

（

九
八
郎

106

−

彦
右
衛
門

5（

（

勝
次
郎

（（

（

勝
次
郎

（（

5

庄
兵
衛

（8

（

九
八
郎

（（

6

勝
三
郎

11

−

治
兵
衛

（8

7

幸
二
郎

10

−

次
兵
衛

1（

8

庄
次
郎

6

−

新
十
郎

（

8

権
三
郎

6

5

庄
兵
衛

8

10

庄
二
郎

5

−

新
七
郎

（

10

又
八
郎

5

8

庄
次
郎

（

1（

勘
兵
衛

（

−

新
六
郎

1

1（

喜
右
衛
門

（

−

清
兵
衛

1

1（

太
兵
衛

（

合　

計

（（6

15

加
右
衛
門

1

15

左
兵
衛

1

15

七
左
衛
門

1

15

七
平

1

15

庄
五
郎

1

15

長
蔵

1

合　

計

58（

※
連
名
の
場
合
は
筆
頭
の
人
物
の
み
に
合
算
し
た
。

※ 「
順
位
」
は
宝
永
5
年
の
出
勤
回
数
の
順
位
で
あ
り
、

宝
永
6
年
に
新
た
に
登
場
す
る
人
物
は
「
−
」
で
表

記
し
て
い
る
。

※  

ワ
キ
方
の
「
正
五
郎
」
と
「
庄
五
郎
」、太
鼓
方
の
「
左

平
次
」
と
「
左
平
二
」
な
ど
、
同
一
人
物
の
可
能
性

も
あ
る
人
物
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
は
区
別
し
て
集

計
し
た
。
た
だ
し
、「
権
八
（
郎
）」
や
「
又
八
（
郎
）」

な
ど
、
表
記
が
省
略
さ
れ
て
い
る
場
合
は
合
算
し
て

い
る
。
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れ
が
山
田
市
十
郎
を
指
す
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
り
、
他
に
そ
の
名
は
み
ら
れ
な
い
。
脇
師

の
石
寺
権
左
衛
門
は
宝
永
五
年
二
月
十
八
日
の
《
羽
衣
》、
同
年
一
〇
月
一
一
日
の
《
江
口
》

で
そ
れ
ぞ
れ
ワ
キ
を
務
め
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
だ
け
で
あ
る

（
1（
（

。
宇
野
久
兵
衛
も
宝
永
四

年
四
月
二
五
日
の
会
で
《
頼
政
》
と
《
舎
利
》
の
ワ
キ
と
し
て
名
前
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、

仕
手
連
、
脇
連
に
つ
い
て
は
一
人
も
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
シ
テ
や
ワ
キ
な
ど
の
立
役
に
つ

い
て
は
、「
甲
府
様
御
人
衆
中
分
限
帳
」
に
名
前
の
あ
る
、
か
つ
て
の
甲
府
藩
お
抱
え
の
役

者
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
活
躍
で
き
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

で
は
囃
子
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
に
名
前
の
確
認

で
き
た
も
の
と
そ
の
活
動
時
期
お
よ
び
出
勤
回
数
を
列
挙
し
て
い
く
。
笛
で
は
寺
井
勘
兵
衛

が
宝
永
三
年
七
月
一
日
か
ら
同
五
年
九
月
二
五
日
ま
で
、二
〇
回
ほ
ど
出
勤
が
確
認
で
き
る
。

小
鼓
の
岡
田
七
郎
兵
衛
は
宝
永
三
年
七
月
四
日
か
ら
同
年
八
月
一
五
日
ま
で
一
〇
回
出
勤
し

て
お
り
、
川
村
五
兵
衛
は
宝
永
三
年
一
〇
月
九
日
か
ら
正
徳
二
年
二
月
七
日
ま
で
、「
御
城

御
内
証
御
能
御
囃
組
」
の
ほ
ぼ
全
範
囲
に
お
い
て
二
一
一
回
の
出
勤
が
確
認
で
き
る
。
大
鼓

で
は
三
重
五
郎
七
が
宝
永
三
年
八
月
一
五
日
に
二
回
出
勤
し
て
い
る
。
太
鼓
で
は
観
世
権
八

郎
が
宝
永
三
年
六
月
二
五
日
か
ら
宝
永
四
年
四
月
六
日
ま
で
、
八
四
回
出
勤
し
て
い
る

（
11
（

。
甲

府
藩
お
抱
え
で
あ
っ
た
囃
子
方
た
ち
は
、立
役
に
比
べ
れ
ば
出
勤
数
が
多
く
確
認
で
き
る
が
、

小
鼓
の
川
村
五
兵
衛
を
除
く
ほ
と
ん
ど
の
面
々
が
、
家
宣
が
将
軍
に
就
任
す
る
宝
永
六
年
以

降
出
勤
し
て
い
な
い
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
だ
ろ
う

（
11
（

。

　

さ
て
、
他
に
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
に
名
前
の
み
え
る
「
甲
府
様
御
人
衆
中
分
限

帳
」
掲
載
の
甲
府
藩
お
抱
え
の
役
者
と
し
て
は
、「
御
出
入
の
分
」
の
面
々
が
挙
げ
ら
れ
る

（
11
（

。

深
尾
甚
左
衛
門
は
二
回
確
認
さ
れ
、
宝
永
六
年
四
月
二
五
日
の
《
実
盛
》
お
よ
び
正
徳
元
年

七
月
二
一
日
の
《
敦
盛
》
に
、
と
も
に
小
鼓
方
と
し
て
出
勤
し
て
い
る
。
幸
清
六
は
宝
永
三

年
六
月
二
五
日
か
ら
宝
永
七
年
閏
八
月
一
五
日
ま
で
、
小
鼓
方
と
し
て
都
合
二
一
四
回
の
出

勤
が
確
認
で
き
る
。
葛
野
市
郎
兵
衛
も
宝
永
三
年
六
月
二
五
日
か
ら
正
徳
元
年
九
月
一
一
日

ま
で
、
大
鼓
方
と
し
て
一
三
三
回
出
勤
し
て
い
る
。
こ
こ
で
深
尾
甚
左
衛
門
が
宝
永
六
年
か

ら
出
勤
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
先
に
み
た
囃
子
方
の
動
向
を
踏
ま

え
れ
ば
、
宝
永
六
年
の
家
宣
将
軍
就
任
を
機
に
、
囃
子
方
に
も
入
れ
替
わ
り
が
起
こ
っ
て
い

表
５　

宝
永
五
年
・
六
年
の
ワ
キ
方
・
大
鼓
方
・
小
鼓
方
・
太
鼓
方
・
笛
方
の
出
勤
回
数

ワ 

キ

宝
永
5
年 

宝
永
6
年 

順
位

名
前

回
数
順
位

名
前

回
数

1

吉
左
衛
門

1（0

1

吉
左
衛
門

50 

（

半
九
郎

1（5

5

十
五
郎

（6 

（

六
十
郎

6（

（

半
九
郎

（5 

（

正
五
郎

6（

（

六
十
郎

（7 

5

十
五
郎

5（

1（

庄
五
郎

（（ 

6

八
右
衛
門

5（

1（

忠
左
衛
門

（0 

7

藤
七
郎

（（

7

藤
七
郎

（（ 

8

権
右
衛
門

5

（

平
左
衛
門

（（ 

（

久
右
衛
門

（

6

八
右
衛
門

（（ 

（

権
左
衛
門

（

−

平
八
郎

18 

（

平
右
衛
門

（

−

与
市
郎

（ 

（

平
左
衛
門

（

−

勘
七
郎

1 

（

又
七

（

−

四
郎
兵
衛

1 

1（

源
蔵

1

−

甚
九
郎

1 

1（

作
十
郎

1

−

伝
三
郎

1 

1（

薩
摩
守

1

合　

計

（（（

1（

茂
十
郎

1

1（

庄
五
郎

1

1（

忠
左
衛
門

1

1（

忠
兵
衛

1

1（

伝
十
郎

1

1（

彦
太
郎

1

1（

日
向
守

1

1（

藤
十
郎

1

1（

茂
右
衛
門

1

1（

茂
十
郎

1

合　

計

568

大 

鼓

宝
永
5
年 

宝
永
6
年 

順
位

名
前

回
数
順
位

名
前

回
数

1

新
七
郎

11（

5

清
九
郎

58

（

源
之
進

107

−

忠
右
衛
門

56

（

長
十
郎

10（

1

新
七
郎

5（

（

勘
七
郎

75

（

源
之
進

5（

5

清
九
郎

68

（

長
十
郎

（8

6

三
郎
右
衛
門
58

（

勘
七
郎

（（

7

市
郎
兵
衛

（7

6

三
郎
右
衛
門
（

8

弥
三
郎

（

7

市
郎
兵
衛

6

（

源
三
郎

（

−

信
濃
守

6

（

佐
助

（

−

勘
左
衛
門

1

11

勘
十
郎

（

11

勘
十
郎

1

11

三
太
郎

（

−

忠
左
衛
門

1

11

伝
八

（

合　

計

（（6

1（

市
兵
衛

1

1（

五
右
衛
門

1

1（

左
平
太

1

1（

七
十
郎

1

1（

庄
兵
衛

1

1（

新
九
郎

1

1（

信
七

1

1（

弥
右
衛
門

1

合　

計

5（（
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衛
門
・
宝
生
大
夫
が
三
番
、
甚
兵
衛
が
二
番
、
伊
予
守
が
一
番
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
、「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
で
最
も
催
し
が
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
宝
永
五
年
を
み

る
と
、
シ
テ
が
判
明
す
る
演
能
が
延
べ
五
八
九
番
あ
る
う
ち
、
間
部
詮
房
が
一
四
七
番
、
家

宣
が
一
二
四
番

（
11
（

、
こ
れ
に
対
し
て
中
条
直
景
は
一
〇
番
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
以
下
兵
庫
が

六
七
番
、
友
之
允
が
四
五
番
、
下
野
守
が
三
六
番
、
主
膳
が
二
一
番
、
市
正
が
一
八
番
、
主

殿
が
一
六
番
、
主
水
が
一
三
番
、
日
向
守
が
一
二
番
、
大
蔵
少
輔
が
一
〇
番
と
続
き

（
1（
（

、
上
位

の
顔
ぶ
れ
や
全
体
に
占
め
る
割
合
に
大
き
な
変
化
は
な
い
。

　

宝
永
五
年
と
六
年
で
は
、
演
者
全
体
の
顔
ぶ
れ
、
催
し
の
回
数
と
も
に
大
き
な
変
化
は

み
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
家
宣
と
詮
房
の
演
能
だ
け
が
極
端
に
減
り
、
逆
に
中
条
直
景
の

演
能
だ
け
が
激
増
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
以
後
、
回
数
の
う
え
で
は
直
景
に
よ
る

演
能
が
定
着
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
シ
テ
で
は
な
く
、「
御
城
御
内
証
御
能

御
囃
組
」
に
名
前
の
現
れ
な
い
地
謡
や
後
見
な
ど
で
そ
れ
以
前
か
ら
家
宣
主
催
の
催
し
に

関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
ま
で
極
端
に
数
字
が
上
下
す
る
理
由
と

し
て
は
、
や
は
り
直
景
が
綱
吉
贔
屓
の
役
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
家
宣
が
直
景
の
能
を
思
う
ま
ま
に
観
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
綱
吉
が
没
す

る
の
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
喜
多
流
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
家
宣
や
詮
房
に

と
っ
て
、
直
景
の
能
は
垂
涎
の
的
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

（
11
（

。
待
ち
に
待
っ
た

実
力
者
中
条
直
景
の
出
勤
と
で
き
る
だ
け
多
く
直
景
の
演
能
を
観
た
い
と
い
う
家
宣
の
思
惑
、

そ
れ
が
宝
永
六
年
の
直
景
の
演
能
の
急
増
と
家
宣
・
詮
房
の
演
能
の
激
減
の
直
接
的
な
原
因

と
な
っ
た
、
と
み
て
お
き
た
い
。

三　

家
宣
周
辺
の
能
役
者
た
ち
に
と
っ
て
の
宝
永
六
年

　

右
に
み
て
き
た
と
お
り
、「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
に
み
え
る
家
宣
の
演
能
活
動
に

お
い
て
は
、
宝
永
六
年
が
一
つ
の
画
期
と
な
り
、
そ
の
前
後
で
中
条
直
景
の
よ
う
に
出
演
回

数
が
激
変
す
る
も
の
が
存
在
し
た
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
家
宣
周
辺
の
能
役
者
た
ち
が
ど
の

よ
う
に
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
に
表
れ
て
く
る
の
か
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

甲
府
藩
時
代
の
家
宣
家
臣
団
の
書
上
げ
の
う
ち
、
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
九
月
の
年
記

を
も
つ
「
甲
府
様
御
人
衆
中
分
限
帳

（
11
（

」
に
は
、「
御
役
者
」
こ
と
能
役
者
の
記
載
が
み
ら
れ

る
。
以
下
、
同
史
料
の
記
載
順
に
列
挙
し
て
い
く
と
、
大
夫
の
山
田
市
之
丞
、
山
田
市
十
郎
、

脇
師
の
石
寺
権
左
衛
門
、
宇
野
久
兵
衛
、
斎
藤
十
郎
兵
衛
、
仕
手
連
の
福
井
惣
兵
衛
、
横
田

五
郎
左
衛
門
、
藤
嶋
清
三
郎
、
脇
連
の
野
村
太
右
衛
門
、
笛
の
橋
本
半
四
郎
、
寺
井
勘
兵
衛
、

小
鼓
の
岡
田
七
郎
兵
衛
、
川
村
五
兵
衛
、
清
水
喜
三
郎
、
大
鼓
の
福
王
清
兵
衛
、
植
村
重
郎

右
衛
門
、
三
重
権
十
郎
、
福
王
伝
兵
衛
、
三
重
五
郎
七
、
植
村
三
之
助
、
太
鼓
の
観
世
長
左

衛
門
、
石
井
新
之
助
、
観
世
権
八
郎
な
ど
と
な
っ
て
い
る

（
11
（

。
ま
た
「
御
出
入
の
分
」
と
し
て
、

深
尾
甚
左
衛
門
、
広
崎
新
介
、
幸
清
六

（
11
（

、
葛
野
市
郎
兵
衛
、
長
命
勘
左
衛
門

（
11
（

ら
の
名
前
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
家
宣
は
甲
府
徳
川
家
時
代
の
家
臣
を
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
幕
臣
と
し
て
登

用
し
て
い
た

（
11
（

。
お
そ
ら
く
能
役
者
で
あ
る
彼
ら
も
家
宣
の
西
丸
入
り
に
伴
い
、
幕
府
の
お
抱

え
役
者
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
彼
ら
は
、
宝
永
三
年
以
降
、
家
宣
の
周
辺
で
の
演
能
に
ど
れ
だ
け
関
わ
っ
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
に
お
い
て
、
ま
ず
大
夫
の
山
田
市
之
丞

（
11
（

は
、
宝

永
三
年
七
月
二
六
日
に
《
羅
生
門
》、同
年
一
二
月
九
日
に
《
祝
言 

養
老
》
を
演
じ
た
ほ
か
は
、

シ
テ
を
演
じ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
正
徳
元
年
正
月
二
七
日
、
曲
淵
景
衡
が
シ
テ
を
演
じ
た

《
紅
葉
狩
》
に
お
い
て
、
シ
テ
ツ
レ
の
一
人
に
名
を
連
ね
て
い
る
。
他
に
も
同
年
「
同
」（
七

月
）
二
九
日
の
《
嵐
山

（
11
（

》、
同
年
一
〇
月
四
日
の
《
船
橋
》
な
ど
、
都
合
一
六
回
シ
テ
ツ
レ

と
し
て
そ
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る

（
11
（

。
市
十
郎
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
宝
永
七
年
四
月
二
九

日
、
家
宣
が
演
じ
た
《
邯
鄲
》
の
大
臣
（
ワ
キ
ツ
レ
）
と
し
て
そ
の
名
が
あ
る
。
し
か
し
こ
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直
景
は
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
生
ま
れ
と
考
え
ら
れ
、本
嶋
家
か
ら
喜
多
宗
家
に
入
り
、

北
八
之
丞
を
名
乗
っ
た
。
寛
文
五
年（
一
六
六
五
）五
月
に
養
父
の
喜
多
座
二
世
十
大
夫（
寿

硯
）
が
没
し
た
の
ち
、
寛
文
九
年
か
ら
一
〇
年
に
か
け
て
の
時
期
に
喜
多
家
を
継
承
し
、
七

大
夫
を
襲
名
し
た
。
徳
川
綱
吉
期
に
は
宝
生
大
夫
と
並
ん
で
贔
屓
を
う
け
、
活
発
に
演
能
を

行
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
二
月
、
養
子
の
十
大
夫
と
と
も
に
突
如

と
し
て
追
放
処
分
を
受
け
、
喜
多
座
は
解
体
さ
れ
る
。
翌
四
年
四
月
に
東
山
天
皇
が
即
位
す

る
と
、
五
月
に
恩
赦
が
行
わ
れ
、
直
景
ら
父
子
も
復
帰
を
許
さ
れ
た
。
だ
が
六
月
に
は
綱
吉

か
ら
士
分
に
召
し
出
さ
れ
、
中
条
加
兵
衛
と
改
名
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
、
喜
多
座
の
大

夫
の
地
位
を
養
子
十
大
夫
に
譲
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
元
禄
一
四
年
（
一
七
〇
一
）

に
は
河
内
守
と
称
し
、
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
に
は
丹
波
守
と
改
め
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
喜
多
座
の
前
大
夫
と
い
う
経
歴
を
持
つ
中
条
直
景
で
あ
る
が
、「
御
城
御

内
証
御
能
御
囃
組
」
に
は
ど
の
よ
う
に
表
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

直
景
は
四
二
三
回
、一
七
一
曲
の
シ
テ
を
務
め
て
い
る

（
11
（

。
最
も
多
い
の
が
《
融
》
で
一
三
回
、

《
海
人
》
と
《
石
橋
》
が
八
回
、《
国
栖
》・《
実
盛
》・《
自
然
居
士
》・《
猩
々
乱
》・《
望
月
》・《
八

島
》・《
山
姥
》
が
七
回
で
こ
れ
に
続
い
て
い
る
。
家
宣
や
詮
房
の
演
能
と
比
べ
、
シ
テ
を
務

め
た
回
数
こ
そ
少
な
い
が
、
幅
広
く
多
様
な
曲
を
演
じ
て
お
り
、
玄
人
ら
し
さ
が
う
か
が
え

る
。
年
ご
と
の
演
能
状
況
を
み
る
と
、
宝
永
三
年
が
一
〇
回
、
同
四
年
が
三
回
、
同
五
年
が

一
〇
回
、
同
六
年
が
八
八
回
、
同
七
年
が
一
五
七
回
、
同
八
年
（
正
徳
元
年
）
が
一
二
一
回
、

正
徳
二
年
が
四
〇
回
と
な
り
、
こ
れ
も
家
宣
や
詮
房
と
は
違
っ
た
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
宝

永
六
年
か
ら
演
能
回
数
が
急
激
に
増
加
す
る
の
は
、
家
宣
の
将
軍
就
任
と
密
接
に
関
係
す
る

も
の
と
み
ら
れ
、
そ
れ
以
前
は
綱
吉
主
催
の
会
に
出
勤
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ

う
（
11
（

。
宝
永
六
年
に
限
っ
て
い
え
ば
、
シ
テ
が
判
明
す
る
全
三
三
四
番
の
う
ち
約
四
分
の
一
が

直
景
に
よ
る
も
の
と
な
り
、
五
〇
回
ほ
ど
に
と
ど
ま
っ
た
家
宣
や
詮
房
に
大
き
く
差
を
つ
け

て
い
る

（
11
（

。

　

こ
こ
で
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
に
お
け
る
宝
永
六
年
の
特
殊
性
に
つ
い
て
考
察
を

行
い
た
い
。（
１
）・（
２
）
で
み
た
よ
う
に
、
こ
の
年
は
家
宣
と
詮
房
の
演
能
回
数
が
減
少

す
る
一
方
で
、
直
景
の
回
数
が
大
き
く
増
加
し
て
い
る
。
同
史
料
に
記
さ
れ
た
能
・
舞
囃
子

の
催
し
の
回
数

（
11
（

を
列
挙
す
る
と
、
宝
永
三
年
が
四
一
回
、
同
四
年
が
六
三
回
、
同
五
年
が

一
三
二
回
、
同
六
年
が
八
一
回
、
同
七
年
が
九
六
回
、
同
八
（
正
徳
元
）
年
が
六
五
回
、
正

徳
二
年
が
二
三
回
と
な
っ
て
い
る
。
宝
永
三
年
は
半
年
間
、
正
徳
二
年
は
三
か
月
間
の
記
録

で
あ
る
た
め
、
回
数
が
比
較
的
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
宝
永
六
年
は
、
全
体
か
ら
み

れ
ば
催
し
自
体
が
大
き
く
減
少
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

さ
て
、
先
に
み
た
と
お
り
、
こ
の
年
は
演
者
の
判
明
す
る
曲
が
重
複
を
除
く
と
三
三
四
番

あ
る
が
、
そ
の
う
ち
八
八
番
が
中
条
直
景
、
五
〇
番
が
家
宣
、
四
七
番
が
間
部
詮
房
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
以
下
友
之
允
（
植
木
道
広
）
が
二
六
番
、
兵
庫
（
牧
野
忠
列
）
が
二
二

番
、
下
野
守
（
曲
淵
景
衡
）・
主
膳
（
間
部
詮
貞
）
が
一
七
番
、
日
向
守
（
沼
間
広
隆
）
が

一
四
番
、
市
正
（
村
上
正
直
）・
主
水
（
村
田
久
寿
）
が
一
二
番
、
大
蔵
少
輔
（
松
平
勝
以
）

が
七
番
、
下
総
守
（
間
部
詮
言
）
が
六
番
、
八
十
郎
が
四
番
、
主
殿
（
阿
部
正
興
）・
八
右

表
４　
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
の
う
ち「
丹
波
守
」（
中
条
直
景
）が
5
回
以
上
シ
テ
を
務
め
た
曲
一
覧

順
位

曲
名

回
数
順
位

曲
名

回
数
順
位

曲
名

回
数

1

融

1（ 

（

望
月

7 

15

安
宅

5 

（

海
人

8 

（

八
島

7 

15

春
日
龍
神

5 

（

石
橋

8 

（

山
姥

7 

15

当
麻

5 

（

国
栖

7 

11

鵜
飼

6 

15

道
成
寺

5 

（

実
盛

7 

11

絃
上

6 

15

鉢
木

5 

（

自
然
居
士

7 

11

昭
君

6 

15

三
輪

5 

（

猩
々
乱

7 

11

船
弁
慶

6 

15

弓
八
幡

5 

※
曲
名
表
記
や
「
祝
言
」
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
表
１
に
準
じ
た
。
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西
丸
側
衆
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
宝
永
三
年
正
月
に
は
一
万
石
を
賜
り
、
奥
向
の
取
次
な
ど
を

取
り
し
き
る
、
い
わ
ゆ
る
側
用
人
と
し
て
の
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
る

（
11
（

。
宝
永
六
年
に
家
宣

が
将
軍
に
就
任
し
た
の
ち
、
侍
従
に
任
ぜ
ら
れ
、
同
七
年
に
は
上
野
国
高
崎
五
万
石
を
与
え

ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
家
宣
側
近
の
甲
府
系
臣
僚
の
中
心
人
物
で
あ
り
、
新
井
白
石
と
と
も

に
家
宣
の
政
治
運
営
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。

　
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
に
お
い
て
、
詮
房
は
合
計
六
〇
一
回
、
一
四
九
曲
の
シ
テ

を
務
め
て
い
る
。「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
で
番
組
の
記
載
が
省
略
さ
れ
て
い
る
箇
所

で
も
お
そ
ら
く
演
能
を
行
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
、
判
明
す
る
限
り
で
も
そ
の
回
数
は
家

宣
を
上
回
り
、
全
体
の
お
よ
そ
五
分
の
一
を
占
め
て
い
る
。
詮
房
が
最
も
多
く
演
じ
た
の
は

《
船
弁
慶
》
で
一
九
回
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
《
葵
上
》
と
《
春
日
龍
神
》
が
一
三
回
、《
烏
帽

子
折
》
と
《
野
守
》
が
一
二
回
で
あ
る
。
一
度
の
催
し
で
三
、四
曲
を
演
じ
る
こ
と
も
普
通

で
あ
り

（
11
（

、
ま
さ
に
演
能
活
動
に
お
い
て
も
家
宣
側
近
の
中
心
と
い
え
る
。
能
で
は
な
い
が
、

宝
永
三
年
九
月
五
日
の
仕
舞
と
舞
囃
子
の
会
で
は
、
仕
舞
五
曲
と
舞
囃
子
三
曲
を
ほ
ぼ
連
続

で
演
じ
、宝
永
四
年
三
月
一
九
日
の
舞
囃
子
の
会
で
は
、一
挺
一
二
曲
の
謡
と
、舞
囃
子
《
石

橋
》・《
当
麻
》・《
蘇
父
》・《
弓
矢
立
合
》
を
こ
れ
も
ほ
ぼ
連
続
で
演
じ
て
い
る
。
驚
異
的
な

体
力
と
技
芸
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
詮
房
が
シ
テ
を
務
め
た
回
数
を

年
ご
と
に
み
る
と
、
宝
永
三
年
が
九
四
回
、
同
四
年
が
一
一
四
回
、
同
五
年
が
一
四
七
回
、

同
六
年
が
四
七
回
、
同
七
年
が
九
三
回
、
同
八
年
（
正
徳
元
年
）
が
八
五
回
、
正
徳
二
年
が

二
一
回
で
あ
っ
た
。
宝
永
六
年
に
回
数
が
落
ち
込
む
の
は
家
宣
と
同
様
で
あ
っ
て
、
二
名
と

も
同
年
の
演
目
で
シ
テ
が
判
明
す
る
三
三
四
番
の
う
ち
に
占
め
る
割
合
を
考
え
る
と
極
端
に

減
っ
て
い
る

（
11
（

。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
家
宣
の
演
能
活
動
を
評
価
す
る
際
に
は
、
綱
吉
と
同
様
に
能
役
者
た
ち

に
稀
曲
の
演
能
を
強
制
し
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た

（
1（
（

。
そ
の
主
な
担
い
手
が
詮

房
や
、
後
述
す
る
中
条
直
景
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る

（
11
（

。
綱
吉
や
家

宣
と
能
役
者
の
関
係
を
み
る
な
か
で
重
要
な
指
摘
で
は
あ
る
も
の
の
、
稀
曲
が
繰
り
返
し
上

演
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
詮
房
ら
の
演
能
活
動
全
体
か
ら
み
れ
ば
、
稀
曲
の
上
演
は
ご
く

一
部
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
日
常
的
に
家
宣
の
好
み
に
応
じ
た
曲
を
舞
っ
て
み
せ
る
こ
と
が
、

彼
ら
の
職
務
の
中
心
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う

（
11
（

。
稀
曲
上
演
は
そ
う
し
た
活
動
の
延
長
線
上
、

ご
く
特
殊
な
事
例
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

従
来
、
詮
房
の
発
言
力
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
側
用
人
と
し
て
持
っ
て
い
た
「
表
」

の
世
界
へ
の
影
響
力
、「
表
」
と
「
奥
」
と
を
つ
な
ぐ
力
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
（
11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
「
奥
」
で
の
非
常
に
活
発
な
活
動
を
基
盤
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
詮
房
の
卓
越
し
た
技
芸
は
、
彼
の
政
治
的
立
場
を

支
え
る
柱
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

（
３
）「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
に
み
る
中
条
直
景
の
演
能
活
動

　
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」を
み
る
う
え
で
、も
う
一
人
注
目
す
べ
き
演
者
が
い
る
。「
丹

波
守
」
こ
と
中
条
直
景
（
喜
多
七
大
夫
宗
能
）
で
あ
る
。
ま
ず
、
表
章
氏
の
研
究
に
基
づ
い

て
（
11
（

、
直
景
の
事
績
を
紹
介
し
た
い
。

表
３　
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」の
う
ち「
越
前
守
」（
間
部
詮
房
）が
9
回
以
上
シ
テ
を
務
め
た
曲
一
覧

順
位

曲
名

回
数
順
位

曲
名

回
数
順
位

曲
名

回
数

1

船
弁
慶

1（

6

融

11

（

三
輪

10

（

葵
上

1（

6

山
姥

11

1（

鞍
馬
天
狗

（

（

春
日
龍
神

1（

（

海
人

10

1（

自
然
居
士

（

（

烏
帽
子
折

1（

（

柏
崎

10

1（

是
界

（

（

野
守

1（

（

邯
鄲

10

1（

橋
弁
慶

（

6

熊
坂

11

（

松
風

10

1（

富
士
太
鼓

（

※
曲
名
表
記
や
「
祝
言
」
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
【
表
１
】
に
準
じ
た
。
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さ
て
、
家
宣
の
演
能
活
動
を
年
ご
と
に
み
て
み
よ
う
。
回
数
は
宝
永
三
年
が
九
一
回
、
同

四
年
が
一
〇
四
回
、
同
五
年
が
一
二
四
回
、
同
六
年
が
五
〇
回
、
同
七
年
が
一
一
六
回
、
同

八
年
（
正
徳
元
年
）
が
七
九
回
、
正
徳
二
年
が
一
九
回
と
な
っ
て
い
る

（
11
（

。
宝
永
六
年
に
演
能

回
数
が
減
少
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
表
氏
は
「
将
軍
に
な
っ
た
年
で
多
忙
だ
っ
た
た
め
か

（
11
（

」

と
し
て
い
る
が
、
実
際
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　

徳
川
綱
吉
は
宝
永
六
年
正
月
一
〇
日
に
死
去
し
た
。
そ
の
前
日
の
正
月
九
日
、家
宣
は「
御

舞
初
御
囃
子
拾
五
番
」
の
会
を
催
し
て
い
る
。
通
例
で
あ
れ
ば
正
月
一
〇
日
こ
ろ
に
は
「
御

能
初
」
が
催
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が

（
11
（

、
こ
の
年
は
し
ば
ら
く
番
組
の
記
載
が
途
絶
え
、
三

月
晦
日
に
よ
う
や
く
記
事
が
復
活
す
る
。
こ
の
間
、
家
宣
は
い
わ
ゆ
る
「
生
類
憐
れ
み
の

令
」
の
廃
止

（
11
（

な
ど
、
将
軍
就
任
が
決
定
し
た
段
階
か
ら
早
く
も
綱
吉
期
の
政
策
路
線
の
転
換

を
図
っ
て
諸
政
策
を
展
開
し
て
お
り
、
綱
吉
の
葬
儀
も
一
月
二
二
日
以
降
に
本
格
化
す
る

（
11
（

な

ど
、
多
忙
な
日
々
が
続
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
二
月
三
日
に
は
「
上
様
」
と
称
さ

れ
る
よ
う
に
な
り

（
11
（

、
二
月
に
は
増
上
寺
や
寛
永
寺
な
ど
で
の
法
要
、
お
よ
び
新
政
権
で
の
人

事
に
追
わ
れ
て
い
る
。

　

三
月
二
六
日
に
な
っ
て
、「
三
家
并
に
諸
大
名
に
、
来
月
朔
日
御
喪
制
と
け
給
ふ
に
よ
り
、

肴
一
種
づ
ゝ
奉
る
べ
し
と
伝
え

（
1（
（

」
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
綱
吉
の
喪
が
明
け
る
の
は
四
月

一
日
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
待
ち
き
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
家
宣
は
そ

の
前
日
で
あ
る
三
月
晦
日
に
舞
囃
子
の
会
を
催
し
て
い
る
。
四
日
と
あ
け
ず
能
の
会
を
催
し

て
い
た
家
宣
に
と
っ
て
、
綱
吉
の
死
以
降
、
そ
の
喪
に
服
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
能
を
演
ず
る
こ

と
が
で
き
な
い
期
間
は
大
変
長
く
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
四
月
一
日
に
は
将
軍

宣
下
の
段
取
り
を
命
じ
な
が
ら
、
ま
た
舞
囃
子
の
会
を
催
し
て
い
る
。
四
月
二
日
か
ら
五
日

に
か
け
て
、
代
替
わ
り
御
礼
の
式
を
済
ま
せ
た
家
宣
は
、
七
日
に
能
の
会
を
催
し
て
い
る

（
11
（

。

同
年
五
月
一
日
の
将
軍
宣
下
の
前
後
に
は
以
前
の
よ
う
な
ペ
ー
ス
で
の
演
能
が
復
活
し
、
将

軍
宣
下
の
当
日
も
「
御
囃
子
拾
五
番
」
が
開
催
さ
れ
て
い
る

（
11
（

。
そ
の
後
家
宣
が
西
丸
を
出
て

本
丸
御
殿
へ
移
徒
す
る
一
一
月
初
頭
ま
で
、
家
宣
の
演
能
の
ペ
ー
ス
は
さ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い

な
い

（
11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
確
か
に
宝
永
六
年
に
は
家
宣
の
演
能
が
少
な
く
な
る
が
、
将

軍
就
任
が
そ
の
直
接
的
な
原
因
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
後
に
中
条
直
景
の
演
能
に
つ
い
て
考
察
す
る
な
か
で
再
び
取
り
扱
う
こ
と
に
し
た
い
。

　

家
宣
は
正
徳
二
年
一
〇
月
一
四
日
に
五
一
歳
で
没
し
た
。「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」

は
そ
れ
に
半
年
ほ
ど
先
立
つ
三
月
一
二
日
の
記
述
を
最
後
に
途
絶
え
て
し
ま
う
が
、「
文
昭

院
殿
御
実
紀
」
に
よ
れ
ば
同
年
六
月
七
日
に
舞
っ
た
《
天
鼓
》
が
自
身
で
演
じ
た
最
後
の
能

に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る

（
11
（

。

（
２
）「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
に
み
る
間
部
詮
房
の
演
能
活
動

　

そ
れ
で
は
、「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
に
お
け
る
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
る
「
越
前
守
」

こ
と
間
部
詮
房
（
一
六
六
六
―
一
七
二
〇
）
の
演
能
活
動

（
11
（

を
み
て
い
こ
う
。
詮
房
は
甲
府
藩

士
西
田
喜
兵
衛
の
長
男
で
、貞
享
元
年（
一
六
八
四
）に
藩
主
綱
豊（
家
宣
）の
小
姓
と
な
っ
た
。

一
説
に
よ
れ
ば
、
西
田
家
が
喜
多
家
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
る
な
か
で
、
幼
い
詮
房
も
舞

や
謡
を
覚
え
、
子
方
と
し
て
舞
台
に
立
つ
う
ち
に
綱
豊
の
目
に
留
ま
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い

る
（
11
（

。
た
だ
し
、
右
に
み
た
家
宣
小
姓
と
し
て
の
出
仕
は
詮
房
が
一
九
歳
の
時
の
こ
と
で
あ

り
、
子
方
と
し
て
活
動
す
る
時
期
を
大
き
く
過
ぎ
て
い
る
。
そ
の
た
め
こ
の
逸
話
が
ど
こ
ま

で
事
実
を
伝
え
て
い
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
後
で
み
る
よ
う
に
詮
房
が
卓
越
し
た
技
芸
の

持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
く
、
幼
い
こ
ろ
よ
り
喜
多
座
の
二
世
十
大
夫
お
よ
び

三
世
七
大
夫
の
近
く
で
能
楽
の
修
行
を
積
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
宝
永
元
年（
一
七
〇
四
）

一
二
月
、
詮
房
は
家
宣
の
西
丸
入
り
に
従
っ
て
西
丸
奥
番
頭
に
就
任
し
、
翌
二
年
正
月
に
は
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計
五
百
番
（
一
〇
五
曲
）
を
越
え
、
十
回
以
上
演
じ
た
曲
は
〈
葵
上
・
鵜
飼
・
梅
枝
・

江
口
・
邯
鄲
・
黒
塚
・
是
界
・
高
砂
・
野
宮
・
野
守
・
羽
衣
・
橋
弁
慶
・
三
輪
・
頼
政
〉

で
、
綱
吉
を
凌
駕
す
る
芸
だ
っ
た
ら
し
い
。

　

筆
者
が
今
回
確
認
し
た
範
囲
で
は
、
家
宣
の
演
能
回
数
は
五
八
三
回
、
曲
数
は
一
一
一
曲

で
あ
り
、
表
氏
の
示
し
た
数
字
と
は
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
表
氏
が
「
十
回
以
上
演
じ

た
曲
」
と
し
て
挙
げ
た
曲
の
う
ち
、《
黒
塚
》
に
つ
い
て
は
九
回
し
か
確
認
で
き
な
か
っ
た

（
11
（

。

こ
の
ズ
レ
は「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」に
基
づ
け
ば
、宝
永
五
年
閏
正
月
一
八
日
の「
御
」

に
よ
る
《
黒
塚
》
の
演
能
を
カ
ウ
ン
ト
す
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
も
の
と
み
ら

れ
る
。
果
た
し
て
、
こ
の
「
御
」
の
指
し
示
す
人
物
は
家
宣
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
宝
永
四
年
正
月
二
三
日
条
を
み
て
み
た
い
。

〔
史
料
２
〕

　
　
　
　
　
　

正
月
廿
三
日
従　

御
本
丸
御
成
ニ
付
御
囃
子

　

将
軍
綱
吉
が
本
丸
か
ら
家
宣
の
い
る
西
丸
に
来
た
と
き
の
舞
囃
子
の
会
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
《
羽
衣
》
な
ど
を
演
じ
た
「
御
」
と
、《
高
砂
》
な
ど
を
演
じ
た
「
上
」
と
が
明
確
に
書

き
分
け
ら
れ
て
い
る

（
11
（

。
こ
の
舞
囃
子
の
会
が
「
御
本
丸
」
か
ら
の
「
御
成
」
の
際
の
催
し
で

あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、「
御
」
は
綱
吉
を
指
す
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
綱
吉
は
宝

永
六
年
正
月
に
没
す
る
が
、
そ
の
前
年
ま
で
演
能
活
動
が
確
認
で
き
る
の
で

（
11
（

、
先
に
み
た
宝

永
五
年
に
《
黒
塚
》
を
舞
っ
た
「
御
」
も
綱
吉
と
み
て
問
題
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
御

城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
の
な
か
で
、
家
宣
が
《
黒
塚
》
を
舞
っ
た
回
数
は
九
回
と
な
る
。

　

ま
た
、
表
氏
は
家
宣
が
一
三
回
演
じ
た
《
八
島

（
11
（

》、
一
二
回
の
《
東
北

（
11
（

》、
一
一
回
の
《
船

弁
慶

（
1（
（

》、
一
〇
回
の
《
芦
刈

（
11
（

》・《
龍
田

（
11
（

》
を
挙
げ
て
お
ら
れ
な
い
。
論
旨
に
大
き
な
影
響
は

な
い
箇
所
と
は
い
え
、
基
礎
的
な
情
報
の
誤
り
は
、
行
論
全
体
の
信
頼
性
に
も
関
わ
っ
て
こ

よ
う

（
11
（

。

　
　

上

　
　
　

高
砂

　
　

御

　
　
　

道
成
寺

　
　

上

　
　
　

熊
坂

　
　
　

芦
刈　

日
向
守

　
　
　

春
日
龍
神　

主
膳

　
　

御

　
　
　

羽
衣

　
　
　

田
村　

越
前
守

　
　
　

箙　

日
向
守

　
　

御

　
　
　

小
鍛
冶

　
　

上

　
　
　

八
島

　
　
　

氷
室　

下
野
守

　
　
　

竹
生
嶋　

外
記

　
　

上

　
　
　

賀
茂

　
　
　

橋
弁
慶

　
　

上

　
　
　

祝
言　

養
老
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れ
た
も
の
の
一
覧
で
あ
る
。
全
期
間
を
通
じ
て
《
船
弁
慶
》
が
六
三
回
と
も
っ
と
も
多
く
上

演
さ
れ
て
お
り
、《
是
界
》
と
《
八
島
》
が
五
五
回
、《
春
日
龍
神
》
と
《
熊
坂
》
が
五
〇
回

で
こ
れ
に
続
い
て
い
る
。
ま
た
、
年
ご
と
に
み
る
と
宝
永
三
年
は
《
船
弁
慶
》
が
一
四
回
で

最
も
多
く
、
同
四
年
も
《
船
弁
慶
》
が
一
三
回
で
最
多
で
あ
っ
た
。
続
く
宝
永
五
年
は
《
橋

弁
慶
》
が
一
二
回
、宝
永
六
年
は
《
船
弁
慶
》
と
《
八
島
》
が
七
回
づ
つ
、宝
永
七
年
は
《
橋

弁
慶
》
が
一
一
回
、
正
徳
元
年
は
《
三
輪
》
が
九
回
と
な
っ
て
い
る
。
正
徳
二
年
に
は
《
春

日
龍
神
》
や
《
賀
茂
》、《
熊
坂
》
な
ど
六
曲
が
四
回
ず
つ
演
じ
ら
れ
て
い
る
。
奥
能
で
あ
る

と
い
う
会
の
性
格
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
曲
は
家
宣
の
好
み
を
反
映
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
比
較
的
動
き
の
大
き
な
、
派
手
な
曲
が
好
み
で
あ
っ
た
も
の
と
み
ら

れ
る
。

　

な
お
、「
文
昭
院
殿
御
実
紀
」
に
も
奥
能
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
り
、
家
宣
の
演
能
に
つ

い
て
は
、
そ
の
大
半
が
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
の
記
載
内
容
と
一
致
す
る
。
し
か
し

一
方
で
齟
齬
も
み
ら
れ
る
。た
と
え
ば「
文
昭
院
殿
御
実
紀
」宝
永
七
年
三
月
五
日
条
に
は「
奥

に
て
猿
楽
あ
り
、巻
絹
・
是
界
を
ま
は
せ
た
ま
ふ
」
と
あ
る
が
、「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」

で
は
、
そ
の
日
に
「
上
」
こ
と
家
宣
は
《
巻
絹
》・《
是
界
》
に
加
え
《
橋
弁
慶
》
も
演
じ
て

い
る
。
ま
た
「
文
昭
院
殿
御
実
紀
」
同
年
一
〇
月
二
二
日
条
で
は
「
又
奥
能
あ
り
、
湯
谷
を

あ
そ
ば
さ
る
」と
あ
る
が
、「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」で
は
そ
の
日
の
番
組
一
覧
に《
湯
谷
》

は
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
「
文
昭
院
殿
御
実
紀
」
同
年
一
二
月
二
六
日
条
で
は
「
又

奥
能
、
和
布
刈
・
巻
絹
を
あ
そ
ば
さ
る
」
と
あ
る
が
、「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
で
は

こ
の
と
き
《
和
布
刈
》
を
演
じ
た
の
は
「
市
正
」
こ
と
村
上
正
直
と
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も

日
付
や
演
目
に
違
い
が
確
認
さ
れ
る
が
、ど
ち
ら
が
正
確
で
あ
る
か
は
判
断
で
き
な
い
。「
文

昭
院
殿
御
実
紀
」
の
記
載
が
家
宣
が
将
軍
に
就
任
し
た
宝
永
六
年
か
ら
、
没
す
る
正
徳
二
年

ま
で
の
四
年
間
し
か
な
い
こ
と
と
も
あ
わ
せ
て
、
本
稿
で
は
、
と
り
あ
え
ず
「
御
城
御
内
証

御
能
御
囃
組
」
に
基
づ
い
た
分
析
を
中
心
と
し
、「
文
昭
院
殿
御
実
紀
」
に
つ
い
て
は
錯
簡

部
分
の
日
付
の
特
定
な
ど
、
あ
く
ま
で
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
の
内
容
を
深
め
る
た

め
の
素
材
と
し
て
、
補
助
的
に
用
い
る
の
に
と
ど
め
た
い

（
11
（

。

（
１
）「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
に
み
る
徳
川
家
宣
の
演
能
活
動

　

そ
れ
で
は
家
宣
自
身
の
演
能
活
動
は
ど
う
で
あ
っ
た
か

（
11
（

。「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」

の
な
か
か
ら
み
て
い
こ
う
。

　

全
体
の
傾
向
と
は
や
や
異
な
り
、《
是
界
》
と
《
三
輪
》
が
一
九
回
と
最
も
多
く
、《
邯
鄲
》

一
八
回
、《
高
砂
》
一
七
回
が
こ
れ
に
続
く
。
全
体
で
最
多
で
あ
っ
た
《
船
弁
慶
》
は
一
一

回
で
あ
る
が
、全
六
三
回
の
う
ち
一
一
回
を
家
宣
が
演
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

家
宣
自
身
も
好
ん
で
演
じ
た
演
目
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
て
、
家
宣
の
演
能
活
動
に
つ
い

て
は
、
表
章
氏
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

（
11
（

。

　
　
（「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
か
ら
、
引
用
者
註
）
判
明
す
る
家
宣
の
演
能
記
録
は
総

表
２　
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
の
う
ち
「
上
」（
徳
川
家
宣
）
が
9
回
以
上
シ
テ
を
務
め
た
曲
一
覧

順
位

曲
名

回
数
順
位

曲
名

回
数
順
位

曲
名

回
数

1

是
界

1（

8

頼
政

1（

1（

柏
崎

（

1

三
輪

1（

1（

鵜
飼

1（

1（

賀
茂

（

（

邯
鄲

18

1（

東
北

1（

1（

黒
塚

（

（

高
砂

17

1（

橋
弁
慶

11

1（

忠
度

（

5

野
守

15

1（

船
弁
慶

11

1（

難
波

（

5

羽
衣

15

16

芦
刈

10

1（

芭
蕉

（

7

江
口

1（

16

梅
枝

10

1（

巻
絹

（

8

葵
上

1（

16

龍
田

10

1（

松
風

（

8

野
宮

1（

1（

井
筒

（

8

八
島

1（

1（

采
女

（

※
曲
名
表
記
や
「
祝
言
」
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
表
１
に
準
じ
た
。
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こ
の
よ
う
に
、
通
例
演
目
名
の
右
下
に
記
さ
れ
る
シ
テ
の
名
が
、
右
肩
に
「
上
」
と
の
み

記
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
散
見
さ
れ
る
。
従
来
か
ら
こ
れ
は
徳
川
家
宣
を
指
す
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
た
し
か
に
「
文
昭
院
殿
御
実
紀
」
の
記
録
と
の
符
合
、
た
び
た
び
浜
御
殿
へ
の
御
成

（
（1
（

に

際
す
る
演
能
が
記
さ
れ
る
点
、
綱
吉
を
「
公
方
様
」、「
御
」
な
ど
と
し
て
書
き
分
け
て
い
る

点
な
ど
か
ら
、
こ
の
「
上
」
は
家
宣
を
指
す
も
の
と
み
て
よ
い
。

　
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
が
家
宣
と
そ
の
側
近
に
よ
る
演
能
活
動
の
記
録
で
あ
る
こ

と
は
ほ
ぼ
間
違
い
が
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
、
本
史
料
を
み
て
驚
か
さ
れ
る
の
は
そ
の

演
能
の
頻
繁
さ
で
あ
る
。
宝
永
三
年
の
冒
頭
部
分
を
例
に
と
っ
て
も
、
六
月
二
五
日
、
七
月

一
日
、
同
四
日
、
六
日
、
一
〇
日
、
一
一
日
と
い
っ
た
よ
う
に
、
お
よ
そ
三
、四
日
に
一
度

ほ
ど
の
割
合
で
何
ら
か
の
催
し
を
行
っ
て
い
る

（
11
（

。
現
在
よ
り
多
少
演
能
時
間
が
短
か
っ
た
と

は
い
え

（
1（
（

、
驚
く
べ
き
ペ
ー
ス
で
あ
り
、
家
宣
の
能
楽
愛
好
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
よ
う
。

　

で
は
、
章
を
改
め
て
、
本
史
料
に
み
ら
れ
る
演
能
活
動
を
分
析
し
、
そ
の
特
徴
を
析
出
し

て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

二　

家
宣
と
そ
の
側
近
の
演
能
活
動
の
特
徴

　

先
に
記
し
た
通
り
、「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
に
は
能
、
舞
囃
子
、
狂
言
な
ど
全

部
で
四
二
五
六
番
の
番
組
名
が
み
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
う
ち
能
と
舞
囃
子
な
ど

三
一
七
八
番
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
く

（
11
（

。

　

表
１
は
、「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
に
み
ら
れ
る
曲
の
う
ち
、
一
〇
回
以
上
上
演
さ

表
１　
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
に
お
い
て
10
回
以
上
上
演
さ
れ
た
曲
一
覧

順
位

曲
名

回
数
順
位

曲
名

回
数
順
位

曲
名

回
数

1

船
弁
慶

6（

（5

江
口

（5

6（

嵐
山

17

（

是
界

55

（5

忠
度

（5

6（

梅
枝

17

（

八
島

55

（5

東
北

（5

6（

船
橋

17

（

春
日
龍
神

50

（5

難
波

（5

6（

三
井
寺

17

（

熊
坂

50

（5

鵺

（5

6（

湯
谷

17

6

橋
弁
慶

（（

（5

松
風

（5

7（

杜
若

16

7

賀
茂

（5

（5

雷
電

（5

7（

小
督

16

7

野
守

（5

（（

氷
室

（（

7（

和
布
刈

16

（

小
鍛
冶

（（

（（

清
経

（（

77

烏
帽
子
折

15

10

葵
上

（1

（（

天
鼓

（（

77

皇
帝

15

10

三
輪

（1

（5

項
羽

（（

77

藤
永

15

1（

芦
刈

（0

（5

経
政

（（

77

道
成
寺

15

1（

融

（8

（5

野
宮

（（

77

望
月

15

1（

邯
鄲

（7

（5

弓
八
幡

（（

8（

歌
占

1（

1（

自
然
居
士

（7

（（

采
女

（1

8（

絃
上

1（

16

山
姥

（6

（（

兼
平

（1

8（

敦
盛

1（

17

海
人

（5

（（

竹
生
島

（1

8（

老
松

1（

17

殺
生
石

（5

5（

国
栖

（0

8（

東
岸
居
士

1（

1（

高
砂

（（

5（

石
橋

（0

8（

紅
葉
狩

1（

（0

実
盛

（（

5（

錦
木

（0

88

大
江
山

1（

（0

放
下
僧

（（

5（

富
士
太
鼓

（0

88

当
麻

1（

（（

田
村

（（

5（

猩
々
乱

（0

88

定
家

1（

（（

羽
衣

（（

5（

夜
討
曽
我

（0

（1

金
札

11

（（

鵜
飼

（1

5（

養
老

（0

（1

小
袖
曽
我

11

（（

鞍
馬
天
狗

（1

5（

井
筒

1（

（1

鍾
馗

11

（（

舎
利

（1

5（

烏
頭

1（

（1

卒
都
婆
小
町

11

（（

頼
政

（1

5（

翁

1（

（1

知
章

11

（8

龍
田

（0

5（

大
会

1（

（6

大
社

10

（（

柏
崎

（（

5（

巻
絹

1（

（6

葛
城

10

（0

車
僧

（8

6（

女
郎
花

18

（6

通
小
町

10

（1

黒
塚

（7

6（

花
月

18

（6

春
栄

10

（（

安
宅

（6

6（

源
氏
供
養

18

（6

班
女

10

（（

箙

（6

6（

芭
蕉

18

（6

盛
久

10

（（

桜
川

（6

6（

百
万

18

（6

龍
虎

10

※ 

曲
名
に
つ
い
て
、「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
内
で
「
舟
弁
慶
」、「
八
嶋
」
な
ど
同
曲
異
表
記
の
も
の
に
つ

い
て
は
、
喜
多
流
を
中
心
と
す
る
現
行
諸
流
派
の
表
記
に
合
わ
せ
て
統
一
し
た
。
稀
曲
・
廃
曲
に
つ
い
て
は
、

で
き
る
だ
け
原
本
の
表
記
に
近
い
漢
字
を
用
い
た
。

※ 《
岩
船
》、《
金
札
》、《
呉
服
》、《
弓
八
幡
》、《
養
老
》
は
「
祝
言
」
と
し
て
演
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
も
合
算
し
た
。

曲
名
表
記
の
な
い
も
の
は
単
に
「
祝
言
」
と
し
て
集
計
し
た
。

　
　
　
　
　

越（
間
部
詮
房
（

前
守　
　
　

長
十
郎　
　
　

金
十
郎

　
　

巻
衣（

絹
（　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
五
郎　
　
　

庄
兵
衛
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が
み
ら
れ
る
ほ
か
は
、
ほ
ぼ
日
付
順
の
記
載
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
行
わ
れ

た
能
、
舞
囃
子
、
狂
言
な
ど
の
番
組
、
す
な
わ
ち
演
目
と
演
者
を
記
す
が
、
役
者
名
の
記
載

が
な
い
場
合
も
多
い
た
め
、
番
組
に
記
さ
れ
て
い
る
演
目
が
能
な
の
か
、
舞
囃
子
な
の
か
と

い
う
区
別
は
厳
密
に
は
で
き
な
い
。
演
者
な
ど
の
人
名
の
配
列
は
現
行
の
番
組
に
お
け
る
記

載
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
演
目
と
演
者
の
記
さ
れ
て
い
る
位
置
関
係
か
ら
シ
テ
、
ワ
キ
な
ど

を
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
四
、五
巻
の
一
部
の
み
、
シ
テ
ツ
レ
・
ワ
キ
ツ
レ
や

地
謡
と
思
し
き
人
名
が
付
さ
れ
て
い
る
部
分
や
、
通
常
は
官
途
名
な
ど
の
通
称
し
か
記
さ
れ

な
い
の
に
対
し
、
名
字
も
記
さ
れ
て
い
る
部
分
が
存
在
す
る
が
、
こ
う
し
た
記
載
の
相
違
が

ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

本
史
料
は
、
も
と
も
と
あ
っ
た
手
控
え
の
よ
う
な
記
録
を
年
ご
と
に
整
理
し
て
ま
と
め
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
宝
永
六
年
六
月
一
一
日
条
の
次
の
行
に
「
同
十　

如
本
」
と
あ
り
、

本
書
が「
本
」、す
な
わ
ち
何
ら
か
の
他
の
記
述
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
四
巻
で
は
「
正
徳
元
辛
卯
年
正
月
吉
日
」
の
「
御
諷
初
」
か
ら
記
述
が
始
ま
る
が
、
正

徳
改
元
は
宝
永
八
年
五
月
一
日
の
こ
と
で
あ
り
、
正
月
段
階
で
は
ま
だ
宝
永
八
年
で
あ
る
。

同
年
五
月
一
一
日
条
に
「
朔
日
ゟ
正
徳
元（

マ
マ
（改

」
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
日
以
降
に
本
書
が

ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

も
と
も
と
の
記
録
を
作
成
し
た
人
物
に
つ
い
て
は
手
が
か
り
が
少
な
い
が
、
宝
永
三
年

一
〇
月
九
日
「
御
本
丸

江　

御
成
之
節
」
の
能
会
で
は
、「
上
」
の
《
嵐
山
》
を
除
き
、
他

の
演
目
の
シ
テ
や
ワ
キ
、
囃
子
方
な
ど
の
記
載
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ず
、
末
尾
に
「
右
之
分

役
付
不
知
」
と
あ
る
。
ま
た
宝
永
四
年
三
月
朔
日
「
大
納
言
様
御
本
丸

江
御
成
之
節
御
能
組
」

で
は
、「
公
方
様
」
こ
と
徳
川
綱
吉
が
《
老
松
》
と
《
東
北
》
を
舞
っ
て
い
る
が
、《
東
北
》

の
役
付
に
つ
い
て
は
ワ
キ
の
庄
左
衛
門
を
除
い
て
記
載
が
み
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
事
例
か

ら
、
単
に
こ
れ
ら
の
記
載
が
省
略
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
こ
れ
を
観
て
記
録
を
残
し
た
人

物
が
、
囃
子
方
な
ど
の
名
前
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
、「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」の
も
と
に
な
っ
た
記
録
は
、実
際
に
演
能
の
場
に
立
ち
会
っ

た
、
徳
川
家
宣
の
奥
能
の
演
者
を
あ
る
程
度
見
知
っ
て
い
る
人
物
、
お
そ
ら
く
家
宣
の
側
近

に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
一
、二
年
を
単
位
と
し
て
整
理
さ
れ

た
も
の
が
、「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
で
あ
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う

（
（1
（

。
な
お
、日
付
と
「
御

能
」
や
「
御
囃
子
」
が
あ
っ
た
こ
と
だ
け
が
記
さ
れ
、
役
者
は
お
ろ
か
演
目
さ
え
も
記
載
さ

れ
な
い
催
し
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
史
料
が
こ
の
時
期
の
演
能
活
動
の
全
体
を
示
す
も
の

で
は
な
い
と
い
う
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う

（
（1
（

。

　

筆
跡
な
ど
か
ら
、「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
の
記
録
に
は
複
数
人
が
関
わ
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
二
巻
の
宝
永
五
年
七
月
一
三
日
条
と
同
一
五
日
条
の
間
に
は
二
行
ほ
ど
の

空
白
が
あ
り
、
そ
の
前
後
で
明
ら
か
に
手
が
替
わ
っ
て
い
る
。
他
に
も
い
く
つ
か
筆
が
替
わ

る
場
所
が
み
ら
れ
、
記
主
は
三
、四
人
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
史
料
の
最
大
の
特
徴
は
、演
者
と
し
て
の
「
上
」
の
記
載
で
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
よ
う
。

〔
史
料
１

（
（1
（

〕

　
　

宝
永
三
年

　
　
　
　
　

六
月
廿
五
日
御
囃
子
組

　
　
　
　
　

主（
間
部
詮
貞
（

膳　
　
　
　

新
七
郎　
　
　

伝
十
郎

　
　

老
松　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
右
衛
門　
　

九
八
郎

　
　
　
　
　

宝（
十
世
大
夫
暢
栄
（

生　
　
　
　
三

（
金
春
（郎

右
衛
門

　
　

采
女　
　
　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

吉
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
郎
右
衛
門

　

上　
　
　
　
　
　
　
　
　

市（
葛
野
（郎

兵
衛　
　

権
 （
観
世
カ
（八

　
　

邯
鄲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清（
幸
（　六　

　
　
　

庄（
森
田
（兵

衛
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に
変
化
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
を
み
て
い
き
た
い
。

　

家
宣
の
演
能
活
動
に
つ
い
て
触
れ
た
文
章
は
少
な
い
が
、
米
田
真
理
氏
は
、『
新
井
白
石

日
記
』
や
『
間
部
日
記
』、
そ
し
て
「
御
内
証
御
能
組
（
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
）」
の
分

析
を
通
じ
て
、
家
宣
に
よ
る
演
能
は
白
石
の
江
戸
城
出
仕
の
機
会
を
外
す
よ
う
に
し
て
設
け

ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、「
表
向
」
の
役
人
で
あ
る
白
石
は
、
家
宣
と
「
中
奥
」
す
な
わ

ち
家
宣
側
近
の
役
人
た
ち
が
主
催
す
る
能
に
招
か
れ
る
立
場
に
な
か
っ
た
と
し
た

（
（（
（

。
非
常
に

重
要
な
指
摘
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
奥
能
」
に
参
加
で
き
る
か
否
か
が
詮
房
と
白
石
の
大
き
な

違
い
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
奥
」
に
お
け
る
間
部
詮
房
の
活
動

に
着
目
す
る
こ
と
で
、
白
石
中
心
の
視
点
の
相
対
化
に
つ
な
げ
ら
れ
る
と
考
え
る
。

　

宮
城
県
図
書
館
所
蔵
伊
達
文
庫
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
は
、
西
丸
時
代
・
将
軍
時

代
を
通
し
て
家
宣
の
「
奥
能
」
に
お
け
る
演
能
活
動
を
知
る
た
め
の
基
礎
文
献
で
あ
る
が
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
ご
く
一
部
が
部
分
的
に
用
い
ら
れ
る
の
み
で
、
史
料
全
体
を
扱
っ
た

分
析
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
ま
ず
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
子
組
」
の
情

報
に
つ
い
て
基
礎
的
な
分
析
を
加
え

（
（1
（

、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
、
家
宣
の
将
軍

就
任
前
後
の
「
奥
」
の
動
向
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

一　
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
に
つ
い
て

　

ま
ず
は
本
稿
で
分
析
を
行
う
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
の
情
報
を
整
理
し
て
お
き
た

い
。
従
来
の
近
世
能
楽
史
研
究
で
も
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
き
た
基
礎
史
料
で
あ
る
が
、
大
部

に
及
ぶ
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
現
段
階
で
は
活
字
化
さ
れ
て
い
な
い

（
（1
（

。
ま
た
そ
の
書
誌
情
報
や

記
述
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
必
要
に
応
じ
て
情
報
が
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た

こ
と
も
あ
り
、
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
本
稿
で
は
「
御
城
御
内
証
御
能
御

囃
組
」
を
中
心
的
な
史
料
と
し
て
扱
う
た
め
、
ま
ず
基
礎
的
な
情
報
を
あ
ら
か
じ
め
整
理
し

て
お
き
た
い
。

　

表
題
に
つ
い
て
、『
伊
達
文
庫
目
録

（
（1
（

』
な
ど
で
は
「
御
能
御
囃
子
組
」
と
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
の
な
か
で
は
ほ
か
に
「
御
内
証
御
能
組
」、「
御
内
証
御
能
御
囃
子
組
」
な

ど
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
に
呼
称
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
同
史
料
の
な
か
で
も
各
巻
に
付
さ
れ

た
題
箋
な
ど
の
記
述
が
異
な
っ
て
い
る
。
一
巻
で
は
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
と
い
う

題
箋
が
付
さ
れ
て
お
り
、
二
巻
・
三
巻
で
は
題
箋
が
外
れ
て
「
御
能
御
囃
子
組
」
と
冊
子
に

直
接
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
四
巻
に
は
外
れ
た
題
箋
が
挟
み
込
ま
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
は
「
御

能
御
囃
子
組
」
と
あ
る
。
五
巻
に
は
「
御
能
御
囃
子
組
」
と
い
う
題
箋
が
付
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
内
題
は
み
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
史
料
上
の
記
載
に
基
づ
く
表
題
の
候
補
と

し
て
は
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
か
「
御
能
御
囃
子
組
」
の
い
ず
れ
か
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
一
巻
に
付
さ
れ
た
題
箋
を
採
用
し
、「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」

と
い
う
表
記
で
統
一
す
る
。

　

五
巻
そ
れ
ぞ
れ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
時
期
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

一
巻
：
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
六
月
二
五
日
～
宝
永
四
年
一
二
月
二
七
日

　
　

二
巻
：
宝
永
五
年
正
月
三
日
～
宝
永
六
年
正
月
九
日

　
　

三
巻
：
宝
永
六
年
正
月
三
日
～
宝
永
七
年
一
二
月
二
六
日

　
　

四
巻
：
宝
永
八
（
正
徳
元
）
年
正
月
三
日
～
一
二
月
二
七
日

　
　

五
巻
：
正
徳
二
年
正
月
三
日
～
三
月
一
二
日

　

二
巻
の
末
尾
と
三
巻
の
冒
頭
に
若
干
の
重
複
が
み
ら
れ
る
が

（
（1
（

、
そ
の
他
は
お
お
む
ね
年
ご

と
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
一
巻
は
一
年
半
、
二
巻
・
四
巻
は
一
年
、
三
巻
は
二
年
、
五
巻

は
三
か
月
ほ
ど
を
そ
の
範
囲
と
し
て
お
り
、
こ
の
間
に
上
演
さ
れ
た
能
、
舞
囃
子
、
仕
舞
、

狂
言
合
わ
せ
て
四
二
五
六
番
の
番
組
名
と
演
者
の
記
載
が
あ
る
。
い
く
つ
か
の
誤
記
と
み
ら

れ
る
箇
所
、
お
よ
び
四
巻
の
正
徳
元
年
五
月
二
一
日
か
ら
八
月
七
日
ま
で
の
間
に
一
部
錯
簡
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は
じ
め
に

　

宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
一
二
月
、
甲
府
藩
主
で
あ
り
、「
甲
府
宰
相
」
と
も
呼
ば
れ
た

徳
川
綱
豊
（
一
六
六
二
―
一
七
一
二
、
将
軍
在
職
一
七
〇
九
―
一
二
）
は
、
将
軍
綱
吉
の
養

子
と
な
っ
て
江
戸
城
西
丸
に
入
り
、
将
軍
継
嗣
と
し
て
家
宣
と
名
乗
っ
た
。
家
宣
が
父
綱
重

か
ら
受
け
継
い
だ
甲
府
徳
川
家
は
、
家
宣
の
西
丸
入
り
と
同
時
に
解
体
さ
れ
、
甲
斐
国
は
柳

沢
吉
保
に
与
え
ら
れ
た

（
1
（

。
甲
府
徳
川
家
の
家
臣
の
多
く
は
そ
の
ま
ま
幕
臣
と
な
り
、
綱
豊
付

き
と
し
て
江
戸
城
に
入
っ
た
。
彼
ら
が
主
に
勘
定
系
の
役
方
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
は
す
で

に
深
井
雅
海
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
（
（

。

　

家
宣
と
そ
れ
に
続
く
家
継
が
将
軍
を
務
め
た
時
代
、
家
宣
側
近
で
側
用
人
を
務
め
た
間
部

詮
房
と
、
家
宣
の
侍
講
で
あ
っ
た
新
井
白
石
が
、
い
わ
ゆ
る
「
正
徳
の
治
」
を
推
進
し
た
と

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
家
宣
と
白
石
の
関
係
は
「
表
」、
公
的
な
職
務
空
間
に
限
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
白
石
は
「
奥
能
」、
将
軍
の
私
的
空
間
で
の
演
能
か
ら
は
排
除
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
る

（
（
（

。
ま
た
、
側
用
人
で
あ
る
間
部
詮
房
の
職
務
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
は

「
表
」
と
「
奥
」
を
取
り
持
つ
こ
と
、
す
な
わ
ち
老
中
ら
幕
閣
と
家
宣
と
の
連
絡
の
み
が
重

視
さ
れ
、「
奥
」
で
の
活
動
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

（
（
（

。
そ

の
よ
う
な
な
か
で
福
留
真
紀
氏
は
、
家
宣
の
西
丸
時
代
に
お
け
る
間
部
詮
房
の
職
務
を
分
析

し
、
西
丸
中
奥
の
管
理
者
と
し
て
位
置
づ
け
た

（
5
（

。
し
か
し
そ
の
関
心
は
側
用
人
の
職
務
の
解

明
に
あ
り
、
詮
房
の
「
奥
」
で
の
活
動
実
態
に
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
私
的
空
間
に
お
け
る

家
宣
と
詮
房
の
関
係
に
は
ほ
と
ん
ど
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。「
表
」
と
「
奥
」
に
お
け

る
詮
房
の
立
場
を
考
え
る
う
え
で
、「
奥
」
で
の
詮
房
の
行
動
に
つ
い
て
は
よ
り
具
体
的
に

み
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

従
来
、「
正
徳
の
治
」
に
関
す
る
研
究
や
叙
述
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
『
折
た
く
柴
の
記
』

な
ど
の
新
井
白
石
の
著
作
に
基
づ
い
て
進
め
ら
れ
て
き
た

（
6
（

。
し
か
し
、
白
石
の
視
点
は
前
述

の
状
況
な
ど
か
ら
あ
く
ま
で
も
「
表
」
の
み
に
あ
っ
て
、「
奥
」
に
は
届
い
て
い
な
い
。
あ

ま
り
に
も
史
料
的
に
「
多
弁
」
な
白
石
の
視
点
を
相
対
化
す
る
た
め
、
当
該
期
の
家
宣
と
そ

の
周
辺
を
み
る
も
う
一
つ
の
視
点
を
導
入
し
た
い
。
そ
れ
が
家
宣
と
そ
の
側
近
に
よ
る「
奥
」

で
の
演
能
活
動

（
7
（

で
あ
る
。

　

徳
川
家
宣
は
、
前
将
軍
綱
吉
と
並
ん
で
非
常
に
能
楽
を
愛
好
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い

る
（
8
（

。
さ
ら
に
間
部
詮
房
も
、
能
役
者
出
身
で
は
な
い
か
と
も
い
わ
れ
て
お
り
、
喜
多
座
の
大

夫
近
く
で
修
行
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
（
（

。
甲
府
藩
時
代
の
家
宣
家
臣
団
を
書
き
上

げ
た「
甲
府
様
御
人
衆
中
分
限
帳

（
（1
（

」に
は
、「
御
役
者
」と
し
て
能
役
者
の
名
前
が
確
認
で
き
る
。

家
宣
と
そ
の
側
近
の
演
能
活
動
を
分
析
し
、間
部
詮
房
も
含
め
、「
奥
能
」に
ど
の
よ
う
な
人
々

が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
、
お
よ
び
家
宣
の
将
軍
就
任
前
後
で
、
そ
の
人
的
構
成

徳
川
家
宣
の
将
軍
就
任
と
演
能
活
動

　
　

―
宮
城
県
図
書
館
所
蔵
「
御
城
御
内
証
御
能
御
囃
組
」
の
分
析
を
通
じ
て
―

中　

野　

賢　

治
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て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

今
後
、
東
日
本
大
震
災
を
は
じ
め
と
す
る
、
現
代
に
発
生
し
た
災
害
関
係
資
料
の
記
録
化

が
、
ど
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
人
々
の
間
に
広
め
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う

に
後
世
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
の
か
を
、宝
永
噴
火
の
状
況
を
ふ
ま
え
注
目
し
て
い
き
た
い
。

註（
1
）
地
域
で
営
ま
れ
て
い
る
生
業
や
慣
習
な
ど
の
記
録
化
に
関
す
る
事
例
と
し
て
、
岩
手
県
大
槌
町
が
計
画
し

て
い
る
仮
称
「
大
槌
メ
デ
ィ
ア
コ
モ
ン
ズ
（
М
Ｌ
Ａ
）」
構
想
が
あ
げ
ら
れ
る
。
大
槌
町
に
お
け
る
活
動
成

果
の
一
端
は
、
秋
道
智
彌
編
『
大
槌
の
自
然
、
水
、
人
―
未
来
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
―
』（
東
北
出
版
企
画
、

二
〇
一
〇
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
（
）
例
え
ば
、
峰
岸
純
夫
『
中
世
災
害
・
戦
乱
の
社
会
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）、
北
原
糸
子
編
『
日

本
災
害
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）、
藤
木
久
志
『
日
本
中
世
気
象
災
害
史
年
表
稿
』（
高
志
書
院
、

二
〇
〇
七
年
）、 

矢
田
俊
文
『
中
世
の
巨
大
地
震
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
（
）『
静
岡
県
史
』
通
史
編
三
近
世
一
（
静
岡
県
、
一
九
九
六
年
）
第
四
章
「
元
禄
・
宝
永
地
震
と
宝
永
噴
火
」、

『
小
山
町
史
』
第
七
巻
近
世
通
史
編
（
小
山
町
、
一
九
九
八
年
）
第
四
章
「
宝
永
の
富
士
山
噴
火
」、・
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
災
害
史170（-（00（

』（
財
団
法
人 
歴
史
民
俗
博
物
館
振
興
会
、

二
〇
〇
三
年
）「
富
士
山
の
宝
永
噴
火
」、
永
原
慶
二
『
富
士
山
宝
永
大
爆
発
』（
集
英
社
、
二
〇
〇
二
年
／

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
［
再
版
］）
な
ど
。

（
（
）
例
え
ば
前
掲
註
３
永
原
著
書
は
、
現
在
の
神
奈
川
県
お
よ
び
静
岡
県
に
ま
た
が
る
小
田
原
藩
領
に
お
け
る

宝
永
噴
火
の
被
害
状
況
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
籠
坂
峠
を
越
え
た
山
中
湖
を
は
じ
め
と
す
る
山

梨
側
で
は
被
害
は
皆
無
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
5
）『
富
士
吉
田
市
史
』
資
料
編
第
三
巻
近
世
Ⅰ
（
富
士
吉
田
市
、
一
九
九
四
年
）
一
八
九
号
「
冨
士
山
焼
出
之

節
之
事（
山
口
由
富
家
文
書
）」。
な
お
資
料
中
の
傍
線
・
傍
註
は
筆
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る（
以
下
同
様
）。

（
6
）『
浅
間
文
書
纂
』（
浅
間
神
社
社
務
所
、
一
九
三
一
年
）
六
号
文
書
。

（
7
）『
日
本
紀
略
』
前
篇
十
三
。

（
8
）『
日
本
三
代
実
録
』
巻
八
。

（
（
）
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
に
作
成
さ
れ
た
川
嶋
田
村
（
静
岡
県
御
殿
場
市
）
の
「
人
別
改
帳
」（『
御
殿
場

市
史
』
二
近
世
資
料
編
七
号
）
に
は
、「
砂
降
以
後
渡
世
難
送
段
申
ニ
付
、
当
二
月
末
郡
内
筋
へ
罷
越
申
候
、

何
時
可
罷
帰
も
難
計
御
座
候
」
と
あ
り
、
噴
火
に
よ
る
災
害
発
生
の
後
、
同
村
で
は
生
活
が
困
難
と
な
り
、

郡
内
地
域
へ
と
避
難
し
た
人
々
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
10
） 『
山
梨
県
史
』
資
料
編
一
二
近
世
五
在
方
Ⅲ
（
山
梨
県
、
二
〇
〇
一
年
）
二
六
八
号
「
平
野
村
富
士
山
焼
に

つ
き
扶
持
願
（
山
中
湖
村
・
天
野
勝
巳
家
文
書
）」。

（
11
）『
山
梨
県
史
』資
料
編
一
二
近
世
五
在
方
Ⅲ
二
六
九
号「
平
野
村
富
士
山
噴
火
砂
降
に
つ
き
一
札（
山
中
湖
村
・

天
野
勝
巳
家
文
書
）」。

（
1（
）
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
に
作
成
さ
れ
た
板
妻
村
・
川
柳
新
田
・
大
堰
村
（
静
岡
県
御
殿
場
市
）
の
古
文

書
（『
御
殿
場
市
史
』
二
近
世
資
料
編
三
号
・
八
号
、
同
三
近
世
資
料
編
六
号
）
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
御
入

用
金
被
下
置
候
は
、
畑
砂
不
残
取
退
、
来
度
作
仕
付
御
年
貢
差
上
ゲ
可
申
候
」
等
と
あ
り
、
入
用
金
の
支

給
を
受
け
て
畑
に
堆
積
し
た
砂
を
除
去
し
、
作
物
の
作
付
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
年
貢
の
収
納
に
対
応

す
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
1（
） 『
富
士
吉
田
市
史
』
資
料
編
第
三
巻
近
世
Ⅰ
（
富
士
吉
田
市
、
一
九
九
四
年
）
一
九
三
号
「
覚
（
渡
辺
孝
男

家
文
書
）」。

（
1（
）『
甲
斐
国
志
』
巻
三
十
五 

山
川
部
第
十
六 

上
。

（
15
）『
修
訂
駿
河
国
新
風
土
記
』
巻
二
十
三 

富
士
山 

上
「
宝
永
四
年
の
山
焼
」。
な
お
、
以
下
の
同
書
の
引
用
は
、

い
ず
れ
も
新
庄
道
雄
著
・
足
立
鍬
太
郎
修
訂
・
飯
塚
傳
太
郎
補
訂
『
修
訂
駿
河
国
新
風
土
記
』
下
巻
（
国

書
刊
行
会
、
一
九
七
五
年
）
に
よ
る
。

（
16
）『
修
訂
駿
河
国
新
風
土
記
』
巻
二
十
三 

富
士
山 

上
「
宝
永
砂
降
記
」。

（
17
）『
浅
間
文
書
纂
』（
浅
間
神
社
社
務
所
、
一
九
三
一
年
）
六
号
「
富
士
山
噴
火
記
」。

（
18
）『
小
山
町
史
』
第
七
巻
近
世
通
史
編
（
小
山
町
、
一
九
九
八
年
）。

（
1（
）『
修
訂
駿
河
国
新
風
土
記
』
巻
二
十
三 

富
士
山 

上
「
宝
永
砂
降
記
」。

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会　

科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）
の
交
付
を
受
け
て
行
っ
た
研
究
成
果
の
一

部
で
あ
る
。

（
山
梨
県
知
事
政
策
局 

富
士
山
保
全
推
進
課
・
山
梨
県
立
博
物
館
）
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間
神
社
御
師
の
中
村
筑
前
高
通
に
よ
っ
て
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
ま
で
に
古
城
村
で
書

写
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

特
に
、「
か
く
記
し
終
た
る
時
」
と
い
う
資
料
中
の
文
言
よ
り
、『
修
訂
駿
河
国
新
風
土
記
』

が
編
纂
さ
れ
た
当
初
は
、「
宝
永
砂
降
記
」
の
存
在
が
編
纂
者
に
は
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
宝
永
砂
降
記
」
は
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）

に
記
さ
れ
て
以
降
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
ま
で
の
百
十
五
年
間
、
世
間
に
そ
の
存
在
が

広
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
十
八
世
紀
前
半
に
記
さ
れ
た
「
宝
永
砂
降
記
」
の
内
容
は
、
十
九
世
紀
半

ば
の
『
修
訂
駿
河
国
新
風
土
記
』
編
纂
に
際
し
、
山
梨
側
の
御
師
を
と
お
し
て
静
岡
側
に
紹

介
さ
れ
、
そ
の
後
、
御
厨
地
域
に
お
い
て
本
資
料
の
書
写
が
一
段
と
広
ま
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
静
岡
側
を
代
表
す
る
近
世
の
地
誌
で
あ
る
『
修
訂
駿
河
国
新
風
土
記
』
に

記
載
さ
れ
た
宝
永
噴
火
の
記
載
内
容
は
、『
甲
斐
国
志
』
等
に
掲
載
さ
れ
た
田
辺
安
豊
の
長

歌
や
、
山
梨
側
の
御
師
を
と
お
し
て
紹
介
さ
れ
た
「
宝
永
砂
降
記
」
等
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

て
お
り
、
山
梨
側
に
お
け
る
宝
永
噴
火
の
情
報
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
宝
永
噴
火
に
関

す
る
文
献
資
料
の
情
報
は
、
山
梨
・
静
岡
両
地
域
に
お
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
ふ
ま
え
て
、

作
成
お
よ
び
継
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、本
稿
で
は
富
士
山
宝
永
噴
火
に
関
す
る
文
献
資
料
が
記
録
さ
れ
た
状
況
に
つ
い
て
、

山
梨
側
を
対
象
に
考
察
し
た
。
最
後
に
こ
の
結
果
を
ま
と
め
る
。

　

ま
ず
、
宝
永
噴
火
発
生
時
か
ら
間
も
な
い
時
期
に
作
成
さ
れ
た
、
山
梨
側
に
伝
来
す
る
噴

火
災
害
に
関
す
る
文
献
資
料
の
特
徴
を
あ
げ
る
と
、
災
害
の
状
況
に
つ
い
て
は
静
岡
側
の
情

報
を
反
映
し
て
記
述
さ
れ
る
と
も
に
、
神
職
や
御
師
に
よ
る
祈
祷
の
結
果
、
吉
田
口
で
は
噴

火
災
害
に
よ
る
被
害
が
生
じ
な
か
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
文
献
資
料
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
一
方
、
実
際
に
は
静
岡
側
と
同
様
に
、
噴
出
し
た
砂
が
堆
積
す
る
被
害
が
山
中
湖
東

岸
の
平
野
村
等
で
発
生
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

次
に
、
宝
永
噴
火
に
関
す
る
情
報
が
、
後
世
に
記
録
化
さ
れ
た
過
程
に
つ
い
て
ま
と
め
る

と
、
山
梨
側
で
は
、
十
九
世
紀
前
半
に
編
纂
さ
れ
た
『
甲
斐
国
志
』
の
記
載
内
容
を
ふ
ま
え

て
、
上
吉
田
村
の
御
師
で
あ
っ
た
田
辺
安
豊
の
長
歌
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
長
歌
を
と
お
し
て
、
山
梨
側
で
は
宝
永
噴
火
の
被
害
が
発
生
し

な
か
っ
た
と
す
る
神
職
や
御
師
に
よ
る
宝
永
噴
火
の
認
識
が
広
ま
る
一
方
、
実
際
に
生
じ
た

被
害
に
関
す
る
記
録
化
は
、
必
ず
し
も
人
々
の
間
に
流
布
し
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
十
八
世
紀
前
半
に
記
さ
れ
た
、
噴
火
災
害
に
と
も
な
う
静
岡
側
の
被
害
状
況
に
関

わ
る
文
献
資
料
の
情
報
は
、
山
梨
側
に
あ
る
河
口
浅
間
神
社
の
御
師
を
介
し
て
、
静
岡
側
で

十
九
世
紀
半
ば
の
地
誌
編
纂
に
反
映
さ
れ
、
そ
の
後
、
世
に
広
く
周
知
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　

こ
れ
ら
の
結
果
を
ふ
ま
え
、
宝
永
噴
火
に
関
す
る
文
献
資
料
の
記
録
化
を
総
合
的
に
見
る

と
、
山
梨
・
静
岡
の
両
地
域
に
よ
る
情
報
の
共
有
が
、
噴
火
災
害
の
記
録
化
に
反
映
さ
れ
た

こ
と
、
ま
た
噴
火
災
害
に
関
す
る
資
料
の
作
成
・
伝
達
に
は
、
御
師
の
活
動
に
拠
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
こ
と
、
以
上
の
二
点
を
確
認
で
き
る
。

　

す
な
わ
ち
、
宝
永
噴
火
に
関
わ
る
文
献
資
料
は
、
御
師
を
は
じ
め
と
す
る
人
々
の
身
分
や

活
動
を
反
映
し
て
創
出
さ
れ
た
、
噴
火
災
害
に
対
す
る
様
々
な
認
識
を
ふ
ま
え
て
記
録
化
さ

れ
る
と
と
も
に
、
山
梨
・
静
岡
双
方
の
境
界
を
越
え
た
情
報
の
広
が
り
に
よ
り
後
世
に
継
承

さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
山
梨
側
で
は
宝
永
噴
火
に
よ
る
災
害
が
発
生
し
な

か
っ
た
と
す
る
、
現
在
一
般
的
に
流
布
し
て
い
る
噴
火
災
害
の
イ
メ
ー
ジ
が
拡
大
、
定
着
し
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十
九
世
紀
前
半
に
富
士
講
が
隆
盛
す
る
中
で
、
吉
田
口
の
神
職
・
御
師
に
よ
る
宝
永
噴
火
の

認
識
が
、
人
々
の
間
で
受
容
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
山
梨
側
に
お
け
る
宝
永
噴
火
の
記
録
化
に
対
し
て
、
静
岡
側
に

お
け
る
記
録
化
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
静
岡
側
に
お
け
る
代
表
的
な
宝
永
噴

火
関
係
の
資
料
と
し
て
、「
宝
永
砂
降
記

（
（1
（

」
や
「
富
士
山
噴
火
記

（
（1
（

」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
前
者

は
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
に
「
富
東
一
禿
翁
」
と
名
乗
る
人
物
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
一
方
、

後
者
は
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
に
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
の
社
僧
で
あ
っ
た
乗
蓮
院
隠
居

の
飽
休
庵
が
記
し
た
記
録
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
内
、「
宝
永
砂
降
記
」
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
「
富
東
一
禿
翁
」
が
生
土
村
（
静
岡

県
小
山
町
）
に
居
住
し
た
「
室
伏
八
郎
右
門
包
義
」
と
い
う
人
物
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い

る
ほ
か
、
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
の
地
震
お
よ
び
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
の
宝
永
噴

火
、
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
の
水
害
の
状
況
を
記
し
た
「
三
災
記
」
等
に
そ
の
記
載
内
容

が
書
写
さ
れ
、
複
数
の
写
本
が
御
厨
地
域
に
伝
わ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
（1
（

。

　

こ
の
内
容
を
概
略
す
る
と
、
宝
永
四
年
十
一
月
二
十
三
日
の
噴
火
に
よ
る
石
や
砂
の
堆
積

と
火
災
の
発
生
、
そ
し
て
死
を
覚
悟
し
た
人
々
の
様
子
、
故
郷
か
ら
の
離
散
、
累
代
の
家
宝

の
売
却
や
他
地
域
で
の
奉
公
に
よ
る
生
計
の
立
て
直
し
な
ど
、
御
厨
地
域
の
人
々
が
遭
遇
し

た
困
難
な
状
況
を
述
べ
た
後
、「
凡
七
八
ヶ
年
の
辛
苦
、
言
葉
を
以
て
の
べ
が
た
し
、
夫
平

生
三
尺
の
地
を
穿
、
一
丈
の
井
を
掘
す
ら
人
以
て
難
事
と
す
、
是
ハ
食
物
の
土
地
な
く
、
旦

夕
飢
渇
の
身
の
み
に
し
て
、
深
厚
の
石
砂
を
除
き
膏
瞍
の
良
田
と
な
す
、
勒
し
て
後
世
に
つ

た
へ
る
も
大
海
の
一
滴
九
牛
の
一
毛
な
り
」
と
記
さ
れ
て
お
り

（
（1
（

、
七
、八
年
間
の
辛
苦
は
言

葉
で
は
表
し
難
く
、平
常
で
も
三
尺（
約
九
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）の
土
地
を
穿
ち
、一
丈（
約

三
メ
ー
ト
ル
）
の
井
戸
を
掘
る
こ
と
で
す
ら
困
難
な
の
に
、
耕
地
が
無
く
飢
え
た
状
況
に
お

い
て
、
厚
く
積
も
っ
た
石
や
砂
を
取
り
除
き
、
良
田
を
開
い
た
こ
と
は
、
後
世
に
一
部
し
か

伝
わ
ら
な
い
と
あ
る
。

　

こ
う
し
た
文
言
か
ら
、「
宝
永
砂
降
記
」
は
、
宝
永
噴
火
に
よ
る
壊
滅
的
な
被
害
か
ら
御

厨
地
域
の
村
々
が
七
、八
年
の
歳
月
を
か
け
て
復
興
し
て
き
た
状
況
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
宝
永
砂
降
記
」が
収
録
さ
れ
て
い
る『
修
訂
駿
河
国
新
風
土
記
』巻
二
十
三「
富

士
山　

上
」
項
に
は
、「
宝
永
四
年
の
山
焼
」「
田
辺
安
豊
の
実
記
」「
須
走
村
の
伝
説
」「
江

戸
に
て
見
た
る
人
の
話
」「
遠
夷
談
の
宝
永
山
」
に
続
い
て
「
宝
永
砂
降
記
」
が
引
用
さ
れ

て
い
る
が
、「
宝
永
砂
降
記
」
の
冒
頭
に
は
、次
の
よ
う
に
出
典
の
経
緯
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

【
資
料
６
】

　
　

以
上
、
宝
永
の
山
焼
の
大
略
な
り
、
此
年
よ
り
今
に
至
り
て
百
二
十
四
年
な
れ
ば
、
老

人
の
言
伝
と
い
ふ
も
三
伝
に
過
ざ
れ
ば
大
か
た
は
違
る
こ
と
な
し
、
か
く
記
し
終
た
る

時
、
甲
斐
川
口
浅
間
社
御
師
中
村
筑
前
高
通
と
云
人
来
り
て
曰
、
己
れ
こ
の
た
び
駿
東

郡
古
城
村
な
る
人
の
も
と
に
て
写
得
た
る
宝
永
砂
降
記
と
云
も
の
あ
り
と
て
見
せ
た
り

　

資
料
６
の
大
意
を
ま
と
め
る
と
、「
宝
永
四
年
の
山
焼
」
以
下
の
項
目
を
ふ
ま
え
た
宝
永

噴
火
の
概
要
は
、
宝
永
噴
火
よ
り
百
二
十
四
年
間
の
歳
月
が
経
過
し
た
時
点
（
天
保
二
年

［
一
八
三
一
］）
に
お
い
て
、
高
齢
者
の
言
い
伝
え
で
あ
っ
た
と
し
て
も
三
世
代
を
越
え
て
い

な
い
の
で
、
大
凡
事
実
と
異
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
書
き

終
え
た
時
に
、
甲
斐
国
の
河
口
浅
間
神
社
（
山
梨
県
富
士
河
口
湖
町
）
の
御
師
で
あ
る
中
村

筑
前
高
通
と
い
う
人
物
が
筆
者
を
訪
れ
、
こ
の
度
駿
東
郡
古
城
村
（
静
岡
県
小
山
町
）
の
住

人
の
も
と
で
写
し
た
「
宝
永
砂
降
記
」
を
紹
介
し
た
と
あ
る
。

　

こ
の
記
述
か
ら
、
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
に
記
さ
れ
た
「
宝
永
砂
降
記
」
は
、
河
口
浅
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て
、
災
害
の
状
況
に
つ
い
て
口
伝
の
み
が
継
承
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
っ
た
と
さ
れ
、
御
師

で
あ
る
田
辺
安
豊
が
作
成
し
た
長
歌
が
噴
火
に
よ
る
災
害
の
実
情
を
伝
え
る
記
録
と
し
て
、

『
甲
斐
国
志
』
編
纂
時
に
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
し
て
、
傍
線
②
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
職
や
御
師
に
よ
る
神
前
へ
の
祈
祷
の
効

果
に
よ
っ
て
吉
田
口
で
は
噴
火
災
害
を
生
じ
な
か
っ
た
た
め
、
遠
近
よ
り
参
詣
者
が
集
ま
っ

た
と
い
う
記
載
内
容
は
、
北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
を
中
心
と
し
た
富
士
山
信
仰
の
功
徳
を

世
に
喧
伝
し
よ
う
と
し
た
意
図
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、資
料
５
は
資
料
１「
冨

士
山
焼
出
之
節
之
事
」
と
共
通
し
た
目
的
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

さ
ら
に
、
傍
線
③
に
あ
る
、
富
士
講
信
者
が
富
士
山
に
参
詣
し
た
際
、
宝
永
山
を
見
物
し

た
と
い
う
内
容
か
ら
、
資
料
５
は
富
士
講
信
者
の
来
訪
を
意
識
し
た
記
述
と
な
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
長
歌
は
、
御
師
た
ち
が
江
戸
を
中
心
と
し
た
各
地
の
富
士
講
信
者
に
対

し
て
、
宝
永
噴
火
の
様
子
と
吉
田
口
の
安
全
を
伝
え
聞
か
せ
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
な
田
辺
安
豊
の
長
歌
を
引
用
し
た
後
、『
甲
斐
国
志
』
の
編
纂
者
は
、
傍
線

④
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宝
永
噴
火
で
は
平
野
、
長
池
、
山
中
（
い
ず
れ
も
山
梨
県

山
中
湖
村
）
等
の
村
々
に
噴
出
し
た
砂
が
堆
積
し
た
結
果
、『
甲
斐
国
志
』
が
編
纂
さ
れ
た

十
九
世
紀
前
半
に
至
る
ま
で
草
木
が
生
え
ず
、
耕
作
を
で
き
る
土
地
が
な
か
っ
た
こ
と
を
記

載
し
て
い
る
。
こ
の
内
容
は
、
資
料
２
、３
、４
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
山
梨
側
の
噴
火
災

害
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
資
料
５
に
は
、
先
述
し
た
よ
う
な
噴
火
発
生
直
後
に
作
成
さ
れ
た
山
梨
側

の
被
害
状
況
に
関
す
る
文
献
資
料
に
見
え
る
、
災
害
発
生
の
有
無
を
め
ぐ
る
相
反
す
る
内
容

が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
田
辺
安
豊
の
長
歌
が
山
梨
側
に
お
け
る
宝
永
噴
火

の
状
況
を
伝
え
る
実
記
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
こ
と
が
、『
甲
斐
国
志
』
以
降
に

編
纂
さ
れ
た
宝
永
噴
火
に
関
す
る
記
録
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
に
編
纂
さ
れ
た
『
隔
搔
録
』
に
は
、「
宝
永
四
年

山
焼
ノ
事
」
と
題
し
て
「
吉
田
村
師
職
田
辺
安
豊
ト
云
シ
者
親
見
ル
所
ヲ
記
ス
、
体
裁
長
歌

ノ
如
、
訓
ノ
施
シ
カ
タ
キ
所
ア
レ
ト
モ
、
最
実
記
ト
ス
ヘ
シ
」
と
あ
り
、
ま
た
弘
化
四
年

（
一
八
四
七
）
に
編
纂
さ
れ
た
『
富
士
山
真
景
之
図
』
に
は
、「
宝
永
山
」
の
項
目
に
「
北
口

ヨ
リ
登
レ
ハ
辰
巳
ノ
方
山
ノ
七
分
ニ
ア
リ
、
別
ニ
峯
ア
リ
、
吉
田
師
職
田
辺
安
豊
ト
云
者
チ

カ
ク
見
所
ヲ
シ
ル
ス
、
長
歌
ノ
如
ク
訓
ノ
施
シ
カ
タ
キ
所
ア
レ
ト
モ
、
最
実
記
ト
ス
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
田
辺
安
豊
の
長
歌
を
掲
載
し
た
上
で
、
資
料
５
の
『
甲
斐
国
志
』

の
記
載
に
依
拠
し
、
長
歌
を
宝
永
噴
火
に
関
す
る
「
最
実
記
」
と
評
価
し
て
い
る
点
が
注
目

さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
か
ら
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
に
か
け
て
編
纂
さ

れ
た
『
修
訂
駿
河
国
新
風
土
記
』
に
も
、
宝
永
噴
火
に
関
す
る
記
載
内
容
の
中
に
、「
甲
斐

国
志
又
隔
搔
録
に
も
載
る
所
、
吉
田
村
（
御
）
師
職
田
辺
安
豊
と
云
者
の
記
た
る
長
歌
の
如

き
も
の
あ
り
、
焼
出
よ
り
火
の
止
り
し
ま
で
日
次
に
い
へ
る
こ
と
詳
な
り
、
其
略
十
月
四
日

地
震
、
十
一
月
廿
二
日
暮
六
時
よ
り
地
震
五
十
度
余
り
暁
よ
り
数
知
ず
、
廿
三
日
巳
刻
煙
大

に
起
り
、
酉
刻
震
動
、
戌
刻
火
大
発
（
中
略
）
と
云
る
こ
と
を
哥
の
如
く
に
書
り
、
尤
も
実

録
な
り
」
と
あ
り

（
（1
（

、
山
梨
側
で
作
成
さ
れ
た
田
辺
安
豊
の
長
歌
を
宝
永
噴
火
の
「
実
録
」
と

し
て
位
置
付
け
て
い
る
。

　

こ
の
一
方
、
宝
永
噴
火
に
お
け
る
山
梨
側
で
の
被
害
状
況
に
つ
い
て
は
、
吉
田
口
に
お
け

る
神
職
・
御
師
の
祈
祷
に
よ
る
安
全
の
維
持
を
主
張
す
る
田
辺
安
豊
の
長
歌
の
陰
に
隠
れ
、

ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。
わ
ず
か
に
『
富
士
山
真
景
之
図
』
に
お
い
て
、
静
岡
側
の

須
走
村
の
被
害
状
況
を
記
し
た
後
に
、「
都
留
郡
ノ
中
モ
須
走
ニ
近
キ
山
々
砂
ニ
埋
レ
今
ニ

至
リ
テ
草
木
不
生
、平
地
ト
イ
ヘ
ト
モ
耕
作
ノ
地
ナ
シ
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
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て
り
う
へ
る　

恵
み
普
き　

日
の
本
の　

漏
ぬ
ち
か
ひ
の　

数
々
に　

鶴
の
郡
は　

千

代
か
け
て　

末
は
吉
田
と　

日
に
栄
ふ　
（
中
略
）
さ
て
霜
月
の　

廿
三
日　

く
れ
六

よ
り
も　

地
震
し
て　

五
十
度
余
り　

詢
々
と　

暁
よ
り
は　

数
し
ら
す　

巳
の
刻
下

り
に　

な
り
し
時　

当
山
南
に　

当
り
つ
　ゝ

天
よ
り
丸
き　

鐘
程
の　

光
下
る
と　

み
え
し
よ
り　

黒
煙
山
の　

こ
と
く
に
て　

鳴
動
し
つ
　ゝ

響
音　

雷
［　
　
　

］
も

集
り
て　

一
度
に
落
と　

き
も
つ
ふ
れ　

酉
の
刻
よ
り　

神
鳴
り　

電
こ
う　

頻
に
て

戌
の
刻
に
は　

火
焔
燃　

火
の
玉
天
へ　

上
る
こ
と　

戦
慄
て　

惶
し
く　

廿
四
日
の

巳
の
刻
に　

霞
の
如
く　

薄
煙　

四
方
に
懸
り　

須
走
は　

石
砂
ふ
り
て　

天
火
に
て

焼
亡
せ
し
と　

聞
よ
り
も　

当
地
俄
に　

騒
動
し　

女
子
四
方
へ　

惶
く
て　

爰
や
か

し
こ
に　

さ
ま
よ
へ
り　

戌
の
刻
に
は　

大
地
震　

鳴
る
と
光
は　

い
や
ま
し
に　

廿

五
日
は　

朝
日
さ
す　

又
昼
よ
り
は　

曇
り
つ
　ゝ

偖
こ
う
廿
六
日
よ
り　

師
官
神
主

神
前
に　

禁
足
し
つ
　ゝ

相
つ
め
て　

御
山
安
全　

天
長
久　

地
は
万
代
の　

御
祈
祷

に　

西
風
出
て　

黒
煙
も　

鳴
り
も
漸
く　

静
ま
れ
は　

丹
誠
無
二
の　

大
祝
詞
に　

近
郷
遠
里
の　

参
詣
は　

稲
麻
竹
葦
の　

こ
と
く
な
り②　
（
中
略
）
駿
東
郡　

足
柄
よ

り　

不
二
山
ま
て
は　

村
里
も　

草
木
も
見
え
す　

埋
れ
て　

皆
黒
山
と　

な
り
け
れ

は　

小
河
の
水
も　

た
に
〳
〵
に　

の
ん
と
う
る
ほ
す　

ほ
と
も
な
く　

人
倫
道
路
の

わ
つ
ら
ひ
は　

草
木
に
お
け
る　

露
も
な
し　

ふ
し
参
詣
の　

人
々
は　

御
江
戸　

高

井
戸　

八
王
子　

谷
村
と
聞
て　

上
る
へ
し　

新
山
見
度　

か
た
〳
〵
は　

不
浄

カ
嶽

を　

少
し
行　

女
ふ
し
に
て　

よ
く
み
ゆ
る　

大
山
掛
の　

順
礼
は　

荻
野
飯
縄　

三

増
越
え　

根
小
屋
鼠
坂　

吉
野
ま
て　

道
法
八
九
里　

出
ぬ
れ
は　

富
士
道
中
の　

し

る
し
に
ハ　

忌
服
を
は
ら
ふ　

注
連
か
け
て　

火
を
改
て　

御
や
と
す
る③　
（
中
略
）

　
　

此
時
岳
ノ
中
腹
ニ
山
ヲ
生
ス
、
宝
永
山
ト
称
ス
、
駿
州
ニ
属
セ
リ
、
平
野
、
長
池
、
山

中
等
ノ
村
々
砂
フ
リ
テ
、
山
ヲ
埋
メ
今
ニ
至
テ
草
木
生
セ
ス
、
平
地
モ
耕
作
ノ
地
ナ
シ④

　

資
料
５
の
大
意
を
ま
と
め
る
と
、
古
代
以
来
の
富
士
山
の
噴
火
は
正
史
に
詳
述
さ
れ
て
い

る
一
方
、
唯
一
、
宝
永
噴
火
だ
け
は
文
献
に
よ
る
記
録
が
な
く
、
口
伝
の
み
が
継
承
さ
れ
て

い
る
が
、
上
吉
田
村
（
山
梨
県
富
士
吉
田
市
）
の
御
師
田
辺
安
豊
が
作
成
し
た
長
歌
に
は
、

宝
永
噴
火
に
よ
る
災
害
の
実
情
が
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、安
豊
の
子
孫
の
家
に
伝
わ
っ
た
、

判
読
し
難
い
長
歌
の
原
文
を
写
し
た
と
い
う
。

　

安
豊
の
長
歌
は
、
宝
永
四
年
十
月
四
日
の
地
震
に
関
す
る
叙
述
か
ら
始
ま
る
が
、
資
料
５

に
は
十
一
月
二
十
三
日
の
噴
火
発
生
以
降
の
叙
述
を
掲
載
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
同
日
巳

の
刻
頃
、
富
士
山
の
南
麓
に
天
か
ら
丸
い
光
が
下
っ
た
よ
う
に
見
え
た
後
、
黒
い
煙
が
山
の

よ
う
に
立
ち
上
る
と
と
も
に
稲
光
が
走
り
、
戌
の
刻
に
は
火
の
玉
が
天
へ
と
上
が
っ
た
。
そ

し
て
翌
二
十
四
日
の
巳
の
刻
に
な
る
と
、
霞
の
よ
う
に
薄
煙
が
四
方
に
広
が
り
、
須
走
村
で

は
石
や
砂
が
降
っ
て
火
災
が
発
生
し
た
こ
と
が
風
聞
と
し
て
広
ま
っ
た
と
い
う
。
上
吉
田
村

で
も
人
々
が
避
難
を
し
よ
う
と
し
て
混
乱
を
生
じ
た
が
、
二
十
六
日
よ
り
神
職
や
御
師
が
神

前
（
北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
）
に
詰
め
て
富
士
山
の
安
全
や
世
の
中
の
末
永
い
平
安
を
祈

祷
し
た
結
果
、
西
風
が
吹
き
黒
煙
や
雷
が
治
ま
っ
て
、
遠
近
よ
り
人
々
の
参
詣
が
相
次
い
だ

と
い
う
。

　

こ
の
一
方
、
静
岡
側
の
駿
東
郡
で
は
、
足
柄
（
静
岡
県
小
山
町
）
よ
り
富
士
山
に
至
る
ま

で
、
村
里
に
は
草
木
が
失
わ
れ
、
砂
や
石
に
埋
も
れ
て
し
ま
い
、
水
の
確
保
が
困
難
と
な
っ

た
。
富
士
山
に
参
詣
す
る
人
々
は
、江
戸
か
ら
甲
州
道
中
を
通
り
来
訪
し
た
が
、「
新
山
」（
宝

永
山
）
を
見
よ
う
と
不
浄
ヶ
嶽
を
少
し
進
み
「
女
富
士
」（
庚
申
年
に
女
性
が
登
拝
を
許
さ

れ
た
遥
拝
所
か
）
に
訪
れ
た
と
い
う
。

　

特
に
傍
線
①
に
注
目
す
る
と
、
宝
永
噴
火
は
発
生
か
ら
約
百
年
を
経
過
し
た
時
点
に
お
い
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留
夥
敷
、
い
な
ひ
か
り
煙
の
外
ニ
は
し
り
出
、
淒
御
厨
ハ
元
な
る
ゆ
へ
不
及
申
候
、
郡

内
領
平
野
村
・
道
志
江
か
け
て
同
相
模
・
武
蔵
・
常
陸
・
下
総
迄
一
時
闇
成
候
、
月
之

ひ
か
り
を
覆
、
砂
石
ふ
る
事
如
時
雨
之
、（
省
略
）
失
田
畑
を
古
さ
と
を
立
出
、
他
国

仕
候
事
あ
わ
れ
な
り
け
る
有
様
候
、
斬

（
漸
（々

極
月
九
日
ニ
出
火
煙
雲
わ
れ
行
て
青
天
と
な

る
、
諸
人
安
堵
仕
罷
有
候
、
風
気
鬱
気
故
歟
男
女
貴
賊
無
老
少
と
相
煩
申
候
、
し
か
れ

共
此
度
ハ
別
の
無
子
細
静
納
申
候
、
以
上

　
　
　

宝
永
六
丑
年
八
月
八
日
写
之
者
也

　

資
料
４
に
よ
る
と
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
十
月
四
日
お
よ
び
十
一
月
二
十
三
日
に
大

地
震
が
発
生
し
、
人
家
が
倒
壊
し
て
人
々
は
肝
を
つ
ぶ
し
た
と
こ
ろ
、
十
一
月
二
十
三
日
の

昼
に
な
っ
て
駿
河
国
の
足
高
（
愛
鷹
）
山
付
近
か
ら
黒
い
雲
が
た
な
び
い
て
次
第
に
大
き
く

な
り
、
夜
に
な
る
と
火
煙
が
高
く
上
が
る
と
と
も
に
稲
光
が
走
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、
御
厨
地
域
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
甲
斐
国
郡
内
領
の
平
野
村
・
道
志
（
山
梨
県
道
志

村
）、相
模
国
（
神
奈
川
県
）、武
蔵
国
（
東
京
都
・
埼
玉
県
・
神
奈
川
県
）、常
陸
国
（
茨
城
県
）、

下
総
国
（
茨
城
県
・
千
葉
県
）
ま
で
一
時
闇
に
包
ま
れ
、
月
の
光
を
覆
い
、
砂
や
石
が
時
雨

の
よ
う
に
降
っ
た
と
い
う
。
こ
の
結
果
、
人
々
は
田
畑
を
失
い
、
故
郷
を
離
れ
て
他
国
へ
と

流
出
す
る
様
子
は
哀
れ
で
あ
っ
た
が
、
十
二
月
九
日
に
な
り
噴
火
の
煙
に
隙
間
が
生
ま
れ
て

晴
天
と
な
り
人
々
は
安
心
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

本
資
料
の
文
末
に
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
八
月
八
日
に
本
資
料
を
筆
写
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
本
資
料
の
原
文
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

特
に
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
宝
永
噴
火
で
は
、
甲
斐
国
郡
内
領
の
平
野
村
・
道
志
村

か
ら
相
模
・
武
蔵
・
常
陸
・
下
総
の
各
国
に
至
る
、
関
東
地
方
南
部
か
ら
東
部
に
か
け
て
の

広
範
囲
に
わ
た
る
地
域
に
、砂
や
石
が
降
り
注
ぐ
被
害
を
生
じ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、

資
料
２
お
よ
び
資
料
３
と
同
様
に
山
梨
側
で
も
噴
火
に
よ
る
被
害
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
が

判
明
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
宝
永
噴
火
発
生
か
ら
間
も
な
い
時
期
に
は
、
吉
田
地
域
の
神
職
や
御
師
に

よ
る
祈
祷
の
効
果
に
よ
る
被
害
の
回
避
を
強
調
す
る
文
献
資
料
が
伝
わ
る
一
方
、
山
梨
側
で

も
富
士
山
の
山
体
か
ら
噴
出
し
た
砂
や
石
が
堆
積
す
る
被
害
が
生
じ
た
こ
と
を
伝
え
る
文
献

資
料
も
存
在
す
る
。
宝
永
噴
火
の
被
害
状
況
は
、
当
該
時
期
に
多
様
な
表
現
方
法
に
よ
っ
て

伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

二　

噴
火
災
害
に
関
す
る
記
録
化
の
広
が
り

　

管
見
の
限
り
、
そ
の
後
、
宝
永
噴
火
に
関
す
る
文
献
資
料
は
、
し
ば
ら
く
の
間
、
山
梨
側

で
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
次
に
登
場
す
る
の
は
、
噴
火
か
ら
約
百
年
間
の
歳
月
を
経
過
し

た
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
の
『
甲
斐
国
志
』
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

近
世
甲
斐
国
を
代
表
す
る
地
誌
で
あ
る
『
甲
斐
国
志
』
に
は
、
富
士
山
に
関
す
る
項
目
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
に
宝
永
噴
火
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

【
資
料
５

（
（1
（

】

　
　

富
士
山
爆
火
ノ
事
、
古
ヘ
ヨ
リ
数
度
皆
ナ
正
史
ニ
詳
ナ
レ
ハ
此
ニ
贅
セ
ズ
、
独
リ
宝
永

ノ
爆
火
ニ
至
テ
ハ
実
記
ア
ル
コ
ト
ヲ
不
聞
、
唯
々
口
碑
ニ
存
ス
ル
ノ
ミ
、
其
比
吉
田
ノ

師
職
ノ
中
ニ
田
辺
安
豊
ト
云
者
ア
リ
テ
長
歌
一
篇
ヲ
作
リ
爆
火
ノ
事
実
ヲ
記
セ
リ
、
今

其
家
ニ
伝
フ
、
因
テ
此
ニ
載
ス
、
但
文
字
多
ク
摩
滅
シ
読
ミ
カ
タ
ク
シ
テ
其
義
通
セ
サ

ル
所
ア
リ
、①
如
左
、

　
　

大
元
一
気　

明
霊
一
徳
水　

開
闢
よ
り　

ふ
し
の
高
峯
の　

白
雪
は　

曇
ら
ぬ
御
代
を
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し
て
い
る
た
め
印
鑑
を
所
持
し
て
い
な
い
旨
を
記
し
て
い
る
が
、
彼
ら
は
噴
火
災
害
を
逃
れ

て
平
野
村
か
ら
避
難
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
宝
永
噴
火
の
二
年
後
に
あ
た
る
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
五
月
に
は
、
平
野
村
の

孫
右
衛
門
他
が
資
料
３
の
よ
う
な
古
文
書
を
作
成
し
た
。

【
資
料
３

（
（（
（

】

　
　
　
　
　

一
札
之
事

　
　

一 　

当
村
砂
降
り
候
以
後
段
々
差
詰
り
、
及
飢
ニ
候
処
ニ
、
去
年
中
茂
夫
食
拝
借
御
願

被
下
候
ニ
付
、
諸
作
仕
付
相
続
仕
候
得
共
、
当
年
者
尚
以
夫
食
茂
無
御
座
、
別
而
難

儀
処
ニ
御
願
首
尾
仕
、
砂
退
普
請
被　

仰
付
、
重
々
難
有
奉
存
候

　
　

一 　

砂
普
請
之
儀
、
本
途
残
拾
六
町
六
反
七
畝
拾
弐
歩
退
詰
メ
積
り
、
此
分
達
而
早
速

普
請
可
仕
候
由
、
御
申
渡
シ
被
成
候
段
、
至
極
仕
候

　
　
　
（
省
略
）

　
　

右
之
趣
御
割
付
次
第
急
度
其
日
限
ニ
砂
取
退
可
申
候
、
縦
御
普
請
料
不
被
下
候
共
、
砂

退
可
申
処
ニ
、
殊
更
御
普
請
料
少
々
宛
茂
被
下
候
上
者
、
精
を
出
シ
、
割
付
之
外
を
茂

砂
退
普
請
出
来
次
第
吟
味
を
請
可
申
候
、
御
割
合
之
被
仰
付
、
少
茂
相
背
申
間
敷
候
、

為
其
惣
百
姓
連
判
を
以
証
文
仕
候
処
、
如
件

　
　
　
　

宝
永
六
丑
年

　
　
　
　
　
　

五
月

孫
右
衛
門
（
印
）

理
右
衛
門
（
印
）

七
左
衛
門
（
印
）

（
外
三
十
九
名　

署
名
省
略
）

　
　
　
　
　

平
野
村

　
　
　
　
　
　
　

御
役
人
中

　

資
料
３
に
よ
る
と
、
平
野
村
で
は
宝
永
噴
火
以
降
、
人
々
の
生
計
が
限
界
を
迎
え
飢
饉
に

陥
り
、
救
済
の
要
請
を
行
っ
た
結
果
、
非
常
用
の
作
物
が
与
え
ら
れ
作
物
の
作
付
が
可
能
と

な
っ
た
が
、
本
年
は
救
済
の
措
置
が
と
ら
れ
ず
困
難
な
状
況
に
直
面
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
手

当
を
も
ら
っ
て
砂
を
除
去
す
る
仕
事
を
請
け
負
う
こ
と
が
実
現
し
、
平
野
村
の
百
姓
た
ち
が

村
役
人
に
対
し
て
、
仕
事
を
遵
守
す
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
同
様
の
救
済
措
置
の
要
請
は
、
静
岡
側
に
お
い
て
も
翌
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）

に
「
御
入
用
金
」
の
給
付
に
よ
る
砂
の
除
去
を
求
め
る
古
文
書
が
複
数
伝
わ
っ
て
お
り
、
山

梨
側
・
静
岡
側
の
双
方
と
も
に
共
通
の
対
応
が
確
認
さ
れ
る

（
（1
（

。

　

資
料
２
、
資
料
３
か
ら
判
断
す
る
と
、
平
野
村
で
は
十
一
月
二
十
三
日
に
発
生
し
た
噴
火

の
影
響
に
よ
り
人
々
の
生
計
が
苦
し
く
な
り
、
地
元
か
ら
救
済
措
置
の
実
施
が
要
請
さ
れ
て

い
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
一
環
と
し
て
、
砂
の
除
去
を
地
元
の
人
々
が
請
け
負
っ
て
対
応
し
、

そ
の
手
当
と
し
て
収
入
を
得
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
平
野
村
で
は
、
噴
火
災
害
の
被
害
が
実
際
に
発
生
し
て
い
た
こ
と
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
被
害
の
状
況
は
、
次
の
資
料
４
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

【
資
料
４

（
（1
（

】

　
　
　
　
　
　

覚

　

一 
、
宝
永
四
天
丁
亥
無
神
月
四
日
大
地
震
、
同
霜
月
下
旬
第
三
日
大
地
震
動
而
、
人
家
崩

様
存
候
処
、
男
女
消
肝
申
候
、
昼
時
分
駿
州
足
高
山
辺
よ
り
黒
雲
一
時
た
な
び
き
出
、

不
思
儀（

議
（ニ

存
候
処
ニ
、
相
続
大
分
出
候
、
夜
中
な
り
候
得
ハ
、
火
け
む
り
従
岑
高
見
陳
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な
お
、宝
永
噴
火
に
よ
る
被
害
の
発
生
に
よ
り
、噴
火
口
に
近
い
静
岡
側
の
御
厨
地
域
（
静

岡
県
北
東
部
）
か
ら
山
梨
側
の
郡
内
地
域
へ
と
避
難
す
る
人
々
が
い
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
お

り
（
（
（

、
こ
う
し
た
人
々
に
よ
っ
て
静
岡
側
の
災
害
に
関
す
る
情
報
が
山
梨
側
に
も
た
ら
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
資
料
１
は
静
岡
側
の
情
報
を
反
映
し
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
一
方
、
山
梨
側
に
噴
火
災
害
の
被
害
を
生
じ
な
か
っ
た
こ
と
を
御
師
の
活
動
の
成
果
と
し

て
宣
伝
す
る
意
図
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
宝
永
噴
火
に
お
い
て
山
梨
側
で
は
本
当

に
被
害
が
発
生
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
当
時
の
古
文
書
を
見
る
と
宝
永
噴
火
に
よ
る
災
害
発
生
は
、
山
梨
側
に

も
確
認
さ
れ
る
。
次
の
資
料
２
は
、同
年
十
二
月
十
二
日
付
で
平
野
村
（
山
梨
県
山
中
湖
村
）

名
主
の
六
左
衛
門
ほ
か
が
作
成
し
た
役
所
へ
の
嘆
願
書
で
あ
る
。

【
資
料
２

（
（1
（

】

　
　
　
　
　

乍
恐
口
上
書
を
以
奉
願
候
御
事

　
　

一 　

平
野
村
惣
百
姓
男
女
富
士
山
焼
候
ニ
付
、
当
十
一
月
廿
三
日
よ
り
家
業
茂
不
仕
、

殊
ニ
当
年
不
作
ニ
付
、少
々
茂
有
之
候
種
物
共
ニ
被
下
切
給
物
一
ゑ
ん
無
御
座
候
故
、

惣
百
姓
飢
ニ
及
、
何
共
迷
惑
ニ
奉
存
候
、
御
慈
悲
御
扶
持
方
被
下
シ
置
候
ハ
ヽ
、
命

過
可
仕
と
奉
存
候
、
只
今
寒
気
に
向
、
山
か
せ
ぎ
茂
不
罷
成
、
其
上
世
間
江
口
過
ニ

出
候
儀
茂
不
罷
成
ニ
付
、
惣
百
姓
飢
ニ
及
迷
惑
ニ
奉
存
候
、
平
野
村
之
儀
者
五
年
以

前
未
十
一
月
、
大
地
震
茂
取
分
困
窮
仕
、
段
々
不
仕
合
ニ
御
座
候
処
ニ
、
此
度
茂
如

此
之
不
仕
合
ニ
御
座
候
、
殊
当
村
之
儀
者
、
三
ヶ
国
之
御
境
目
、
御
番
所
共
ニ
御
座

候
ニ
付
、
御
慈
悲
を
以
御
扶
持
方
被　

仰
付
候
ハ
ヽ
、
惣
百
姓
身
命
相
続
、
平
野
村

相
立
可
申
と
奉
存
候
、
何
方
へ
罷
出
候
而
茂
身
命
相
続
か
た
く
奉
存
候
故
、
当
村
生

在
所
ニ
御
座
候
間
、
死
所
と
存
詰
罷
有
候
、
御
慈
非

（
悲
（以

惣
百
姓
御
助
可
被
下
候

　
　

右
之
趣
御
上
覧
被
遊
、
奉
願
候
通
御
扶
持
方
被　

仰
付
候
ハ
ヽ
、
惣
百
姓
難
有
可
奉
存

　
　

候
、
以
上

　
　
　
　

宝
永
四
年　
　
　
　
　
　
　

平
野
村

　
　
　
　
　
　

亥
十
二
月
十
二
日　
　
　
　

名
主　

六
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
明
見
ニ
罷
有
候
故
印
形
無
御
座
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

源
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
明
見
ニ
罷
有
印
形
無
御
座
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

惣
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
百
姓
（
印
）

　
　
　
　
　

御
役
所
様

　

資
料
２
に
よ
る
と
、
平
野
村
で
は
宝
永
噴
火
が
発
生
し
た
十
一
月
二
十
三
日
よ
り
、
村
内

に
暮
ら
す
人
々
の
家
業
が
行
え
な
く
な
り
、
ま
た
当
年
の
作
物
の
出
来
が
不
作
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、種
を
は
じ
め
下
賜
さ
れ
る
食
糧
が
無
く
な
っ
て
飢
饉
と
な
り
困
窮
し
て
い
る
と
し
、

救
済
措
置
を
嘆
願
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
冬
場
に
向
か
う
季
節
柄
、
山
仕
事
や
他
所
へ
の
出

稼
ぎ
に
で
る
こ
と
も
で
き
ず
、
五
年
前
に
あ
た
る
未
年
の
十
一
月
に
発
生
し
た
大
地
震
の
際

と
同
様
に
困
窮
す
る
事
態
が
生
じ
た
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
平
野
村
は
甲
斐
（
山

梨
県
）・
駿
河
（
静
岡
県
）・
相
模
（
神
奈
川
県
）
の
三
か
国
の
境
界
に
位
置
し
、
境
界
を
警

備
す
る
口
留
番
所
も
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
救
済
措
置
が
あ
れ
ば
人
々
の
生
命
が
つ

な
が
り
村
の
暮
ら
し
も
成
り
立
つ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

な
お
、
署
名
し
て
い
る
三
名
の
村
役
人
の
う
ち
名
主
の
源
右
衛
門
と
組
頭
の
惣
兵
衛
の
二

名
は
、
そ
れ
ぞ
れ
大
明
見
村
お
よ
び
小
明
見
村
（
い
ず
れ
も
山
梨
県
富
士
吉
田
市
）
に
滞
在
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集
り
て
、
祈
者
や
何
も
旦
那
中
為
知
せ
之
、
又
ハ
後
記
し
た
め
如
斯
ニ
御
座
候
、③
以
上

　
　
　
　
　

宝
永
四
年

　
　
　
　
　
　
　

亥
十
二
月
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伏
見
忠
兵
衛

　

資
料
１
は
、
噴
火
発
生
の
翌
月
に
あ
た
る
宝
永
四
年
十
二
月
に
、
伏
見
忠
兵
衛
と
い
う
人

物
が
作
成
し
た
宝
永
噴
火
の
記
録
で
あ
る
。
長
文
に
及
ぶ
内
容
で
あ
る
が
、
大
意
を
ま
と
め

る
と
、
十
月
四
日
に
発
生
し
た
規
模
の
大
き
な
地
震
に
よ
る
大
宮
（
静
岡
県
富
士
宮
市
）
の

被
害
状
況
を
皮
切
り
に
、
そ
れ
に
続
く
群
発
地
震
の
発
生
、
そ
し
て
十
一
月
二
十
三
日
に
駿

河
国
印
野
村
（
静
岡
県
御
殿
場
市
）
上
方
に
あ
る
山
腹
の
森
林
限
界
付
近
で
噴
煙
が
あ
が
っ

た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

続
い
て
、
東
麓
の
須
走
村
（
静
岡
県
小
山
町
）
に
お
け
る
降
灰
や
火
山
弾
に
よ
る
火
災
の

発
生
と
い
っ
た
被
害
状
況
が
記
さ
れ
、
同
月
二
十
七
日
に
か
け
て
砂
が
降
り
積
も
っ
た
と
の

こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
資
料
１
に
傍
線
③
を
記
し
た
箇
所
の
記
述
内
容
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、「
吉
田
口
の
神
職
が
日
頃
よ
り
浅
間
神
社
を
厚
く
保
護
し
て
き
た
結
果
、
籠
坂
峠

か
ら
上
野
原
ま
で
の
郡
内
領
で
は
、
少
し
も
噴
煙
が
か
か
ら
ず
砂
が
積
も
る
被
害
が
生
じ
な

か
っ
た
。時
々
煙
が
た
な
び
い
て
も
西
風
で
吹
き
払
わ
れ
、片
時
も
暗
く
な
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。（
札
の
配
布
の
た
め
）諸
国
の
旦
那
の
も
と
に
赴
か
ず
吉
田
に
残
っ
て
い
た
御
師
た
ち
が
、

十
一
月
二
十
三
日
の
噴
火
当
初
よ
り
浅
間
神
社
に
参
籠
し
て
鎮
火
ま
で
祈
祷
に
努
め
た
こ
と

を
旦
那
に
知
ら
せ
、
ま
た
は
記
録
に
残
す
。」
と
あ
る
。

　

資
料
１
を
記
し
た
伏
見
忠
兵
衛
が
い
か
な
る
人
物
で
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
傍
線

③
の
記
述
内
容
か
ら
判
断
す
る
と
、
資
料
１
は
御
師
の
祈
祷
活
動
が
吉
田
口
に
お
い
て
噴
火

災
害
を
防
ぐ
効
果
を
発
揮
し
た
と
宣
伝
す
る
ね
ら
い
か
ら
、
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
資
料
１
は
下
吉
田
（
山
梨
県
富
士
吉
田
市
）
の
旧
家
の
所
蔵
文
書
と
し
て
伝
わ
っ
て

い
る
が
、
資
料
中
に
大
宮
や
須
走
と
い
っ
た
静
岡
側
に
お
け
る
被
害
状
況
が
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、　

静
岡
側
か
ら
情
報
が
入
手
で
き
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
。

　

特
に
、
傍
線
①
に
あ
る
「
鞠
の
よ
う
な
白
い
も
の
と
火
の
玉
が
天
を
突
き
抜
け
る
よ
う
に

あ
が
っ
た
」
と
い
う
記
述
は
、
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
（
静
岡
県
富
士
宮
市
）
の
社
僧
が
記

し
た
「
富
士
山
噴
火
記
（
大
地
震
富
士
山
焼
出
之
事

（
6
（

）」
に
、「
富
士
山
辰
巳
之
方
、
八
合
め

巍
き
所
に
、
真
白
き
蹴
鞠
ほ
と
の
形
に
て
、
転
々
と
く
る
〳
〵
〳
〵
と
舞
ふ
事
、
見
る
者
驚

す
と
言
事
な
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
類
似
し
た
内
容
で
あ
り
、
静
岡
側
の
噴
火
の
印

象
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
傍
線
②
に
あ
る
「
そ
の
昔
、
桓
武
天
皇
の
時
代
で
あ
る
延
暦
十
九
年
に
富
士
山

が
噴
火
し
て
、
山
や
川
の
水
が
紅
色
に
染
ま
り
、
昼
は
暗
く
夜
は
炎
が
輝
き
、
そ
の
音
は
雷

の
よ
う
で
あ
っ
た
。
貨
幣
で
食
糧
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
あ
る
が
、
今
回
の
噴
火
も
延

暦
噴
火
の
時
と
同
じ
で
あ
る
。」と
い
う
記
載
内
容
は
、『
日
本
紀
略
』延
暦
十
九
年（
八
〇
〇
）

条
（
7
（

 

に
あ
る
「
六
月
癸
酉
、
駿
河
国
言
う
、
去
三
月
十
四
日
よ
り
四
月
十
八
日
ま
で
富
士
山

巓
自
焼
、
昼
則
ち
烟
気
暗
瞑
、
夜
則
ち
火
光
照
天
、
其
声
雷
の
ご
と
し
、
灰
下
雨
の
ご
と
し
、

山
下
川
水
皆
紅
色
也
」
と
い
う
、
延
暦
噴
火
に
関
す
る
記
述
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
山
梨
側
に
甚
大
な
被
害
を
生
じ
た
貞
観
六
年
（
八
六
四
）
の
貞
観
噴
火
に
つ
い

て
、『
日
本
三
代
実
録
』（

8
（

 

に
は
「
光
炎
高
さ
廿
許
丈
、
大
い
に
声
有
り
雷
の
ご
と
し
」
と
あ

り
、
炎
や
雷
が
発
生
し
た
と
す
る
同
様
の
噴
火
状
況
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
静
岡
側
で
被
害
が
生
じ
た
延
暦
噴
火
に
関
す
る
記
述
が
資
料
１
に
反
映
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
記
述
は
静
岡
側
の
情
報
が
も
と
に
な
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
。
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今
日
確
認
で
き
る
宝
永
噴
火
の
発
生
か
ら
間
も
な
い
時
期
に
作
成
さ
れ
た
文
献
資
料
は
、

噴
火
し
た
場
所
が
静
岡
側
に
属
す
る
た
め
、
特
に
静
岡
側
に
多
く
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
富
士

山
の
北
麓
に
位
置
す
る
山
梨
側
に
も
複
数
の
文
献
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
内
、
富
士
山
信
仰
の
拠
点
と
し
て
栄
え
た
吉
田
地
域
（
山
梨
県
富
士
吉
田
市
）
に
伝

わ
る
文
献
資
料
と
し
て
、「
冨
士
山
焼
出
之
節
之
事
」
と
題
さ
れ
た
次
の
資
料
１
を
最
初
に

考
察
す
る
。

【
資
料
１

（
5
（

】 

　
　

頃
者
宝
永
四
丁
亥
年
十
月
四
日
昼ヒ

ル

之
九
ツ
二
大
地
震
、
冨
士
山
麓
表
口
駿
州
大
宮
町

之
民
屋
不
残
潰ツ

フ
レ、

其
後
地
震
日
々
無
止
、
月
ヲ
越
霜
月
十
日
頃
ゟ
冨
士
山
麓
一
日
之

内
ニ
三
・
四
度
ツ
ヽ
鳴
動
す
る
事
甚
し
、
同
月
廿
ニ
日
夜
地
震
之
す
る
事
及
三
拾
度
、

三
日
之
明
六
ツ
ニ
大
地
震
、
女
人
子
供
周ア

ハ
テ
タ
ヲ
ル

章
顚
倒
者
其
数
夥
敷
、
然
共
死
も
の
ハ
壱
人

も
無
御
座
候
、
同
朝
五
ツ
ニ
大
地
震
鳴
動
す
る
事
車
ノ
輪ハ

之
如
轟ト

ゝ
ロ
クし

て
、
冨
士
山
之

麓
駿
州
平

（
印
（

野
村
之
上
木
山
与
砂
山
と
の
境
よ
り
煙
埋ウ

ツ
マ
キ巻

立
登
り
、
其
音ヲ

ト

如
雷ラ

イ
に
し
て

民
屋
も
忽タ

チ
マ
チ潰

こ
と
く
に
動
ク
故
、
壱
人
も
家
ニ
居
住
難
成
、
夜
ニ
入
右
之
煙ケ

ム
り
火
炎
と

な
り
空ソ

ラ
に
立
の
ほ
り
、
其
内
ニ
鞠マ

リ

之
こ
と
き
の
白
キ
物
と
火
玉
天
を
突
抜
ク
如
に
し

て
、①

上
カ
ま
こ
と
夥
敷
而
如
昼
輝カ

ゝ
ヤ
キ、

吹
出
る
煙
り
東
人
押
払
、
雲
の
内
ニ
て
鳴
動
事

如
雷
天
地
ニ
響

ヒ
ビ
キ、

忽
 
タ
チ
マ
チ

落
事
ヲ
思
ひ
火
元
よ
り
雲
先
ま
て
火
気
の
行
事
稲
妻
の
こ
と
く

ニ
し
て
、
夜
者
微ミ

ジ
ン塵

も
見
之
、
其
昼
ゟ
茂
輝
、
其
昔
桓ク

ハ
ン

武
天
皇
御
宇
延
暦
十
九
年
不

二
山
自
焼
て
山
河
水
紅
な
り
、
昼
ハ
暗

ク
ラ
クし

て
夜
ハ
輝
、
其
音
如
雷
銭
ヲ
以モ

ト
ム
ル

求
録
事
不
得

と
有
、
今
以
其
節
に
無
疑

ウ
タ
カ
イ、②

須
走
村
を
始
メ
ミ
く
り
や
領
廿
三
日
之
昼
五
ツ
時
ゟ
暗

ス
し
て
、
昼
夜
之
分
茂
不
知
、
始
メ
に
ハ
白
キ
灰
を
降
し
、
次
ニ
白
色
ニ
し
て
塩エ

ン
セ
キ石

の

こ
と
く
大
き
な
る
石
ふ
る
、
其
内
に
火
気
を
含
ミ
落
て
ハ
則
火
災
と
焼
満ミ

チ
、
廿
三
日

昼
之
七
ツ
ニ
須
走
村
称

（
祢
（ネ
キ宜

大
和
ノ
家
に
火
之
玉
落
忽
炎
焼
、
須
走
村
之
者
石
の
降
ル

を
凌
キ
立
噪サ

ハ
ク

処
ニ
、
夜
の
九
ツ
ニ
ま
た
村
之
内
へ
火
石
落
、
不
残
須
走
村
焼
払
、
廿

三
日
よ
り
廿
七
日
迄
五
日
之
内
砂
之
ふ
る
事
須
走
村
壱
丈
余
、
下
ハ
御
殿
場
む
ら
仁
杉

村
を
切
、
東
ハ
足
軽
山
御
く
り
や
領
砂
之
ふ
る
事
或
ハ
三
尺
或
ハ
四
尺
計
ツ
ヽ
降フ

リ

積
、

谷
河
ハ
埋
て
平
地
と
な
り
竹
木
ハ
色
を
変ヘ

ン
し
て
枯カ

レ

山
と
な
り
、人
之
住
へ
き
様
も
な
し
、

（
省
略
）
誠
ニ
吉
田
口
ハ
元
よ
り
神
職シ

ョ
ク

浅
間
へ
守シ

ュ
コ護

深
き
ゆ
へ
、
須
走
村
堺
加
古
坂
を

切
、
下
ハ
上
ノ
原
堺
ヲ
切
、
郡
内
領
之
内
少
も
煙
も
不
掛
、
殊
ニ
砂
之
不
満
事
一
所
も

な
し
、
折
々
煙
り
た
な
ひ
く
と
い
へ
と
も
西
風
起
て
吹
払
ひ
、
片ヘ

ン
シ時

も
暗
事
不
得
し

て
、
旦
那
場
へ
出
さ
る
御
師
ハ
廿
三
日
よ
り
浅
間
御
宝
前
に
参
籠
し
て
、
日
々
御
山
御

安
全
・
天
下
泰
平
・
国
土
安
穏
・
諸
旦
那
長
栄
之
御
祈
祷ヌ

キ
ン
シ

抽
丹
誠
、
煙
リ
鎮
迄
御
宮
ニ

葛飾北斎筆「富嶽百景」　宝永山出現
（山梨県立博物館所蔵）　
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は
じ
め
に

　

平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
）
三
月
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
か
ら
五
年
の
歳
月
が
経

過
し
、
震
災
の
状
況
お
よ
び
被
災
地
域
で
長
年
営
ま
れ
て
き
た
生
業
や
慣
習
な
ど
生
活
に
関

わ
る
資
料
の
保
存
や
記
録
化
に
つ
い
て
対
応
が
行
わ
れ
て
い
る

（
1
（

。

　

東
日
本
大
震
災
の
発
生
以
前
か
ら
、
歴
史
学
で
は
災
害
史
の
分
野
に
お
い
て
、
自
然
災
害

の
発
生
お
よ
び
被
害
、
そ
し
て
復
興
に
関
す
る
状
況
に
つ
い
て
考
察
す
る
研
究
が
進
ん
で
き

た
（
（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
自
然
災
害
に
関
わ
る
資
料
が
、
ど
の
よ
う
な
意
図
を
反
映
し
て
作
成

さ
れ
た
の
か
、
ま
た
今
日
ま
で
ど
の
よ
う
に
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
の
か
は
、
こ
れ
ま
で
十

分
に
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
課
題
に
歴
史
学
の
視
点
か
ら
向
き
合
う
こ
と

が
、
自
然
災
害
に
関
す
る
記
録
を
風
化
さ
せ
な
い
た
め
に
、
今
後
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
）
に
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
富
士
山
で
は
、

山
麓
に
暮
ら
す
住
民
や
数
多
く
の
来
訪
者
を
、
噴
火
な
ど
の
自
然
災
害
か
ら
ど
う
よ
う
に
守

る
の
か
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
、
現
在
高
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
、
そ
の
対
策
が
検
討
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
活
火
山
で
あ
る
富
士
山
の
過
去
の
噴
火
災
害
に
関
す
る
研
究
も
、
宝
永
四
年

（
一
七
〇
七
）
十
一
月
二
十
三
日
に
発
生
し
た
宝
永
噴
火
を
中
心
に
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か

の
成
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る

（
（
（

。

　

こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
先
述
し
た
災
害
史
の
動
向
と
同
様
に
、
宝
永
噴
火
の
発
生
や
被
災

状
況
、
お
よ
び
そ
の
後
の
復
興
事
業
に
つ
い
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
一
方
、
災
害
に
関
す
る
資

料
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
作
成
さ
れ
、
伝
来
し
て
き
た
の
か
は
十
分
に
研
究
が
進
ん
で
い
な

い
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
研
究
対
象
と
な
る
地
域
は
、
専
ら
静
岡
側
お
よ
び
東
方
の
神
奈
川
県
域

に
留
ま
っ
て
お
り
、
山
梨
側
に
つ
い
て
の
被
害
状
況
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
言
及
さ
れ
て
い

な
い

（
（
（

。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
課
題
を
ふ
ま
え
て
、
富
士
山
の
宝
永
噴
火
に
関
す
る
資

料
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
作
成
さ
れ
て
き
た
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
記
録
化

さ
れ
伝
来
し
て
き
た
の
か
を
、
富
士
山
北
麓
の
山
梨
側
に
伝
わ
る
地
域
資
料
を
主
な
対
象
と

し
て
探
る
こ
と
と
す
る
。

一　

資
料
に
見
え
る
噴
火
災
害
の
状
況

　

宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
十
一
月
二
十
三
日
に
発
生
し
た
富
士
山
の
宝
永
噴
火
は
、
平
成

二
十
八
年
現
在
で
直
近
に
発
生
し
た
富
士
山
の
噴
火
災
害
と
し
て
知
ら
れ
る
。
噴
火
し
た
場

所
は
静
岡
側
に
位
置
す
る
富
士
山
の
南
東
山
腹
で
、
こ
の
際
生
ま
れ
た
火
口
に
で
き
た
側
火

山
は
宝
永
山
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
噴
火
と
そ
れ
に
と
も
な
う
災
害
の
状
況
は
、
古
文
書
や
絵

図
又
は
絵
画
作
品
等
に
よ
っ
て
現
代
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
（
図
版
参
照
）。

富
士
山
宝
永
噴
火
に
関
す
る
資
料
の
記
録
化
に
つ
い
て 

―
山
梨
側
の
地
域
資
料
を
対
象
に
―

西　

川　

広　

平
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